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【凡例】 

・「法」       個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号） 

・「政令」     個人情報の保護に関する法律施行令（平成１５年政令第

５０７号） 

・「規則」     個人情報の保護に関する法律施行規則（平成２８年個人 

情報保護委員会規則第３号） 

・「条例」     福岡県個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年

福岡県条例第４３号） 

・「細則」     福岡県個人情報の保護に関する法律施行細則（令和５年 

規則第１５号）  

・「情報公開条例」 福岡県情報公開条例（平成１３年福岡県条例第５号） 

・「番号利用法」  行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律（平成２５年法律第２７号） 

 ・「文書管理規程」 福岡県文書管理規程（平成１６年福岡県訓令第１号） 
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１ 本手引について 

  本手引は、個人情報保護委員会が作成した「個人情報の保護に関する法律に

ついての事務対応ガイド（行政機関等向け）」（以下「事務対応ガイド」という。）

を基に、条例、細則等で定める内容及び県の運用を加筆したものである。 

本手引を通じ、法の適正かつ円滑な運用を図るとともに、統一的な運用を確

保するために必要な、職員の事務処理の手順やその際に参考となる法令の条項

等の考え方その他開示等（開示、訂正及び利用停止をいう。以下同じ。）請求

に係る判断を行う際の参考とされたい。 

  なお、運用に係る知事部局の諸規程について他の実施機関は、当該実施機関

が定める諸規程に読み替え、当該関係規程に定められた運用を行うものとす

る。 

 

 ※ この他に、個人情報保護委員会が作成する「個人情報の保護に関する法律

についてのガイドライン（行政機関等編）」や、事務対応ガイド等も十分参

照する必要がある。 

   本手引における各項目の番号は、事務対応ガイドの番号に合わせて付番

しているので、事務対応ガイドを参照する際は、当該番号により検索するこ

と。 
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２ 本手引の参照が想定される者 

本手引は、条例第２条第１項に規定する実施機関及び実施機関から個人情報

等の取扱いの委託（二以上の段階にわたる委託を含む。）を受けた者において

参照されることが想定される。 

なお、当該委託を受けた者が個人情報取扱事業者に該当する場合には、民間

部門の規律（法第４章）が適用されるため、個人情報取扱事業者に適用される

民間部門ガイドライン（※１）及びＱ＆Ａ（※２）も参照することが必要であ

る。 

 なお、実施機関のうち県が設立した地方独立行政法人（公立大学法人九州歯

科大学、公立大学法人福岡女子大学及び公立大学法人福岡県立大学）は、個人

情報等の取扱いに関して、基本的に、公的部門の規律（法第５章）ではなく、

民間部門の規律（法第４章）が適用されるため、個人情報取扱事業者に適用さ

れる民間部門ガイドライン（※１）及びＱ＆Ａ（※２）も参照することが必要

である。公的部門の規律のうち、適用を受けるものとしては、個人情報ファイ

ル簿に関する規律（法第７５条）、開示、訂正、利用停止及び審査請求（法第

５章第４節）に関する規律、匿名加工情報に関する規律（法第５章第５節）等

がある。 

後述の（参考）（法の適用対象となる機関及び法人の種別と法第４章及び第

５章の主な適用関係）を参照のこと。 

 

※１ 民間部門ガイドラインとは、次のガイドラインを指す。 

・ 個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（通則編） 

・ 個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（外国にある 

 第三者への提供編） 

・ 個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（第三者提供 

時の確認・記録義務編） 

・ 個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（仮名加工情 

報・匿名加工情報編） 

・ 個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（認定個人情 

報保護団体編） 

※２ Ｑ＆Ａとは、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」

に関するＱ＆Ａを指す。 
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（参考）法の適用対象となる機関及び法人の種別と法第 4 章及び第 5 章の主な

適用関係 

 

※１ 法第４章第２節中保有個人データに関する事項の公表等（法第３２条）並 

びに開示、訂正等及び利用停止等（法第３３条～第３９条）に関する規定は 

適用が除外された上で、法第５章第３節及び第４節の規定が適用される。 

※２ 匿名加工情報取扱事業者等の義務（法第４章第４節）に関する規定は適 

用が除外された上で、法第５章第５節の規定が適用される。 

※３ 安全管理措置義務（法第６６条第２項）に関して、法令に基づき行う業 

務であって政令で定めるものを行う場合における個人情報の取扱いについ 

ては、民間部門の規律に加えて、行政機関等に対する規律が準用される。 

  

 個人情報等の取

扱い等に関する

規律 

個人情報フ

ァイル簿に

関する規律 

開示、訂正、

利用停止等

に関する規

律 

匿名加工情

報に関する

規律 

県の機関 公的部門の規律 

（法第５章第２

節） 

公的部門の

規律 

（法第５章

第３節（ただ

し、法第７５

条のみ）） 

公的部門の

規律 

（法第５章

第４節） 

公的部門の

規律 

（法第５章

第５節） 地方独立行政法 

人（大学の設置・
管理を目的とす
るもの） 

民間部門の規律 

（法第４章） 

（※１、２、３） 
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３ 適用の範囲（定義等） 

 

３-１ 法第５章の規律対象となる主体 

３-１-１ 行政機関等（法第２条第１１項） 

第２条（第１１項） 

１１ この法律において「行政機関等」とは、次に掲げる機関をいう。 

(1) 行政機関 

(2) 地方公共団体の機関（議会を除く。次章、第３章及び第６９条第２項 

第３号を除き、以下同じ。） 

(3) 独立行政法人等（別表第２に掲げる法人を除く。第１６条第２項第３ 

号、第６３条、第７８条第１項第７号イ及びロ、第８９条第４項から第 

６項まで、第１１９条第５項から第７項まで並びに第１２５条第２項に 

おいて同じ。） 

(4) 地方独立行政法人（地方独立行政法人法第２１条第１号に掲げる業務 

を主たる目的とするもの又は同条第２号若しくは第３号（チに係る部分 

に限る。）に掲げる業務を目的とするものを除く。第１６条第２項第４ 

号、第６３条、第７８条第１項第７号イ及びロ、第８９条第７項から第 

９項まで、第１１９条第８項から第１０項まで並びに第１２５条第２項 

において同じ。） 

 

法別表第２（法第２条、第５８条関係） 

（略） 

 

 

【解説】 

本項は、法第５章が規定する個人情報等の取扱いに関する規律が適用される

行政機関等に当たるものについて、それぞれ定義するものである。 

「行政機関等」とは、次の機関及び法人をいい、これらの主体が行う個人情報

等の取扱いに対して法第５章の規律が適用される（※）。 

① 行政機関 

② 地方公共団体の機関 

③ 独立行政法人等 

④ 地方独立行政法人（地方独立行政法人法第２１条第１号に掲げる業務（試

験研究等）を主たる目的とするもの又は同条第２号（大学等の設置及び管理）

若しくは第３号チ（病院事業の経営）に掲げる業務を目的とするものを除く。） 
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  ※ 法では、「行政機関等」とは別に、法第５章第２節の個人情報等の取扱

いに関する義務の対象や開示等の実施を行う主体として、「行政機関の長

等」という規定を設けている。（法第６３条） 

    詳細は、事務対応ガイド３-１-２（行政機関の長等）を参照のこと。 

 

１ 「地方公共団体の機関」には、知事、市区町村長、教育委員会、公安委員

会、選挙管理委員会、監査委員等の執行機関のほか、公営企業管理者（病院

事業管理者を含む。）、警察本部長及び消防長等がそれぞれ該当する（※）。 

「地方公共団体」には、普通地方公共団体のみではなく、一部事務組合や

広域連合、財産区等の特別地方公共団体も含まれる。 

 

※ 公営企業管理者、警察本部長及び消防長については、執行機関の一定

の指揮監督を受け、又は管理に服するものであるが、事務の執行権や下

位組織の指揮監督権を有する性格から、「地方公共団体の機関」に該当す

る。 

また、附属機関（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条

の４第３項）、支所及び地方事務所（同法第１５５条第１項）等について

は、当該附属機関が置かれる執行機関や長等が「地方公共団体の機関」

となる。 

 

地方公共団体の議会については、国会や裁判所が法による個人情報の取扱

いに係る規律の対象となっていないこととの整合を図るため、基本的に地方

公共団体の機関から除外されている（法第２条第１１項第２号）。 

なお、福岡県議会においては、福岡県議会が保有する個人情報の保護に関

する条例（令和５年福岡県条例第１号）が制定されている。 

  ただし、次の規定においては、「地方公共団体の機関」に福岡県議会が含

まれる。 

・ 国及び地方公共団体の責務等を定める規定（法第２章） 

・ 個人情報の保護に関する施策等を定める規定（法第３章） 

・ 行政機関等が利用目的以外の目的のために保有個人情報を提供すること 

ができる事由として地方公共団体の機関に提供する場合について定める規 

定（法第６９条第２項第３号） 

 

２ 「地方独立行政法人」とは、地方独立行政法人法第２条第１項に規定する地

方独立行政法人をいう。（法第２条第１０項） 

（参考） 
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地方独立行政法人法第２条（第１項） 

１ この法律において「地方独立行政法人」とは、住民の生活、地域社会

及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施

されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体と

なって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体にゆだねた場

合には必ずしも実施されないおそれがあるものと地方公共団体が認める

ものを効率的かつ効果的に行わせることを目的として、この法律の定め

るところにより地方公共団体が設立する法人をいう。 
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３-１-３ 実施機関（条例第２条第１項） 

条例第２条（第１項） 

１ この条例において「実施機関」とは、県の機関（知事、公営企業の管理

者、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安委員会、

警察本部長、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会及び内水面漁

場管理委員会をいう。）及び県が設立した地方独立行政法人（地方独立行

政法人法（平成１５年法律第１１８号）第２条第１項に規定する地方独立

行政法人をいう。以下同じ。）をいう。 

 

【解説】 

条例第２条第１項の規定は、この条例を実施する機関を定めたものである。 

この実施機関が個人情報を取り扱う事務を処理する基本的な組織の単位とな

る。 

 条例における実施機関は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）、地方営企

業法（昭和２７年法律第２９２号）、警察法（昭和２９年法律第１６２号）及び

地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号）により、独立した権限を行使

することができる機関の名称を掲げることによって定めており、各実施機関の

行政組織規則等により定められる本庁課室及び出先機関の全体を含む趣旨であ

る。 

 各実施機関は、この条例に基づく事務を自らの判断と責任において誠実に管

理し執行する義務を負うものである。 
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３-２ 法第５章の保護対象となる情報 

３-２-１ 個人情報（法第２条第１項） 

法第２条（第１項） 

１ この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であっ

て、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 

(1) 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等（文書、図画若し

くは電磁的記録（電磁的方式（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚

によっては認識することができない方式をいう。次項第２号において同

じ。）で作られる記録をいう。以下同じ。）に記載され、若しくは記録さ

れ、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項（個人識

別符号を除く。）をいう。以下同じ。）により特定の個人を識別すること

ができるもの（他の情報と容易に照合することができ、それにより特定

の個人を識別することができることとなるものを含む。） 

(2) 個人識別符号が含まれるもの 

 

【解説】 

「個人情報」とは、生存する「個人に関する情報」であって、「当該情報に含

まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができ

るもの（他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別す

ることができるものを含む。）」、又は「個人識別符号が含まれるもの」をいう。 

「個人に関する情報」とは、個人に関連する情報全般を意味する。したがって、

個人の属性、人格や私生活に関する情報に限らず、個人の知的創造物に関する情

報、組織体の構成員としての個人の活動に関する情報も含まれる。また、氏名、

住所、性別、生年月日、顔画像等個人を識別する情報に限られず、ある個人の身

体、財産、職種、肩書等の属性に関して、事実、判断、評価を表す全ての情報で

あり、評価情報、公刊物等によって公にされている情報や、映像、音声による情

報も含まれ、暗号化等によって秘匿化されているかどうかを問わない。 
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【個人情報に該当する事例】 

個人に関する情報の一部を例示すると、次のとおりである。 

生活、家庭、身分関係 住所、生年月日、電話番号、メールアドレス、年齢、 

性別、印影、家族構成、勤務先、出身地、学歴、職歴、 

結婚歴、会社における職位又は所属に関する情報 等 

内心の状況 思想、信教、信条、趣味 等 

心身の状況 体力、健康状況、身体的特徴、病歴のほか、肖像、声、 

筆跡等特定の個人を表象する記述 等 

社会経済活動 学歴、犯罪歴、職業、資格、所属団体、財産額、所得、 

振込口座番号、健康保険の資格確認書の記号番号 等 

その他 上記のほか、試験の受験番号や単独の役職名等特定の個人

にのみ付され、特定の個人を識別することができる記述、

その他他の情報と照合することにより特定の個人を識別で

きる情報 等 

 

１ 法人等及び外国人に関する情報 

法人等の団体は「個人」に該当しないため、法人等の団体そのものに関する

情報は「個人情報」に該当しない（ただし、役員、従業員等に関する情報は個

人情報に該当する。）。なお、「個人」は日本国民に限らず、外国人も含まれる。 

 

２ 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を 

識別することができるもの 

「特定の個人を識別することができる」とは、当該情報に係る個人が誰で

あるかを識別することができることをいう。「その他の記述等」とは、氏名及

び生年月日以外の記述又は個人別に付された番号その他の符号等をいい、映

像や音声も、それによって特定の個人を識別することができる限りにおいて

「その他の記述等」に含まれる。 

 

３ 「他の情報と容易に照合することができ」る場合 

「他の情報と容易に照合することができ」るとは、条例第２条第１項に定め

る実施機関（以下「実施機関」という。）の実態に即して個々の事例ごとに判

断されるべきであるが、通常の事務や業務における一般的な方法で、他の情

報と容易に照合することができる状態をいい、例えば、他の行政機関等や事

業者への照会を要する場合等であって照合が困難な状態は、一般に、容易に

照合することができない状態であると考えられる。 
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４ 死者に関する情報 

法は、個人情報の取扱いに関連する個人の権利利益を保護することを目的と

するものであり、本人関与等により権利利益の保護を求めることができるのは

生存する個人であることから、法における「個人情報」の範囲に死者に関する

情報は含まれていない。 

ただし、死者に関する情報であっても、当該情報が遺族等の生存する個人に

関する情報でもある場合（例えば、死者に関する情報である相続財産等に関す

る情報の中に遺族（相続人）の氏名の記載があるなど遺族を識別することがで

きる場合において、当該情報は、死者に関する情報であると同時に、遺族に関

する情報でもある。）には、生存する個人を本人とする個人情報として保護の

対象となる。 
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３-２-２ 個人識別符号（法第２条第２項） 

法第２条（第２項） 

２ この法律において「個人識別符号」とは、次の各号のいずれかに該当す

る文字、番号、記号その他の符号のうち、政令で定めるものをいう。 

(1) 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変 

換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別 

することができるもの 

(2) 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入

に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載

され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の

符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異

なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録され

ることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別

することができるもの 

 

政令第１条 

個人情報の保護に関する法律（以下「法」という。）第２条第２項の政令

で定める文字、番号、記号その他の符号は、次に掲げるものとする。 

(1) 次に掲げる身体の特徴のいずれかを電子計算機の用に供するために

変換した文字、番号、記号その他の符号であって、特定の個人を識別す

るに足りるものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に適合す

るもの 

イ 細胞から採取されたデオキシリボ核酸（別名 DNA）を構成する塩基

の配列 

ロ 顔の骨格及び皮膚の色並びに目、鼻、口その他の顔の部位の位置及

び形状によって定まる容貌 

ハ 虹彩の表面の起伏により形成される線状の模様 

ニ 発声の際の声帯の振動、声門の開閉並びに声道の形状及びその変化 

ホ 歩行の際の姿勢及び両腕の動作、歩幅その他の歩行の態様 

へ 手のひら又は手の甲若しくは指の皮下の静脈の分岐及び端点によっ

て定まるその静脈の形状 

ト 指紋又は掌紋 

(2) ～(10) （略） 

 

 

 



個人情報保護事務の手引（その１ 解釈・運用） 

 

12 

 

規則第２条 

個人情報の保護に関する法律施行令（以下「令」という。）第１条第１号

の個人情報保護委員会規則で定める基準は、特定の個人を識別することが

できる水準が確保されるよう、適切な範囲を適切な手法により電子計算機

の用に供するために変換することとする。 

 

規則第３条 

令第１条第８号の個人情報保護委員会規則で定める文字、番号、記号そ

の他の符号は、同号に規定する被保険者証の番号及び保険者番号とする。 

 

規則第４条 

令第１条第１０号の個人情報保護委員会規則で定める文字、番号、記号

その他の符号は、次に掲げるものとする。 

(1) ～(9) (略) 

 

【解説】 

 「個人識別符号」とは、当該情報単体から特定の個人を識別することができる

ものとして政令に定められた文字、番号、記号その他の符号をいい、これに該当

するものが含まれる情報は個人情報となる。 

「その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるよ

うに」とは、文字、番号、記号その他の符号が利用者等によって異なるようにす

ることをいう。 

 具体的な内容は、次のとおり、政令第１条及び規則第２条から第４条までに定

められている。 

 

１ 「次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、政

令で定めるもの」 

政令第１条第１号においては、同号イからトまでに掲げる身体の特徴のい

ずれかを電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の

符号のうち、「特定の個人を識別するに足りるものとして個人情報保護委員会

規則で定める基準に適合するもの」が個人識別符号に該当するとされている。

当該基準は規則第２条において定められているところ、この基準に適合し、

個人識別符号に該当することとなるものは次のとおりである。 

 

(1) 細胞から採取されたデオキシリボ核酸（別名 DNA）を構成する塩基の配列 

(2) 顔の骨格及び皮膚の色並びに目、鼻、口その他の顔の部位の位置及び形状 
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によって定まる容貌 

(3) 虹彩の表面の起伏により形成される線状の模様 

(4) 発声の際の声帯の振動、声門の開閉並びに声道の形状及びその変化によ 

って定まる声の質 

(5) 歩行の際の姿勢及び両腕の動作、歩幅その他の歩行の態様 

(6) 手のひら又は手の甲若しくは指の皮下の静脈の分岐及び端点によって定 

まるその静脈の形状 

(7) 指紋又は掌紋 

(8) 政令第１条第１号イからトまでに掲げるものから抽出した特徴情報を、 

組み合わせ、本人を認証することを目的とした装置やソフトウェアにより、 

本人を認証することができるようにしたもの 

（詳細は、事務対応ガイド３-２-２（個人識別符号）参照のこと。） 
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３-２-３ 保有個人情報（法第６０条第１項） 

法第６０条（第１項） 

１ この章及び第８章において「保有個人情報」とは、行政機関等の職員（独

立行政法人等及び地方独立行政法人にあっては、その役員を含む。以下こ

の章及び第８章において同じ。）が職務上作成し、又は取得した個人情報

であって、当該行政機関等の職員が組織的に利用するものとして、当該行

政機関等が保有しているものをいう。ただし、行政文書（行政機関の保有

する情報の公開に関する法律（平成１１年法律第４２号。以下この章にお

いて「行政機関情報公開法」という。）第２条第２項に規定する行政文書を

いう。）、法人文書（独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（平

成１３年法律第１４０号。以下この章において「独立行政法人等情報公開

法」という。）第２条第２項に規定する法人文書（同項第４号に掲げるもの

を含む。）をいう。）又は地方公共団体等行政文書（地方公共団体の機関又

は地方独立行政法人の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び

電磁的記録であって、当該地方公共団体の機関又は地方独立行政法人の職

員が組織的に用いるものとして、当該地方公共団体の機関又は地方独立行

政法人が保有しているもの（行政機関情報公開法第２条第２項各号に掲げ

るものに相当するものとして政令で定めるものを除く。）をいう。）（以下

この章において「行政文書等」という。）に記録されているものに限る。 

 

政令第１６条 

 法第６０条第１項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 

(1) 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売す 

ることを目的として発行されるもの 

(2) 公文書館、研究所、博物館、美術館、図書館その他これらに類する施 

設として地方公共団体の長が指定する施設において歴史的若しくは文

化的な資料又は学術研究用の資料として次に掲げる方法により特別の

管理がされているもの 

イ 当該資料が専用の場所において適切に保存されていること。 

ロ 当該資料の目録が作成され、かつ、当該目録が一般の閲覧に供され 

ていること。 

ハ 次に掲げる場合を除き、一般の利用の制限が行われていないこと。 

① 当該資料に地方公共団体の情報公開条例に規定する不開示情報 

（行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成１１年法律第 

４２号）第５条に規定する不開示情報に相当するものをいう。）が記 

録されていると認められる場合に、当該資料（当該情報が記録され 
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ている部分に限る。）の一般の利用を制限すること。 

② 当該資料の全部又は一部を一定の期間公にしないことを条件に 

法人その他の団体（国又は独立行政法人等を除く。）又は個人から 

寄贈又は寄託を受けている場合に、当該期間が経過するまでの間、 

当該資料の全部又は一部の一般の利用を制限すること。 

③ 当該資料の原本を利用させることにより当該原本の破損若しく 

はその汚損を生ずるおそれがある場合又は当該資料を保有する施 

設において当該原本が現に使用されている場合に、当該原本の一般 

の利用の方法又は期間を制限すること。 

ニ 当該資料の利用の方法及び期間に関する定めがあり、かつ、当該定 

めが一般の閲覧に供されていること。 

ホ 当該資料に記録されている個人情報の漏えいの防止のために必要

な措置を講じていること。 

 

【解説】 

 「保有個人情報」とは、行政機関等の職員（地方独立行政法人にあっては、そ

の役員を含む。以下総称して「職員」という。）が職務上作成し、又は取得した

個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして、当該行政機関等が保有

しているもののうち、地方公共団体等行政文書に記録されているものをいう。 

 

１ 行政機関等の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該行

政機関等の職員が組織的に利用するものとして、当該行政機関等が保有して

いるもの 

「行政機関等の職員が職務上作成し、又は取得した」とは、職員が当該職員

に割り当てられた仕事を遂行する立場で、すなわち公的立場において作成し、

又は取得したことをいう。 

「組織的に利用する」とは、作成又は取得に関与した職員個人の段階のもの

ではなく、組織の業務上必要な情報として利用されることをいう。 

「行政機関等が保有している」とは、職務上作成し、又は取得した個人情報

について事実上支配している（当該個人情報の利用、提供、廃棄等の取扱いに

ついて判断する権限を有している）状態をいう。したがって、例えば、実施機

関が個人情報をクラウドサービス上で利用しており、物理的には当該個人情報

が当該クラウドサービスを提供する事業者の管理するサーバ上に保管されて

いる場合であっても、これに含まれ得る。 

  なお、保存年限が経過し廃棄可能になっていたとしても、物理的に文書を所

持していれば、「保有しているもの」に該当する。 
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  一方、一時的に文書を借用している場合や預かっている場合等、当該文書を

管理していると認められない場合には、保有しているとはいえない。 

 

２ 「地方公共団体等行政文書［中略］に記録されているものに限る」（法第 

６０条第１項ただし書） 

地方公共団体等行政文書（以下「公文書」という。）とは、実施機関の職員

が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、当該実

施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているものを

いう。 

個人情報には、紙等の媒体に記録されたものと、そうでないもの（口頭に

よるもの等）があるが、法の規律を安定的に運用するためには、個人情報が

記録されている媒体がある程度固定されている必要があり、文書、図画、電

磁的記録等何らかの媒体に記録されていることを前提としている。その上で、

法に基づく開示等請求に係る規律は、情報公開条例において本人開示が認め

られない点を補完する側面を有していることを踏まえ、情報公開条例との整

合性を確保する観点から、公文書に記録されているものに限ることとしてい

る。 

したがって、職員が単に記憶しているにすぎない個人情報は、保有個人情

報に該当しない。 

 

【保有個人情報に該当しない例】 

・ 職員が単独で作成し、又は取得した文書であって、専ら自己の職務遂行

の便宜のためにのみ利用し、組織としての利用を予定していないもの（個

人のノート・手帳・メモ類、自己研鑚のための研究資料、備忘録等） 

・ 職員が自己の職務の遂行の便宜のために利用する正式文書と重複する当

該文書の写し 

・ 職員の個人的な検討段階に留まるもの（決裁文書の起案前の検討段階の

文書等。なお、原案の検討過程の文書であっても、組織において業務上必

要なものとして保存されているものは除く。） 

 

３ 「（行政機関情報公開法第２条第２項各号に掲げるものに相当するものとし

て政令で定めるものを除く。）」 

行政機関情報公開法第２条第２項各号に掲げるものに相当するものとして

政令で定めるものについては、公文書から除くこととしており、具体的には

政令第１６条において、行政機関情報公開法において「行政文書」の対象か

ら除外されている事項を参考に、次のとおり規定している。 
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(1) 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売するこ 

とを目的として発行されるもの 

(2) 公文書館、研究所、博物館、美術館、図書館その他これらに類する施設と

して地方公共団体の長が指定する施設において歴史的若しくは文化的な資

料又は学術研究用の資料として次に掲げる方法により特別の管理がされて

いるもの 

ア 当該資料が専用の場所において適切に保存されていること。 

イ 当該資料の目録が作成され、かつ、当該目録が一般の閲覧に供されてい 

ること。 

ウ 次に掲げる場合を除き、一般の利用の制限が行われていないこと。 

(ｱ) 当該資料に地方公共団体の情報公開条例に規定する不開示情報（行 

政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成１１年法律第４２号）

第５条に規定する不開示情報に相当するものをいう。）が記録されてい

ると認められる場合に、当該資料（当該情報が記録されている部分に

限る。）の一般の利用を制限すること。 

(ｲ) 当該資料の全部又は一部を一定の期間公にしないことを条件に法人 

その他の団体（国又は独立行政法人等を除く。）又は個人から寄贈又は

寄託を受けている場合に、当該期間が経過するまでの間、当該資料の

全部又は一部の一般の利用を制限すること。 

(ｳ) 当該資料の原本を利用させることにより当該原本の破損若しくはそ 

の汚損を生ずるおそれがある場合又は当該資料を保有する施設におい

て当該原本が現に使用されている場合に、当該原本の一般の利用の方

法又は期間を制限すること。 

エ 当該資料の利用の方法及び期間に関する定めがあり、かつ、当該定めが 

一般の閲覧に供されていること。 

オ 当該資料に記録されている個人情報の漏えいの防止のために必要な措 

置を講じていること。 

 

４ 保有個人情報の範囲の特定 

  開示等の場面において、どこまでが開示等請求者に関する保有個人情報と

なるのかは、形式的には決め難い。とりわけ公文書に散在的に記録されている

個人情報（以下「散在情報」という。）の場合は、実務上問題となる。 

そこで、法では、開示請求を行う者は、開示請求に係る保有個人情報を特定

するに足りる事項を開示請求書に記載することとしており（法第７７条第１項

第２号）、また、実施機関は、補正の参考となる情報を提供するよう努めるこ
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ととしている（同条第３項）。このような請求手続の過程において、対象とな

る保有個人情報の範囲を特定することが必要である。 

 

【運用】 

１ 「職員が組織的に利用するものとして、当該行政機関等が保有しているもの」

の範囲 

(1) 作成した文書 

職務上の内部検討に付された時点以降のものであって、当該組織におい

て利用可能な状態で保管、保存されているものをいう。具体的には、次の

ア及びイの両方の要件を満たすものが「職員が組織的に利用するものとし

て、当該行政機関等（実施機関）が保有しているもの」に該当する。 

ア 職務上の内部検討に付された時点以降のもの 

(ｱ) 「職務上の内部検討」とは、所属長（文書管理規程第２条第７号に  

規定する「所属長」をいう。以下同じ。）を含めた複数の職員によって

行われる意思形成のための内部検討をいう。 

(ｲ) 起案文書については、事案の決裁権者の指示により作成されるもの

であるため、起案者により作成され、決裁のための回議に付された時

点で、「職務上の内部検討」に付されたものとみなす。 

イ 組織において利用可能な状態で保管、保存されているもの 

    「組織において利用可能な状態で保管、保存されているもの」とは、文

書管理規程等の規定に基づき、組織として用いるものとして、保管、保存

されているものをいう。 

    なお、決裁のための回議途中にある起案文書は、「組織において利用可

能な状態で保管、保存されているもの」に該当する。 

 

【具体例】 

    (ｱ) 決裁又は回覧の手続が終了した文書 

    (ｲ) 決裁又は回覧の手続のための回議途中にある文書 

    (ｳ) 意思形成のために所属長を含めた複数の職員によって行われる内 

部検討に付された段階の資料等 

(ｴ) 庁議、次長会議、部内課長会議その他複数の課室以上の組織をまた 

がる会議等に提出された資料 

    (ｵ) 説明会、対外的打合せ等の資料 

    (ｶ) 審議会、審査会、懇話会等の資料 
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(2) 取得した文書 

実施機関の職員が受領した時点以降のものであって、当該組織において

利用可能な状態で保管、保存されているものをいう。具体的には、次のア及

びイの両方の要件を満たすものが「職員が組織的に用いるものとして、実施

機関が管理しているもの」に該当する。 

ア 受領した時点以降のもの 

     組織として受領した時点以降のもの 

  イ 組織において利用可能な状態で保管・保存されているもの 

    前述の（1）ｲに同じ。 

 

   【具体例】 

    (ｱ）決裁又は回覧の手続が終了した文書 

    （ｲ）決裁又は回覧の手続のための回議途中にある文書 

(ｳ）庁議、次長会議、部内課長会議その他複数の課室以上の組織をまた 

がる会議等で受領した資料 

    （ｴ）各種申請書、請求書、届出書、報告書等 

    （ｵ）委託契約等の成果物 

 

２ 電磁的記録の取扱い 

電磁的記録の「職員が組織的に用いるものとして、実施機関が管理している

もの」の範囲についても、前述の１(1)及び(2)と同様の考え方とする。 

なお、全庁ファイル共有システムに保存されているデータや汎用コンピュー

ター、パーソナルコンピューター等により処理されている業務用システムのデ

ータ等については、一般に、所属において業務上必要なものとして組織的に利

用・管理されていると認められるので、原則として「職員が組織的に用いるも

のとして、実施機関が保有しているもの」に該当する。 

 

【「職員が組織的に用いるものとして、実施機関が管理しているもの」の具体例】 

  ・統計処理等数的処理のために利用しているデータ 

・台帳等のデータベース 

  



個人情報保護事務の手引（その１ 解釈・運用） 

 

20 

 

３-２-４ 個人情報ファイル（法第６０条第２項） 

法第６０条（第２項） 

２ この章及び第８章において「個人情報ファイル」とは、保有個人情報を

含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。 

（1）一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算

機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの 

（2）前号に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、

生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索す

ることができるように体系的に構成したもの 

 

【解説】 

 「個人情報ファイル」とは、保有個人情報を含む情報の集合体であって、①一

定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検

索することができるように体系的に構成したもの（電子計算機処理に係る個人

情報ファイル）又は②一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その

他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体

系的に構成したもの（マニュアル（手作業）処理に係る個人情報ファイル）をい

う。 

 

１ 「一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を

用いて検索することができるように体系的に構成したもの」（法第６０条第２

項第１号） 

  本号は、電子計算機処理に係る個人情報ファイルについて規定するもので

ある。 

  「一定の事務」とは、個人情報ファイルを保有する行政機関等（法第５８条

第 1項各号に掲げる者を含む。以下３-２-４（個人情報ファイル）において同

じ。）の所掌事務又は業務の一部又は全部であって、その個人情報ファイルの

作成目的となる特定の事務又は業務をいう。 

  「体系的に構成したもの」とは、一定の基準に基づいて個人情報が集められ

たものである。例えば、一つの業務あるいは業務内のある機能専用として完結

したものであって、ファイルの使用目的のために、記録項目の内容、配列等が

体系的に整備されている個人情報からなる集合物をいう。また、そのような集

合物が複合されたものであって、多目的のファイルとして管理し、複数業務に

利用するため、個々の集合物が一体的にあるいは相互に関連して利用される

ことにより全体として多様な事務に用いられるものも含む。 
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２ 「前号に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年

月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することがで

きるように体系的に構成したもの」（法第６０条第２項第２号） 

 本号は、マニュアル（手作業）処理に係る個人情報ファイルについて規定す

るものである。 

 「特定の保有個人情報を容易に検索することができる」とは、探そうとする

特定の個人の情報が直ちに検索することができるもの、例えば、人名が容易に

検索することができるように五十音順に配列されているもの（診療録、学籍簿

等）が想定される。 
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３-２-５ 要配慮個人情報（法第２条第３項） 

法第２条（第３項） 

３ この法律において「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的

身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する

不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮

を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報をいう。 

 

政令第２条 

法第２条第３項の政令で定める記述等は、次に掲げる事項のいずれかを

内容とする記述等（本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。）と

する。 

(1) 身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他の個人情報 

保護委員会規則で定める心身の機能の障害があること。 

(2) 本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者（次号にお 

いて「医師等」という。）により行われた疾病の予防及び早期発見のため

の健康診断その他の検査（同号において「健康診断等」という。）の結果 

(3) 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理

由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又

は診療若しくは調剤が行われたこと。 

(4) 本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の

提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと。 

(5) 本人を少年法（昭和２３年法律第１６８号）第３条第１項に規定する

少年又はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分

その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。 

 

規則第５条 

令第２条第１号の個人情報保護委員会規則で定める心身の機能の障害

は、次に掲げる障害とする。 

(1) ～(4) （略） 

 

【解説】 

 「要配慮個人情報」とは、不当な差別や偏見その他の不利益が生じないように

その取扱いに特に配慮を要するものとして次の１から１１までの記述等が含ま

れる個人情報をいう。 

 なお、これらの情報を推知させる情報に過ぎないもの（例：宗教に関する書籍

の購買や貸出しに係る情報等）は、要配慮個人情報には含まない。 
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１ 人種 

  人種、世系又は民族的若しくは種族的出身を広く意味する。なお、単純な国

籍や「外国人」という情報は法的地位であり、それだけでは人種には含まない。

また、肌の色は、人種を推知させる情報にすぎないため、人種には含まない。 

 

２ 信条 

 個人の基本的なものの見方、考え方を意味し、思想と信仰の双方を含むもの

である。 

 

３ 社会的身分 

  ある個人にその境遇として固着していて、一生の間、自らの力によって容易

にそれから脱し得ないような地位を意味し、単なる職業的地位や学歴は含ま

ない。 

  被差別部落出身であることは、社会的身分に該当するが、同和地区の所在地

名を含む個人情報は、これに該当しないため、当該情報を条例要配慮個人情報

として規定している（３-２-６（条例要配慮個人情報）を参照のこと。）。 

 

４ 病歴 

  病気に罹患した経歴を意味するもので、特定の病歴を示した部分（例：特定

の個人ががんに罹患している、統合失調症を患っている等）が該当する。 

 

５ 犯罪の経歴 

  前科、すなわち有罪の判決を受けこれが確定した事実が該当する。 

 

６ 犯罪により害を被った事実 

  身体的被害、精神的被害及び金銭的被害の別を問わず、犯罪の被害を受けた

事実を意味する。具体的には、刑罰法令に規定される構成要件に該当し得る行

為のうち、刑事事件に関する手続に着手されたものが該当する。 

 

７ 身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他の規則で定める

心身の機能の障害があること 

次の(1)から(4)までの情報をいう。この他、当該障害があること又は過去に

あったことを特定させる情報（例：障害者の日常生活及び社会生活を総合的に

支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）に基づく障害福祉サービス

を受けていること又は過去に受けていたこと。）も該当する。 
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(1) 「身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）別表に掲げる身体上の 

障害」があることを特定させる情報 

(2) 「知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）にいう知的障害」がある 

ことを特定させる情報 

(3) 「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３ 

号）にいう精神障害（発達障害者支援法（平成１６年法律第１６７号）第２ 

条第１項に規定する発達障害を含み、知的障害者福祉法にいう知的障害を 

除く。）」があることを特定させる情報 

(4)「治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日 

常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第４条第１項の政令で 

定めるものによる障害の程度が同項の主務大臣が定める程度であるもの」 

があることを特定させる情報 

 

８ 本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者（以下「医師等」

という。）により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の

検査（以下「健康診断等」という。）の結果 

 

９ 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由と

して、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若

しくは調剤が行われたこと 

 

１０ 本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起

その他の刑事事件に関する手続が行われたこと（犯罪の経歴を除く。） 

 

１１ 本人を少年法（昭和２３年法律第１６８号）第３条第１項に規定する少年

又はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の

少年の保護事件に関する手続が行われたこと 

 

（７～１１の詳細は、事務対応ガイド３-２-５（要配慮個人情報）を参照のこと） 

 

【運用】 

 保有個人情報の中には、法第２条第３項に該当する情報のほかにも、労働組合

の加入状況等、取扱いに当たっては特に注意を要する情報が多く存在する。これ

らの情報については、直接同項には該当しないものの、取扱いに当たっては、同

項の規定に該当する情報に準じて慎重に行う必要がある。  
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３-２-６ 条例要配慮個人情報（法第６０条第５項、条例第３条） 

法第６０条（第５項） 

５ この章において「条例要配慮個人情報」とは、地方公共団体の機関又は

地方独立行政法人が保有する個人情報（要配慮個人情報を除く。）のう

ち、地域の特性その他の事情に応じて、本人に対する不当な差別、偏見そ

の他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして

地方公共団体が条例で定める記述等が含まれる個人情報をいう。 

 

条例第３条 

  法第６０条第５項の条例で定める記述等は、福岡県部落差別の解消の推

進に関する条例（平成３１年福岡県条例第６号）第８条に規定する同和地

区の所在地を含む記述等とする。 

 

【解説】 

 条例要配慮個人情報とは、実施機関が保有する個人情報（要配慮個人情報を

除く。）のうち、地域の特性その他の事情に応じて、本人に対する不当な差

別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要する記述

等として条例で定める記述等が含まれる個人情報をいう。 

 

【運用】 

国は、「同和地区の所在地名」の記述が含まれる個人情報については、法第

２条第３項に規定する要配慮個人情報の「社会的身分」には該当しないとして

いる。県では、旧条例において「同和地区の所在地名」についても、「社会的

差別の原因となる社会的身分」に含まれるものとして取り扱ってきたことか

ら、従来の取組を継続させるため、他の都道府県に先駆けて条例要配慮個人情

報として規定を設けたものである。 

なお、例えば同和地区の出身者であるという事実に関する情報が含まれる場

合は、法第２条第３項に規定する「社会的身分」に該当し、要配慮個人情報と

して取り扱われることとなる。 

 条例要配慮個人情報に該当するか否かは、「同和地区の所在地名」を含む記述

の内容や当該事業の性質等を踏まえ、個別具体的に判断する。 
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３-３ その他（法令） 

【解説】 

 行政機関等の義務等を定める法第５章においては、特に定めがある場合を除

いて、「法令」に条例が含まれない。ただし、「法令」に条例が含まれないことと

されている場合においても、「法令」の委任に基づき定められた条例については、

「法令」に含まれる。 

 

【法令の委任に基づく規定の例】 

事例）災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第４９条の１１第２項の

規定に基づき定められた条例の規定 

 

以下の規定においては、「法令」に条例及びこれに基づく規則等が含まれる。 

① 個人情報の保有を法令の定める所掌事務又は業務を遂行するために必要

な場合に限り認める規定（法第６１条第１項） 

② 行政機関等の安全管理措置義務が準用される場合として、一定の者が行

う一定の業務を定める規定（法第６６条第２項第３号及び第４号） 

③ 行政機関等が法令の定める所掌事務又は業務の遂行に必要な限度で保有

個人情報を内部で利用する場合又は保有個人情報の提供を受ける一定の

者が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人

情報を利用する場合であって、かつ、それぞれ相当の理由があるとき

に、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用又は提供でき

ることを定める規定（法第６９条第２項第２号及び第３号） 

④ 開示等に係る規律（法第５章第４節）において、開示義務が及ばない不

開示情報から除かれる法令の規定等により開示請求者が知ることができ

る情報等を定める規定（法第７８条第１項第２号イ）、開示の実施並びに

訂正及び利用停止請求が行われる際に、他の法令の規定に特に定めがあ

る場合の調整規定（法第８８条、第９０条第１項、第９８条第１項） 
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４ 個人情報等の取扱い 

 

４-１ 保有に関する制限（法第６１条） 

法第６１条 

１ 行政機関等は、個人情報を保有するに当たっては、法令（条例を含む。

第６６条第２項第３号及び第４号、第６９条第２項第２号及び第３号並び

に第４節において同じ。）の定める所掌事務又は業務を遂行するため必要

な場合に限り、かつ、その利用目的をできる限り特定しなければならない。 

２ 行政機関等は、前項の規定により特定された利用目的の達成に必要な範

囲を超えて、個人情報を保有してはならない。 

 

【解説】 

行政機関等においては、行政サービスの提供等のために個人情報を保有する

必要がある一方で、不必要な個人情報の保有は、安全管理上問題であるのみなら

ず、場合によっては誤った利用等がなされるおそれもある。 

そのため、法においては、行政機関等が個人情報を保有することができる場合

について規定するとともに、個人情報を保有するときは利用目的を特定するこ

とを求めている。 

 

１ 「個人情報を保有する」（法第６１条第１項） 

個人情報の保有の定義については、３-２-３（保有個人情報）を参照のこと。 

 

２ 「法令（条例を含む。（略））の定める所掌事務又は業務を遂行するため必要

な場合に限り」（法第６１条第１項） 

「法令の定める所掌事務又は業務を遂行するため必要な場合に限り」とは、

個人情報の保有が、これらの所掌事務又は業務のうち、当該個人情報を保有

することによって遂行しようとする具体的な事務又は業務の遂行に必要な場

合に限り許容されることを意味する。 

事務又は業務については、行政機関等が事実上行っているというだけでは

なく、法令上の根拠が必要であり、「所掌事務」又は「権限」等を定める条文

上で規定されている事務又は業務のほか、地方自治法第２条第２項に規定す

る「地域における事務」もこれに含まれる（※）。 

なお、所掌事務又は業務の根拠となる同行の「法令」には、条例が含まれ

るほか、条例に基づく規則等の地方公共団体が定める法規が含まれる。 
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※ 地方自治法以外にも、地方公共団体の機関の職務権限については地方 

教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）、警

察法（昭和２９年法律第１６２号）、地方公営企業法（昭和２７年法律第

２９２号）等の各法律に規定されている。 

 

３ 「その利用目的をできる限り特定しなければならない」（法第６１条第１項） 

個人情報が無限定に取り扱われ、個人が不測の権利利益侵害を被ることを未

然に防止するためには、まず、個人情報の利用目的が明確にされ、以後、その

利用目的に沿って適切に取り扱われることが必要である。 

「利用目的」は、保有から利用及び提供に至る個人情報の取扱いの範囲に係

る重要な要素である。 

「その利用目的をできる限り特定」するとは、個人情報がどのような事務又

は業務の用に供され、どのような目的に使われるかをできるだけ具体的、個別

的に特定することを求める趣旨であり、利用目的の特定の程度を実施機関の恣

意的判断に委ねるものではない。 

また、利用目的は、具体的な利用行為が当該利用目的の範囲内であるか否か、

合理的かつ明確に判断できるものでなければならない（※）。 

なお、特定した利用目的については、保有個人情報の開示を行う場合に開示

請求者に対して通知しなければならないことから（法第８２条第１項）、実施

機関内部において適切に整理・管理する必要がある。 

本県では、条例第４条の第１項の規定により、個人情報を取り扱う事務であ

って、法第６０条第２項に規定する個人情報ファイルを保有するものについて

は、個人情報取扱事務登録簿の作成を義務付けており、当該事務における個人

情報の利用目的を明らかにしている。 

 

 ※ 実施機関が特定の申請や届出等の事務処理を行う場合、申請や届出を行

う本人は、当該事務や申請書等の内容から、実施機関がどのような利用目的

で、どのような情報を使用するものであるか判断できると考えられる。 

   他方、アンケート調査等に回答する場合等のように、本人が、調査対象者

の選定基準や多岐にわたる質問・収集項目等から、実施機関がどのような利

用目的で、どのような情報を使用するものであるか容易に認識できないこ

ともあり、県民に無用な不安を与えることにもなりかねない。 

こうしたことから、このようなアンケート調査等の実施に当たっては、回

答者である県民が事務の目的を正確に把握できるよう調査票等の作成や調

査方法等に留意する必要がある。 
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４ 「特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有しては

ならない」（法第６１条第２項） 

利用目的の達成に不必要な個人情報の保有は、安全管理上問題であるのみな

らず、場合によっては誤った利用等がなされるおそれもある。したがって、個

人の権利利益を保護する観点から、個人情報が保有される個人の範囲及び個人

情報の内容は、利用目的に照らして必要最小限のものとする必要がある。 
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４-２ 取得及び利用の際の遵守事項 

４-２-１ 利用目的の変更（法第６１条第３項） 

法第６１条（第３項） 

３ 行政機関等は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当

の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。 

 

【解説】 

新たな行政サービスの展開に対応する必要性等から、利用目的を変更せざる

を得ない場合が生じることは一般に想定し得るところであり、実施機関の事務

及び事業の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護するという

法の目的に照らせば、利用目的に一定の柔軟性を持たせることが適当である。 

 しかしながら、いったん特定された利用目的が無限定に変更されることにな

れば、利用目的を特定した実質的意味は失われることから、本項では、変更前の

利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲に限り、利用目的

を変更することができる。 

 

１ 「相当の関連性を有する」 

「相当の関連性を有する」とは、当初の利用目的からみて、変更後の利用目

的を想定することが困難でない程度の関連性を有することをいう。 

 

２ 「合理的に認められる」 

「合理的に認められる」とは、社会通念上妥当であると客観的に認識される

との趣旨であり、実施機関の恣意的な判断による変更を認めるものではない。 

例えば、許認可の審査のために提出された申請書を当該許認可に係る統計作

成の目的で利用する場合には、「相当の関連性を有すると合理的に認められる

範囲」に該当する。 

 

３ 利用目的以外の目的のための利用及び提供の制限との関係 

利用目的以外の目的のための利用及び提供が恒常的に行われる場合は、本項

に基づく利用目的の変更に該当し、臨時的に行われる場合は、法第６９条第２

項の規定に基づく利用目的以外の目的のための利用及び提供に該当する。 

なお、利用目的以外の目的のための利用及び提供を恒常的に行うことを個人

情報の取得前から予定している場合は、そのような利用及び提供が可能となる

ように利用目的を設定しておく必要がある。 
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４-２-２ 本人から書面により取得する際の利用目的の明示（法第６２条） 

法第６２条 

行政機関等は、本人から直接書面（電磁的記録を含む。）に記録された当

該本人の個人情報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、

本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。 

(1) 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。 

(2) 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、

財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。 

(3) 利用目的を本人に明示することにより、国の機関、独立行政法人等、

地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業の適正な遂行

に支障を及ぼすおそれがあるとき。 

(4) 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。 

 

【解説】 

１ 利用目的の明示 

実施機関は、本人から直接書面（電磁的記録を含む。）に記録された当該本

人の個人情報を取得するときは、法第６２条各号に掲げる場合を除き、あらか

じめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。 

(1) 「本人から直接書面（電磁的記録を含む。）に記録された当該本人の個人

情報を取得するとき」 

法が定める個人情報の取扱い等に係る規律は、公文書に記録されている

ことを前提とする保有個人情報に対して課せられているところである。 

申請書やアンケート調査票等、本人が実施機関等の求めに沿う形で書面

に記載等することで提出するものは、その多くが保有個人情報として保有

され、その後の当該実施機関における事務や事業の運営の基礎資料として

利用されることになると考えられることから、本人から直接書面に記載さ

れた当該本人の個人情報を取得する場合（※）は、特に利用目的を明示す

ることを定めたものである。 

なお、「電磁的記録を含む」こととしたのは、行政のデジタル化に伴い、

オンラインによる申請等も一般化しつつあることから、このような方法を

介して取得する場合も含む趣旨である。 

 

  ※ 「直接」とは、本人と実施機関が直接的な応対関係にあることを示し、

窓口等で対面している場合が一般的である。 
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    「書面」には電磁的記録も含むため、電磁的記録媒体に記録された個人

情報を本人から収集する場合もこれに該当するほか、郵送又は電子申請

等により書面等を収受する場合を含むものである。 

 

(2) 「あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない」 

利用目的の明示の方法としては、申請書等の様式にあらかじめ記載して

おくなどの方法のほか、窓口における掲示や口頭による方法も考えられる

が、本人が利用目的を認識することができるよう、適切な方法により行う

ことが必要である（※）。 

他方、実施機関に対して一方的に個人情報をその内容に含む書面が送り

つけられてきたような場合には、そもそも「あらかじめ」利用目的を明示

することが不可能であり、そのような場合についてまで「あらかじめ」利

用目的を明示しなければならない義務を課すものではない。 

 

※ ホームページ等であらかじめ必要な情報を掲載しておく場合には、

本人が申請書類等を送信する前にその利用目的が本人の目に留まるよ

うに掲載することが望ましい。 

 

２ 利用目的の明示の適用除外 

利用目的を明示することにより、他の権利利益を損なうおそれがある場合等、

利用目的の明示を義務付けることが適当でない場合や、利用目的が明らかであ

る場合にまで、一律にあらかじめ利用目的を明示することは合理的ではない。 

そのため、法第６２条第１号から第４号までは、これらの適用除外について

定めている。 

(1) 「人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき」（同条

第１号） 

   本人又は第三者の生命、身体又は財産を保護するための個人情報の取得

であって、利用目的を明示する時間的猶予がない場合に、適用を除外したも

のである。 

(2) 「利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、

財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき」（同条第２号） 

  利用目的を明示することにより、本人又は第三者の不利益になる場合や、

結果として本人又は第三者に損害を与えるおそれがある場合にまで利用目

的を明示する義務を課すことは適当でないことから、適用を除外したもので

ある。 
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(3) 「利用目的を本人に明示することにより、国の機関、独立行政法人等、地

方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業の適正な遂行に支障

を及ぼすおそれがあるとき」（同条第３号） 

  実施機関の事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある場合

には、公共の利益が損なわれるおそれがあり、このような場合にまで利用目

的を明示する義務を課すことは適当でないことから、適用除外としたもので

ある。 

実施機関が行う事務又は事業の内容は多様であるため、「事務又は事業の

適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」があるかどうかについて一般的な基準を

定めることは困難であり、社会通念により個別具体的に判断せざるを得ない

が、例えば、利用目的を明示することにより、以後の個人情報の収集が困難

になる場合、被疑者の逃亡、証拠隠滅につながる場合、適正な判断・評価に

支障を及ぼす場合等は、これに該当すると考えられる。 

(4) 「取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき」（同条

第４号） 

個人情報が取得される状況からみて利用目的が明らかである場合（※）は、

本人が利用目的を確認するための措置をあえて講ずる必要性が認められな

いと考えられることから、適用除外とされている。 

例えば、特定の許認可申請を行うため本人が自己の個人情報を記載した申

請書を実施機関に提出する場合であって、実施機関が当該許認可申請の事務

処理のみに当該個人情報を利用する場合等が考えられる。 

 

  ※ 利用目的を明示しなくても、個人情報を収集する状況からみて目的が

明らかである場合にまで重ねて目的を明示する必要性は認められないこ

とから、このような場合は適用除外とされている。 

「取得の状況からみて利用目的が明らか」とは、客観的にみて明らか

であることが必要であり、書面に記入する者にたまたま知識があり、目的

を認識し得たとしても、このような場合まで適用除外とするものではな

い。 

具体的に目的が明らかである場合としては、特定に認可申請を行うた

め、本人が自己の個人情報を記載した申請書を実施機関に提出する場合

等が考えられる。 

ただし、そのような場合であっても実施機関が当該認可申請書の事務処理のみ

に当該保有個人情報を利用することが前提であり、それを超えた取扱いを予定

している場合は、それ自体が客観的に明らかとはいえないので、目的を明示す

る義務があると考えられる。 
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４-２-３ 不適正な利用・取得の禁止（法第６３条及び第６４条） 

４-２-３-１ 不適正な利用の禁止（法第６３条） 

法第６３条 

行政機関の長（第２条第８項第４号及び第５号の政令で定める機関にあ

っては、その機関ごとに政令で定める者をいう。以下この章及び第１７４

条において同じ。）、地方公共団体の機関、独立行政法人等及び地方独立行

政法人（以下この章及び次章において「行政機関の長等」という。）は、違

法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情

報を利用してはならない。 

 

【解説】 

実施機関は、個人情報の適正な取扱いに対する国民（県民）等の信頼確保の

観点から、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法によ

り個人情報を利用してはならない。 

 

１ 「違法又は不当な行為」 

  「違法又は不当な行為」とは、法又はその他の法令に違反する行為や、直ち

に違法とはいえないものの、法又はその他の法令の制度趣旨若しくは公序良

俗に反する行為等、社会通念上適正とは認められない行為をいう。 

  具体例としては、正当な理由なく本人に対する違法な差別的取扱いを行う

ために個人情報を利用する場合等が考えられる。 

 

２ 「おそれ」の有無 

  「おそれ」の有無は、実施機関による個人情報の利用が、違法又は不当な行

為を助長し、又は誘発することについて、社会通念上蓋然性が認められるか否

かにより判断される。 

この判断に当たっては、個人情報の利用方法等の客観的な事情に加えて、個

人情報の利用時点における実施機関の認識及び予見可能性も踏まえる必要が

ある。例えば、実施機関が第三者に個人情報を提供した場合において、当該第

三者が当該個人情報を違法な行為に用いた場合であっても、当該第三者が取得

目的を偽っていた等、当該個人情報の提供の時点において、一般的な注意力を

もってしても違法に利用されることを予見することができない状況であった

場合には、「おそれ」は認められないと解される。 
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４-２-３-２ 不適正な取得の禁止（法第６４条） 

法第６４条 

行政機関の長等は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得しては

ならない。 

 

【解説】 

実施機関は、個人情報の適正な取扱いに対する国民（県民）等の信頼確保の観

点から、個人情報を適正に取得しなければならない。 

不正の手段により個人情報を取得する具体例としては、行政サービスの見返

りとして本来は提供する必要のない個人情報を提供するよう強要し、これを取

得する場合等が考えられる。 

 なお、例えば、個人情報を含む情報がインターネット等により公にされている

場合であって、単にこれを閲覧するにすぎず、転記等を行わない場合は、個人情

報を取得しているとは解されない。 
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４-２-４ 正確性の確保（法第６５条） 

法第６５条 

行政機関の長等は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が

過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。 

 

【解説】 

実施機関は、保有個人情報の正確性を確保する措置を講ずるよう努めなけれ

ばならない。 

 

１ 「利用目的の達成に必要な範囲内で」 

個人情報は、その利用目的に沿って利用されるとともに、利用目的の達成に

必要のない個人情報は、法第６１条第２項で保有を制限されている。したがっ

て、利用目的の達成に必要な範囲で保有個人情報の正確性を確保することが求

められる。 

 

２ 「過去又は現在の事実と合致する」 

個人情報の保有に当たっては、その取得の時点で正確なものであることはも

ちろん、利用又は提供しようとする時点で正確であることが必要であるが、利

用目的によっては、例えば、①過去の一定時点の事実のみで足りる場合、②現

在の事実を必要とする場合、③過去の事実と現在の事実の両方を必要とする場

合があり得ることから、それぞれの利用目的に応じて必要な範囲内で正確性を

確保する（※）こととなる。 

なお、本条における正確性の確保の対象は「事実」にとどまり、評価・判断

の内容そのものには及ばない。ただし、本条の規定に基づき保有個人情報に記

録されている「事実」について訂正を行った結果として、「評価・判断の内容」

が変更されるといったことはあり得る。 

評価・判断の内容そのもの単体は「事実」に含まれないが、「個人Ａが○○

と評価・判断された」、「評価者Ｂが○○と評価・判断した」という情報は「事

実」に含まれる。 

 

 ※ 「正確性を確保する」ための措置としては、次のようなものが考えられる。 

  ・ 個人情報収集時における確認等の手続の整備 

  ・ 誤り等を発見した場合の訂正等の手続の整備 

  ・ 記録事項の更新手続きの整備 
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４-３ 安全管理措置等 

４-３-１ 安全管理措置（法第６６条） 

４-３-１-１ 行政機関の長等が講ずべき安全管理措置（法第６６条第１項） 

法第６６条（第１項） 

１ 行政機関の長等は、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他

の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければ

ならない。 

 

【解説】 

実施機関においては、その取り扱う保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損（以

下「漏えい等」という。（詳細は、４-４（漏えい等の報告等）参照のこと。）の

防止その他の保有個人情報の安全管理のため、必要かつ適切な措置（以下「安全

管理措置」という。）を講じなければならない。 

「その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置」には、実施

機関が取得し、又は取得しようとしている個人情報であって、保有個人情報とし

て取り扱われることが予定されているものの漏えい等を防止するために必要か

つ適切な措置も含まれる。 

安全管理のための措置を講じる対象は、実施機関については（個人情報ファイ

ル等ではなく）「保有個人情報」（公文書に記録された個人情報をいう。詳細は、

３-２-３（保有個人情報）参照のこと。）が対象とされており、散在情報も含め

て安全管理措置を講じる必要がある。 

とりわけ、大量の保有個人情報を取り扱う実施機関や、取り扱う保有個人情報

の性質等に照らして漏えい等が生じた場合に本人の権利利益が侵害される危険

が大きい実施機関においては、安全管理措置を確実に講じることが求められる。 

 

１ 「安全管理のために必要かつ適切な措置」 

「安全管理のために必要かつ適切な措置」には、組織的安全管理措置、人的

安全管理措置、物理的安全管理措置、技術的安全管理措置及び外的環境の把握

があり、それぞれ以下のようなものが挙げられる。 

また、保有個人情報の取扱いの委託に当たって、委託に関する契約条項の中

に再委託の際の条項等適切な安全管理のための条項を含めることや、委託先に

必要かつ適切な監督を行うことも必要な措置に含まれる（下記３参照）。 

 

【組織的安全管理措置】 

・ 組織体制の整備 

・ 個人情報の取扱いに係る規律に従った運用 
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・ 個人情報の取扱状況を確認する手段の整備 

・ 漏えい等の事案に対応する体制の整備 

・ 個人情報の取扱状況の把握及び安全管理措置の見直し 

 

【人的安全管理措置】 

・ 従事者の教育 

 

【物理的安全管理措置】 

・ 個人情報を取り扱う区域の管理 

・ 機器及び電子媒体等の盗難等の防止 

・ 電子媒体等を持ち運ぶ場合の漏えい等の防止 

・ 個人情報の削除及び機器、電子媒体等の廃棄 

 

【技術的安全管理措置】 

・ アクセス制御 

・ アクセス者の識別と認証 

・ 外部からの不正アクセス等の防止 

・ 情報システムの使用に伴う漏えい等の防止 

 

【外的環境の把握】 

・ 保有個人情報が取り扱われる外国の特定 

・ 外国の個人情報の保護に関する制度等の把握 

 

求められる安全管理措置の内容は、保有個人情報の漏えい等が生じた場合に

本人が被る権利利益の侵害の大きさを考慮し、事務又は業務の規模及び性質、

保有個人情報の取扱状況（取り扱う保有個人情報の性質及び量を含む。）、保有

個人情報を記録した媒体の性質等に起因するリスクに応じて、必要かつ適切な

内容としなければならない。 

具体的に講じなければならない安全管理措置については、知事が保有する個

人情報の適切な管理のための措置に関する規程（令和５年福岡県訓令第６号。

以下「訓令」という。）に基づき、実施することが求められる。 

 

２ サイバーセキュリティ対策との連携 

デジタル化が進む中、安全管理措置を適切に講じるためには、サイバーセキ

ュリティの確保も重要である。 
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サイバーセキュリティ対策を講ずるに当たっては、サイバーセキュリティ基

本法（平成２６年法律第１０４号）第２６条第１項第２号に掲げられたサイバ

ーセキュリティに関する対策の基準等を参考として、取り扱う保有個人情報の

性質等に照らして適正な水準を確保する必要がある。 

本県においては、福岡県情報処理規程（平成２４年福岡県訓令第１号）に基

づき、安全管理措置を講ずることが求められる。 

 

３ 委託先の監督 

実施機関が保有個人情報の取扱いを委託する場合は、実施機関として講ずべ

き安全管理措置として、上記サイバーセキュリティに関する対策の基準等を参

考に委託先によるアクセスを認める情報及び情報システムの範囲を判断する

基準（保存された情報等に対して国内法令のみが適用されること等）や委託先

の選定基準を整備する必要がある。 

また、委託先との契約において安全管理措置のために必要な条項（①委託先

における情報管理に関する条項、②再委託先の選定に関する条項、③委託先に

対する監査に関する条項等）を盛り込んだ上で、定期的な監査を行う等、委託

先に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。 

なお、委託元である実施機関が委託先に対して必要かつ適切な監督を行って

いない場合で、委託先（再委託先を含む。）が個人情報について不適切な取扱

いを行ったときは、委託元である実施機関による法違反と判断され、個人情報

保護委員会から、指導、助言、勧告等が行われることとなる。 

 

【委託先に対して必要かつ適切な監督を行っていない事例】 

・ 保有個人情報の安全管理措置の状況を契約締結時及びそれ以後も適時

把握せず、外部の事業者に委託した結果、委託先が保有個人情報を漏えい

した場合 

・ 保有個人情報の取扱いに関して必要な安全管理措置の内容を委託先に

指示しなかった結果、委託先が保有個人情報を漏えいした場合 

・ 契約の中に、委託元は委託先による再委託の実施状況を把握することが

盛り込まれているにもかかわらず、委託先に対して再委託に関する報告を

求めるなどの必要な措置を行わず、委託元の認知しない再委託が行われた

結果、当該再委託先において保有個人情報が滅失や毀損した場合 

・ 委託先が保有個人情報の処理を再委託している場合に、委託元において

再委託先の保有個人情報の取扱状況の確認を怠った結果、再委託先で保有

個人情報が滅失や毀損した場合 
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また、委託先が個人情報取扱事業者（法第１６条第２項）に該当する場合に

は、委託先において、個人データに関する安全管理措置を講ずべき義務（法第

２３条）も負うこととなるところ、実施機関は、委託先に対する必要かつ適切

な監督の一環として、法に従った個人データの適切な取扱いが確保されるよう

に、委託先に対して必要な助言や指導を行うことが考えられる。 

個人情報を取り扱う事務の委託等を行う際は、訓令及び知事が保有する個人

情報の適切な管理のための措置に関する規程の施行について（７広第２７７６

号県民情報広報課長通知。以下「課長通知」という。）を参照し、委託先に対

して適切な措置を講じるよう求めること。 

 

４ 「安全管理のために必要かつ適切な措置」 

(1) 保有個人情報の漏えい等事案発生時の措置 

  保有個人情報の漏えい等の事案の発生又は兆候を把握した場合、特定の職

員が法及び条例その他関連する規定の定めに違反している事実又は兆候を

把握した場合等、安全管理の上で問題となると思料する事案が発生した場合

には、訓令第５章の規定に従い必要な措置を講ずるものとする。 

（具体的な対応については、課長通知第３（安全確保上の問題への対応）

を参照のこと。） 

(2) 保有個人情報の廃棄（消去）について 

   実施機関が、所掌事務又は業務から判断して、個人情報を保有する必要が

なくなった場合、確実な方法により、かつ速やかに廃棄し、又は消去する必

要がある。 

   この場合において、「保存する必要がなくなった」とは、保存期間が定め

られている公文書に記録されているものについてはその保存期間が終了し

たこと、保存期間が定められていないものについては当該保有個人情報を

今後所掌事務又は業務の用に供する必要がなくなったことをいう。 

また、「確実に」とは、焼却、溶解、シュレッダーによる裁断、電磁的記録

の電磁的消去の方法等、他に漏えいしたり、登用されたりすることのないよ

う確実な方法によることを意味し、「消去」については、記録媒体に記録さ

れた情報を消して、何も記録していない状態にすることをいう。 

（具体的な対応については、訓令第１４条及び課長通知第２-５（第１４

条（廃棄等）関係）を参照のこと。） 
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４-３-１-２ 行政機関の長等の安全管理措置義務の準用（法第６６条第２項） 

法第６６条（第２項） 

２ 前項の規定は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める業務を行う場合

における個人情報の取扱いについて準用する。 

(1) 行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者 当該委託を受

けた業務 

(2) 指定管理者（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２

第３項に規定する指定管理者をいう。） 公の施設（同法第２４４条第１

項に規定する公の施設をいう。）の管理の業務 

(3) 第５８条第１項各号に掲げる者 法令に基づき行う業務であって政

令で定めるもの 

(4) 第５８条第２項各号に掲げる者 同項各号に定める業務のうち法令

に基づき行う業務であって政令で定めるもの 

(5) 前各号に掲げる者から当該各号に定める業務の委託（二以上の段階に

わたる委託を含む。）を受けた者 当該委託を受けた業務 

 

政令第１９条 

１ 法第６６条第２項第３号の政令で定める業務は、次に掲げる業務とす

る。 

(1）～ (8) （略） 

２ 法第６６条第２項第４号の政令で定める業務は、次に掲げる業務とす

る。 

(1）～ (2) （略） 

 

【解説】 

実施機関から個人情報の取扱いの委託を受けた者が当該委託を受けた業務を

行う場合等、法第６６条第２項各号に掲げられた者が当該各号に掲げられた業

務を行う場合については、実施機関と同様の安全管理措置を講じなければなら

ない。 

なお、個人情報の取扱いが外国において行われる場合も、法第６６条第２項の

適用対象となる。 

 

１ 行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者 

実施機関から個人情報の取扱いの委託を受けた者は、当該委託を受けた業務

を行う場合における個人情報の取扱いについて、実施機関と同様の安全管理措

置義務を負う。 
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「個人情報の取扱いの委託」とは、契約の形態・種類を問わず、実施機関が

他の者に個人情報の取扱いを行わせることをいう。具体的には、個人情報の入

力（本人からの取得を含む。）、編集、分析、出力等の処理を行うことを委託す

ること等が想定される。 

 

２ 指定管理者 

指定管理者（地方自治法第２４４条の２第３項に規定する指定管理者をい

う。）は、公の施設（同法第２４４条第１項に規定する公の施設をいう。）の管

理の業務を行う場合における個人情報の取扱いについて、実施機関と同様の安

全管理措置義務を負う。 

なお、指定管理者の指定を行う実施機関は、指定管理に係る条例、仕様書等

において、個人情報の保有・管理主体や安全管理措置を含む取扱い方法、開示

等請求があった場合の対応（※）等について明確に定めておく必要がある。 

 

※ 開示請求については、一般的には指定管理者が個人情報の保有・管理主

体となり開示請求先になることが想定されるが、実施機関が個人情報の保

有・管理主体である場合には、実施機関が開示請求及び審査請求先となる

ことが想定される。 

 

３ 上記１又は２の業務の委託を受けた者 

上記１又は２の業務の委託を受けた者から、それぞれに定められた業務の委

託（二以上の段階にわたる委託を含む。）を受けた者は、当該委託を受けた業

務を行う場合における個人情報の取扱いについて、実施機関と同様の安全管理

措置義務を負う。 

なお、再委託の前提となる委託関係において委託元となる実施機関は、委託

に係る安全管理措置として、委託契約において、再委託の制限又は事前承認等

再委託に係る条件に関する事項を定めるなどの対応が必要となる。 

具体的な措置については、訓令及び課長通知に基づき、実施することが求め

られる。 

 

４ 「個人情報の取扱いの委託」について 

  県の事務事業の中には、専門性、迅速性、経済性などを考慮して、処理を外

部へ委託するものがあり、その処理の中に、個人情報の取扱いが含まれること

がある。 
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「外部へ委託するもの」とは、一般に委託契約と呼ばれているもののほか、

印刷、筆耕、翻訳等の契約も含み、また、県営施設の管理委託、収納の委託等

の公法上の委託も含む。 

 

 【具体例】 

  ・ 電算処理業務の委託 

  ・ 通知書等の封入作業の委託 

  ・ 公金の徴収、収納事務の委託 

  ・ 県民意識調査、アンケート調査の等の委託 

  ・ 文書の廃棄委託 

  ・ 庁舎等警備業務 

  ・ 県営施設の管理委託 

 

  また、「個人情報の取扱いが含まれる」とは、委託に伴って受託者が個人情

報を取り扱うこととなる場合をいい、例えば、次のようなものが考えられる。 

 

 【具体例】 

  ・ 実施機関の保有個人情報を受託者に引き渡して、委託業務に係る処理を

行わせるもの 

  ・ 実施機関は保有個人情報を引き渡さないが、委託事務の性格上、受託者

において個人情報を取り扱うことが予定されているもの 

  ・ 委託事務の性格からは特に個人情報を取り扱うことは予定されていな

いが、受託者が事務の執行に当たって個人情報を取り扱うことがあり得

るもの 

  ・ 県立の施設の管理運営を委託することに伴って、当該施設の利用者等の

個人情報の取扱いが生じるもの 

 

５ 「個人情報の取扱いの委託を受けた者」に対する監督について 

  実施機関から個人情報を取り扱う業務の委託（二以上の段階にわたる委託

を含む。）を受けた者は、法第６６条第２項の規定により、実施機関と同様の

安全管理措置を講じなければならない。 

  本項が受託者に実施機関と同様の安全管理措置義務を課しているのは、実

施機関からその事務事業の実施に関し個人情報の取扱いを受託している以上、

実施機関と同様の厳しい規律を確保する必要があるとの趣旨によるものであ

る。 
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  そのため、実施機関は、個人情報を取り扱う業務の委託に当たって、訓令第

１８条の規定及び課長通知で定める「保有個人情報の取扱いを伴う事務の委

託に係る指針」に基づき、保有個人情報の適切な管理を行う能力を有する者を

選定する必要がある。 

  また、委託契約締結の際は、同指針で定める「保有個人情報取扱特記事項」

を契約書に記載するとともに、委託業務が特記事項に基づいて適切に行われ

ているか、適宜監督する必要がある（委託先の監督に関する詳細については、

４-３-１-１（行政機関の長等が講ずべき安全管理措置）を参照のこと。）。 

また、具体的な対応については、訓令第１８条並びに課長通知第２-８（第

１８条（事務の委託等）関係）を参照のこと。 

なお、受託者が本項の規定による義務に違反した場合、実施機関は、委託契

約の解除という措置を講ずることができる。また、受託者が本項の義務に違反

した結果、実施機関が具体的な損害を被った場合は、民法上の不法行為による

損害賠償請求を行うことができる。 
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４-３-２ 従事者の義務（法第６７条） 

法第６７条 

個人情報の取扱いに従事する行政機関等の職員若しくは職員であった

者、前条第２項各号に定める業務に従事している者若しくは従事していた

者又は行政機関等において個人情報の取扱いに従事している派遣労働者

（労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する

法律（昭和６０年法律第８８号）第２条第２号に規定する派遣労働者をい

う。以下この章及び第１７６条において同じ。）若しくは従事していた派遣

労働者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知

らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 

 

【解説】 

次の者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容を「みだりに他人に知ら

せ」、又は「不当な目的に利用」してはならない。 

 

① 個人情報の取扱いに従事する職員又は職員であった者 

② 法第６６条第２項各号に定める業務に従事している者又は従事していた 

 者 

③ 行政機関等において個人情報の取扱いに従事している派遣労働者又は従

事していた派遣労働者 

 

１ 「行政機関等の職員若しくは職員であった者」 

「行政機関等の職員」とは、国家公務員法（昭和２２年法律第１２０号） 

第２条第１項に規定する一般職及び特別職の国家公務員、地方公務員法（昭和

２５年法律第２６１号）第３条第１項に規定する一般職及び特別職の地方公務

員地方独立行政法人法第１２条及び第２０条に規定する地方独立行政法人の

役員又は職員（※）であり、常勤又は非常勤いずれの者も含む。 

また、「職員であった者」とは、職員が実施機関を退職、失職若しくは免職

により離職した者又は実施機関以外に転出若しくは出向した者をいう。 

 

 ※ 本県においては、条例第２条第１項で規定する実施機関の職員が対象と

なる。（実施機関の詳細は、３-１-３（実施機関）参照のこと。） 

 

２ 「派遣労働者」 
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「派遣労働者」とは、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の

保護等に関する法律（昭和６０年法律第８８号）第２条第２号に規定する派遣

労働者をいう。 

 

３ 「知り得た個人情報」 

「知り得た」とは、個人の秘密であるか、すなわち秘匿性のあるものか、ま

だ知られていないものであるかを問わない。また、その対象は、電子計算機処

理されている個人情報か否かも問わない。 

また、本条では、単に「個人情報」とし、「保有個人情報」としていない。

これは、組織としての利用又は保有に至らず、公文書に記録されないような個

人情報であっても、適切に取り扱う必要があるからである。 

 

４ 「みだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない」 

「みだりに他人に知らせ」るとは、正当な理由がなく個人情報の内容を他人

に知らせることをいう。  

また、「不当な目的に利用」するとは、例えば、自己又は他人の私的利益の

ために個人情報の内容を利用する場合その他の正当性を欠く目的のために個

人情報の内容を利用することをいう。  

 

５ 従事者の義務違反に対する措置等 

本条に違反した者が実施機関の職員である場合は、懲戒処分の適用があり得

る（地方公務員法第２９条等）。また、個人の秘密を漏らした場合は、守秘義

務違反による罰則（地方公務員法第３４条及び第６０条等）の適用があり得る。 

本条に違反した者が実施機関からの委託業務の従事者である場合は、実施機

関との委託契約の内容に基づき、契約の解除事由になり得る。 

なお、個人情報の不適正な取扱いをしたこれらの実施機関の職員や委託業務

の従事者（過去に職員であった者及び従事者であった者も含む。）については、

法第１７６条及び第１８０条に規定する罰則が適用され得る。 
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４-４ 漏えい等の報告等（法第６８条） 

４-４-１ 委員会への報告（法第６８条第１項） 

法第６８条（第１項） 

１ 行政機関の長等は、保有個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の保有個

人情報の安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれ

が大きいものとして個人情報保護委員会規則で定めるものが生じたとき

は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該事態が生じた旨

を個人情報保護委員会に報告しなければならない。 

 

規則第４３条 

法第６８条第１項の個人の権利利益を害するおそれが大きいものとし

て個人情報保護委員会規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当す

るものとする。 

(1) 要配慮個人情報が含まれる保有個人情報（高度な暗号化その他の個人

の権利利益を保護するために必要な措置を講じたものを除く。以下この

条及び次条第１項において同じ。）の漏えい、滅失若しくは毀損（以下こ

の条及び次条第１項において「漏えい等」という。）が発生し、又は発生

したおそれがある事態 

(2）不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある保有個

人情報の漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態 

(3) 不正の目的をもって行われたおそれがある当該行政機関の長等の属

する行政機関等に対する行為による保有個人情報（当該行政機関の長等

の属する行政機関等が取得し、又は取得しようとしている個人情報であ

って、保有個人情報として取り扱われることが予定されているものを含

む。）の漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態 

(4) 保有個人情報に係る本人の数が１００人を超える漏えい等が発生し、

又は発生したおそれがある事態 

(5) 条例要配慮個人情報が含まれる保有個人情報の漏えい等が発生し、又

は発生したおそれがある事態（地方公共団体の機関又は地方独立行政法

人が法第６８条第１項の報告を行う場合であって、当該地方公共団体の

機関又は地方独立行政法人に適用される条例において条例要配慮個人

情報について定められているときに限る。） 

 

規則第４４条 

１ 行政機関の長等は、法第６８条第１項の規定による報告をする場合に

は、前条各号に定める事態を知った後、速やかに、当該事態に関する次に
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掲げる事項（報告をしようとする時点において把握しているものに限る。）

を報告しなければならない。 

（1） 概要 

（2） 漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある保有個人情報（前条

第３号に定める事態については、同号に規定する個人情報を含む。次

号において同じ。）の項目 

（3） 漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある保有個人情報に係る

本人の数 

（4） 原因 

（5） 二次被害又はそのおそれの有無及びその内容 

（6） 本人への対応の実施状況 

（7） 公表の実施状況 

（8） 再発防止のための措置 

（9） その他参考となる事項 

２ 前項の場合において、行政機関の長等は、当該事態を知った日から３０

日以内（当該事態が前条第３号に定めるものである場合にあっては、６０

日以内）に、当該事態に関する前項各号に定める事項を報告しなければな

らない。 

３ 法第６８条第１項の規定による報告は、電子情報処理組織（個人情報保

護委員会の使用に係る電子計算機と報告をする者の使用に係る電子計算

機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この項にお

いて同じ。）を使用する方法（電気通信回線の故障、災害その他の理由によ

り電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合にあ

っては、別記様式第６による報告書を提出する方法、個人情報保護委員会

が別に定める場合にあってはその方法）により行うものとする。 

 

【解説】 

行政機関等が保有する個人情報が漏えいするなどした場合、これを放置すれ

ば、個人の権利利益が侵害されるおそれがあり、行政機関等に対する国民（県

民）の信頼も損なわれることとなりかねない。そこで、法は、行政機関の長等

に対し、個人の権利利益を害するおそれが大きい事態が生じた場合には、個人

情報保護委員会へ報告するとともに、本人に対して通知することを求めている。 

 

１ 規則第４３条の「保有個人情報」の考え方 
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  規則第４３条は、法第６８条第１項に基づく漏えい等の報告の対象となる

事態について定めているところ、規則第４３条に規定する「保有個人情報」と

は、行政機関等が取り扱う保有個人情報をいう。 

ただし、同条第３号に規定する「保有個人情報」には、「当該行政機関の長

等の属する行政機関等が取得し、又は取得しようとしている個人情報であって、

保有個人情報として取り扱われることが予定されているもの」が含まれる。 

そのため、同号に定める事態との関係では、４-４-１ ２（「漏えい」の考え

方）から４-４-１ ４（「毀損」の考え方）までにおける「保有個人情報」は、

行政機関等が取り扱う保有個人情報に加え、「当該行政機関の長等の属する行

政機関等が取得し、又は取得しようとしている個人情報であって、保有個人情

報として取り扱われることが予定されているもの」を含む。 

同号に定める事態について、詳細は４-４-１ ６（漏えい等報告の対象とな

る事態）を参照のこと。 

 

２ 「漏えい」の考え方 

保有個人情報の「漏えい」とは、保有個人情報が外部に流出すること（※）

をいう。 

 

※ 実際に、当該個人情報を外部の者に知られたか否か、又は個人の権利利

益を害したか否かを問わない。 

 

 

【保有個人情報の漏えいに該当する事例】 

・ 保有個人情報が記載された書類を第三者に誤送付した場合 

・ 保有個人情報を含むメールを第三者に誤送信した場合 

・ 複数の外部関係者宛のメールにおいて、送信設定を「BCC」とすべきと 

ころを誤って「CC」としたため、受信した外部関係者において別の外部関

係者のメールアドレス（保有個人情報に該当するもの）を認識できる状態

となった場合 

・ 情報システムの設定ミス等によりインターネット上で保有個人情報の閲

覧が可能な状態となっていた場合 

・ 保有個人情報が記載又は記録された書類・媒体等が盗難された場合 

・ 不正アクセス等により第三者に保有個人情報を含む情報が窃取された場

合 

・ 実施機関のウェブサイトの入力ページが第三者に改ざんされ、利用者が

当該ページに入力した個人情報が、当該第三者に送信された場合であり、
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かつ、当該実施機関が、当該ページに入力される個人情報を法第６０条第

１項の保有個人情報として取り扱うことを予定していたとき 

 

なお、保有個人情報を第三者に閲覧されないうちに全てを回収した場合は、

漏えいに該当しない（詳細は、課長通知第３-１-(3)参照のこと。）。 

また、実施機関が、法令又は法第６９条第２項の規定に基づき、保有個人情

報を第三者に提供する場合は、漏えいに該当しない。 

 

３ 「滅失」の考え方 

保有個人情報の「滅失」とは、保有個人情報の内容が失われることをいう。 

なお、次のような事例の場合であっても、その内容と同じ情報が実施機関に

おいて他に保管されている場合は、滅失に該当しない。また、実施機関が正当

な理由により保有個人情報を削除する場合は、滅失に該当しない。 

 

【保有個人情報の滅失に該当する事例】 

・ 保有個人情報が記録された帳票等を誤って廃棄した場合 

※ 当該帳票等が適切に廃棄されていない場合には、保有個人情報の漏え 

いに該当する場合がある。 

・ 保有個人情報が記載・記録された書類・媒体等を当該行政機関等の内部

で紛失した場合 

※ 当該実施機関の外部に流出した場合には、保有個人情報の漏えいに該

当する。 

 

４ 「毀損」の考え方 

保有個人情報の「毀損」とは、保有個人情報の内容が意図しない形で変更さ

れることや、内容を保ちつつも利用不能な状態となることをいう。 

なお、次のような事例の場合であっても、その内容と同じ情報が実施機関に

おいて他に保管されている場合は毀損に該当しない。 

 

【保有個人情報の毀損に該当する事例】 

・ 保有個人情報の内容が改ざんされた場合 

・ 暗号化処理された保有個人情報の復元キーを喪失したことにより復元

できなくなった場合 

・ ランサムウェア等により保有個人情報が暗号化され、復元できなくなっ

た場合 
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※ ランサムウェア等により暗号化され、復元できなくなったと同時に保

有個人情報が窃取された場合には、保有個人情報の漏えいにも該当する。 

 

５ 「発生したおそれがある事態」の考え方 

報告対象事態における「おそれ」については、その時点で判明している事実

関係に基づいて個別の事案ごとに蓋然性を考慮して判断することになる。 

漏えい等が発生したおそれについては、その時点で判明している事実関係か

らして、漏えい等が疑われるものの漏えい等が生じた確証がない場合がこれに

該当する。 

 

６ 漏えい等報告の対象となる事態 

法に基づく漏えい等報告を要する事態は、次の(1)から(5)までのとおりであ

る。 

 

(1) 要配慮個人情報が含まれる保有個人情報（高度な暗号化その他の個人の 

権利利益を保護するために必要な措置を講じたものを除く。以下(2)から 

(5)までにおいて同じ。）の漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事 

態 

 

【報告を要する事例】 

・ 医療機関から取得した感染症患者の診療情報を含む保有個人情報を記

録した文書を紛失した場合 

 

(2) 不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある保有個人 

情報の漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態 

 

【報告を要する事例】 

・ 収納業務のために取得したクレジットカード番号を含む保有個人情報 

が漏えいした場合 

 

(3) 不正の目的をもって行われたおそれがある当該行政機関の長等の属する

行政機関等に対する行為による保有個人情報（当該行政機関の長等の属す

る行政機関等が取得し、又は取得しようとしている個人情報であって、保

有個人情報として取り扱われることが予定されているものを含む。）の漏え

い等が発生し、又は発生したおそれがある事態 
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「不正の目的をもって行われたおそれがある当該行政機関の長等の属す

る行政機関等（実施機関を含む。）に対する行為」（以下「不正行為」とい

う。）の主体には、第三者のみならず、従事者も含まれる。 

また、不正行為の相手方である「実施機関」には、当該実施機関が第三者

に保有個人情報の取扱いを委託している場合（※）における当該第三者（委

託先）及び当該実施機関が保有個人情報を取り扱うに当たって第三者の提

供するサービスを利用している場合における当該第三者も含まれる。 

  ※ 実施機関が、保有個人情報として取り扱うことを予定している個人情

報の取扱いを第三者に委託する場合であって、当該第三者（委託先）が当

該個人情報を保有個人情報又は個人データとして取り扱う予定はないと

きも、ここにいう「行政機関等（実施機関を含む。）が第三者に保有個人

情報の取扱いを委託している場合」に該当する。 

 

【報告を要する事例】 

・ 不正アクセスにより保有個人情報（法第６０条第１項の保有個人情報

として取り扱う予定の個人情報を含む。以下、この項目において同じ。）

が漏えいした場合 

※ サイバー攻撃の事案について、「漏えい」が発生したおそれがある 

事態に該当し得る事例としては、例えば、次のような場合が考えられ 

る。 

ア 保有個人情報（法第６０条第１項の保有個人情報として取り扱

う予定の個人情報を含む。イにおいて同じ。）を格納しているサー

バや、当該サーバにアクセス権限を有する端末において外部からの

不正アクセスによりデータが窃取された痕跡が認められた場合 

イ 保有個人情報を格納しているサーバや、当該サーバにアクセス 

権限を有する端末において、情報を窃取する振る舞いが判明して 

いるマルウェアの感染が確認された場合 

ウ 個人情報の取得手段であるウェブページを構成するファイルを

保存しているサーバや、当該サーバにアクセス権限を有する端末に

おいて、外部からの不正アクセスにより、当該ファイルに、当該ウ

ェブページに入力された情報を窃取するような改ざんがされた痕

跡が確認された場合  等 

・ ランサムウェア等により保有個人情報が暗号化され、復元できなくな 

った場合 

・ 保有個人情報が記載・記録された書類・媒体等が盗難された場合 

・ 従事者が保有個人情報を不正に持ち出して第三者に提供した場合 
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※ 従事者による保有個人情報又は個人情報の持ち出しの事案につい

て、「漏えい」が発生したおそれがある事態に該当し得る事例として

は、例えば、保有個人情報又は個人情報を格納しているサーバや、

当該サーバにアクセス権限を有する端末において、通常の業務で必

要としないアクセスによりデータが窃取された痕跡が認められた場

合が考えられる。 

・ 実施機関のウェブサイトの入力ページが第三者に改ざんされ、利用者

が当該ページに入力した個人情報が当該第三者に送信された場合であ

り、かつ、当該実施機関が、当該ページに入力される個人情報を法第６

０条第１項の保有個人情報として取り扱うことを予定していたとき 

・ 実施機関のウェブサイト上に設置された、入力ページに遷移するため

のリンクやボタンが第三者に改ざんされ、当該リンクやボタンを利用

者がクリックした結果、偽の入力ページに遷移し、当該利用者が当該偽

の入力ページに入力した個人情報が当該第三者に送信された場合であ

り、かつ、当該実施機関が、当該実施機関の入力ページに入力される個

人情報を法第６０条第１項の保有個人情報として取り扱うことを予定

していたとき 

・ 実施機関が、第三者により宛先の改ざんされた返信用封筒を本人に送

付した結果、当該返信用封筒により返信されたアンケート用紙に記入

された個人情報が当該第三者に送付された場合であり、かつ、当該実施

機関が、当該個人情報を法第６０条第１項の保有個人情報として取り

扱うことを予定していたとき 

 

(4) 保有個人情報に係る本人の数が１００人を超える漏えい等が発生し、又 

は発生したおそれがある事態 

「保有個人情報に係る本人の数」は、当該実施機関が取り扱う保有個人情 

報のうち、漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある保有個人情報に係 

る本人の数をいう。 

「保有個人情報に係る本人の数」について、事態が発覚した当初１００人 

以下であっても、その後１００人を超えた場合には、１００人を超えた時点 

で報告対象に該当することになる。 

本人の数が確定できない漏えい等において、漏えい等が発生したおそれ 

がある保有個人情報に係る本人の数が最大１００人を超える場合には、報 

告対象に該当する。 

 

【報告を要する事例】 
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・ 情報システムの設定ミス等によりインターネット上で保有個人情報 

の閲覧が可能な状態となり、当該保有個人情報に係る本人の数が１０ 

０人を超える場合 

・ 書類の発送を請け負った委託先事業者の誤り等により、保有個人情報 

が記載された書類を第三者に送付し、当該保有個人情報に係る本人の 

数が１００人を超える場合 

・ ワークショップの開催に関する案内メールを参加企業に送信する際、 

企業の担当者氏名を含む文書を誤って添付して送信し、当該担当者の 

数が１００人を超える場合 

 

(5) 条例要配慮個人情報が含まれる保有個人情報の漏えい等が発生し、又は 

発生したおそれがある事態 

条例において規定する条例要配慮個人情報が漏えい等した場合には、個人

情報保護委員会への報告をしなければならない（法第６８条第１項、規則第

４３条第５号）。 

 

７ 報告義務の主体 

漏えい等報告の義務を負う主体は、原則として、漏えい等が発生し、又は発

生したおそれがある保有個人情報を取り扱う実施機関である。 

ただし、規則第４３条第３号に定める事態について漏えい等報告の義務を負

う主体は、漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある保有個人情報又は個

人情報を取り扱い、又は取得しようとしている実施機関である（４-４-１ １

（規則第４３条の「保有個人情報」の考え方）を参照のこと。）。 

 保有個人情報の取扱いを委託している場合においては、委託元である実施機

関と委託先の双方が保有個人情報又は個人情報を取り扱っており、又は取得し

ようとしていることになるため、それぞれ報告の対象事態に該当する場合には、

原則として委託元と委託先の双方が報告する義務を負う。 

実施機関が保有個人情報の取扱いを委託する場合としては、委託先が①個人

情報取扱事業者である場合や②他の行政機関等である場合が考えられる。 

①の場合には、委託元である実施機関については法第６８条第１項の規定に

基づき報告義務を負い、委託先の個人情報取扱事業者については法第６８条第

１項の規定ではなく法第２６条第１項の規定に基づき報告義務を負うことと

なる。 

なお、①の場合には、委託先が、報告義務を負っている委託元に当該事態が

発生したことを通知したときは、委託先は報告義務を免除されるところ（法第

２６条第１項ただし書）、②の場合には、委託元である実施機関及び委託先で



個人情報保護事務の手引（その１ 解釈・運用） 

 

55 

 

ある他の行政機関等について、法第６８条第１項の規定に基づき、それぞれ報

告義務を負うこととなる。 

 

【運用】 

１ 漏えい等に関する報告について 

本県においては、実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するため、

法に基づく報告の対象とならない場合であっても、訓令第２０条及び課長通知

第３-１（第２０条（事案の報告及び再発防止措置）関係）(4)により、漏えい

等事案の内容、経緯、被害状況等について、速やかに法務・県民情報課へ報告

を行うものとしている。 

法第６８条第１項に規定する漏えい等事案が発生した場合、個人情報保護委

員会への報告を行う必要があるが、知事部局においては、課長通知第３-２（第

２１条（法に基づく報告及び通知）関係）(2)のとおり、法務・県民情報課に

おいて一括して行う。また、このような漏えい事案等が発生した場合は、訓令

第２０条第４項の規定により、知事への報告を行うこととされている。 

なお、個人情報保護委員会への報告に当たっては、課長通知第３-２（第 

２１条（法に基づく報告及び通知）関係）(1)から(4)までのとおり、速報や確

報の報告期限が設けられており、漏えい等事案の内容、経緯、被害状況等につ

いて、より迅速に把握し、報告することが求められることに留意すること。 

 

２ 漏えい等事案の公表について 

保有個人情報の漏えい等の事案が発生した場合は、訓令第２２条及び課長通

知第３－３（第２２条（公表等）関係）により、原則として、事実関係及び再

発防止策等を公表することとしている。 

なお、課長通知第３-３（第２２条（公表等）関係）ただし書(1)又は(2)の

いずれかに該当する場合は、公表しないことができることとされている。 
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４-４-２ 本人への通知（法第６８条第２項） 

法第６８条（第２項） 

２ 前項に規定する場合には、行政機関の長等は、本人に対し、個人情報保

護委員会規則で定めるところにより、当該事態が生じた旨を通知しなけれ

ばならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りで

ない。 

(1) 本人への通知が困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため

必要なこれに代わるべき措置をとるとき。 

(2) 当該保有個人情報に第７８条第１項各号に掲げる情報のいずれかが

含まれるとき。 

 

規則第４５条 

行政機関の長等は、法第６８条第２項本文の規定による通知をする場合

には、第４３条各号に定める事態を知った後、当該事態の状況に応じて速

やかに、当該本人の権利利益を保護するために必要な範囲において、前条

第１項第１号、第２号、第４号、第５号及び第９号に定める事項を通知し

なければならない。 

 

【解説】 

実施機関は、法第６８条第１項に規定する場合（個人情報保護委員会への報告

対象となる事態が生じた場合）には、原則として、本人に対し、規則で定めると

ころにより、当該事態が生じた旨を通知しなければならない（※）。 

 

※ 法第６８条第１項の規定に基づく報告の対象とならない場合であっても、

国民(県民)の不安を招きかねない事案については、本人に対し、本人の権利

利益を保護するために必要な範囲において、事態の概要、保有個人情報の項

目、原因、二次被害又はそのおそれの有無及びその内容並びにその他参考と

なる事項を通知することが望ましい。 

 

１ 通知義務の主体 

通知義務を負う主体は、原則として、漏えい等が発生し、又は発生したおそ

れがある保有個人情報を取り扱う実施機関である。 

ただし、規則第４３条第３号に定める事態について本人への通知の義務を負

う主体は、漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある保有個人情報又は個

人情報を取り扱い、又は取得しようとしている実施機関である（４-４-１ １

（規則第４３条の「保有個人情報」の考え方）を参照のこと。）。 
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保有個人情報の取扱いを委託している場合においては、委託元である実施機

関と委託先の双方が保有個人情報又は個人情報を取り扱い、又は取得しようと

していることになるため、それぞれ通知の対象事態に該当する場合には、原則

として委託元と委託先の双方が通知する義務を負う。この場合、漏えい等した

保有個人情報又は個人情報の本人に対して円滑に通知を行う観点から、委託元

及び委託先は連携するなどして、適切な方法で通知を行うことが望ましい。 

実施機関が保有個人情報の取扱いを委託する場合としては、委託先が①個人

情報取扱事業者（※）である場合や②他の行政機関である場合が考えられる。 

①の場合には、委託元である実施機関については法第６８条第２項の規定に

基づき通知義務を負い、委託先の個人情報取扱事業者については法第６８条第

２項の規定ではなく法第２６条第２項の規定に基づき通知義務を負うことと

なる。 

なお、委託先が個人情報取扱事業者である場合には、委託先が、本人への通

知義務を負っている委託元に当該事態が発生したことを通知したときは、委託

先は本人への通知義務を免除される。 

②の場合には、委託元である実施機関及び委託先である他の行政機関につい

て、法第６８条第２項の規定に基づき、それぞれ通知義務を負うこととなる。 

 

  ※ 「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等（個人情報を含

む情報の集合物であって、①特定の個人情報をコンピュータを用いて検

索することができるように体系的に構成したもの又は②五十音順等の一

定の規則に従って整理・分類し、特定の個人情報を容易に検索することが

できるよう体系的に構成したもの）を事業の用に供している者をいう。

（法第１６条第２項） 

 

２ 通知の時間的制限等 

実施機関は、規則第４３条各号に定める事態を知った後、当該事態の状況に

応じて速やかに、本人への通知を行わなければならない。 

「当該事態の状況に応じて速やかに」とは、速やかに通知を行うことを求め

るものであるが、具体的に通知を行う時点は、個別の事案において、その時点

で把握している事態の内容、通知を行うことで本人の権利利益が保護される蓋

然性、本人への通知を行うことで生じる弊害等を勘案して判断する。 

 

【その時点で通知を行う必要があるとはいえないと考えられる事例（※）】 

・ 漏えいした複数の保有個人情報がインターネット上の掲示板等にアッ

プロードされており、実施機関において当該掲示板等の管理者に削除を求
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めるなど、必要な初期対応が完了しておらず、本人に通知することで、か

えって被害が拡大するおそれがある場合 

・ 漏えい等のおそれが生じたものの、事案がほとんど判明しておらず、そ

の時点で本人に通知したとしても、本人がその権利利益を保護するための

措置を講じられる見込みがなく、かえって混乱が生じるおそれがある場合 

 

※ 「当該事態の状況に応じて速やかに」本人への通知を行うべきことに

変わりはない。 
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４-５ 利用及び提供の制限（法第６９条） 

４-５-１ 利用目的以外の目的のための利用及び提供の禁止の原則（法第６９

条第１項） 

法第６９条（第１項） 

１ 行政機関の長等は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のた

めに保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。 

 

【解説】 

実施機関は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人

情報を自ら利用し、又は提供してはならない。 

ここでいう「法令」には、法律及び法律に基づいて制定される各種の政令、府

省令等が含まれる（※）が、行政機関の長等が所管の機関又は職員に対して命令

又は示達を行うための内部的な訓令若しくは通達は含まれない。 

また、「法令」の委任に基づき定められた条例も「法令」に含まれるが、それ

以外の条例は「法令」に含まれない。 

保有個人情報について、特定した利用目的以外の目的のため利用され、又は提

供された場合、本人の予期しない利用及び提供による不安・懸念を生じさせるの

みならず、悪用によるプライバシーの侵害や財産上の権利侵害等をもたらす危

険性を増大させる。 

そこで、法は、原則として利用目的以外の目的のための利用及び提供を禁止し

た上で、例外的に利用目的以外の目的のための利用及び提供が認められる場合

について規定している。 

 

※ 本項にいう「法令に基づく場合」とは、法令に基づく情報提供が義務付け

られている場合のみならず、法令に情報提供の根拠規定がおかれている場合

も含むと解される。 

一方、具体的な情報の利用又は提供に着目せず行政機関等の包括的な権能

を定めている規定がある場合に当該規定のみに基づいて行う個人情報の取

扱いは、「法令に基づく場合」には当たらない。 

例えば、行政機関等の設置の根拠となる法令において「所掌事務」等を定

める条文に事務又は業務が列挙されていることのみでは、そのために行う個

人情報の取扱いは、「法令に基づく場合」には当たらない。 

また、普通地方公共団体が「地域における事務」を担うことを定めている

地方自治法第２条第２項のような、包括的な権能を定めている規定がある場

合に当該規定のみに基づいて行う個人情報の取扱いは、「法令に基づく場合」

には当たらない。 
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なお、法第６９条第１項において、法令に基づく場合は、利用目的以外の目的

のための利用及び提供をし得るとするものであり、同項の規定により利用及び

提供が義務付けられるものではない。実際に利用及び提供をすることの適否に

ついては、それぞれの法令の趣旨に沿って適切に判断される必要がある。 

 

【該当し得る法令の例】 

・ 民事訴訟法（平成８年法律第１０９号）第２２０条の規定による裁判所

からの文書提出命令（同法第２２３条）に応じて個人情報を提供する場合 

・ 刑事訴訟法（昭和２３年法律第１３１号）第２１８条第１項の規定によ

る令状による捜査に応じて個人情報を提供する場合 

・ 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定による犯罪捜査のための照会に応

じて個人情報を提供する場合 

・ 刑事訴訟法第５０８条第２項の規定による裁判の執行のための照会に

応じて個人情報を提供する場合 

・ 弁護士法（昭和２４年法律第２０５号）第２３条の２の規定による弁護

士が職務を行うための必要事項の照会に応じて個人情報を提供する場合 

・ 土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１１８条第６項の規定によ

る簿書の交付等の求めに応じて個人情報が含まれる資料を提供する場合 

・ 民事訴訟法第１８６条の規定による裁判のための調査の嘱託に応じて 

個人情報を提供する場合 
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４-５-２ 例外的に利用目的以外の目的のための利用及び提供が認められる場

合（法第６９条第２項） 

法第６９条（第２項） 

２ 前項の規定にかかわらず、行政機関の長等は、次の各号のいずれかに該

当すると認めるときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら

利用し、又は提供することができる。ただし、保有個人情報を利用目的以

外の目的のために自ら利用し、又は提供することによって、本人又は第三

者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限

りでない。 

(1) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。 

(2) 行政機関等が法令の定める所掌事務又は業務の遂行に必要な限度で

保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用

することについて相当の理由があるとき。 

(3) 他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体の機関又は地方独立行

政法人に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を

受ける者が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係

る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当

の理由があるとき。 

(4) 前三号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的のた

めに保有個人情報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明ら

かに本人の利益になるとき、その他保有個人情報を提供することについ

て特別の理由があるとき。 

 

【解説】 

実施機関は、次の１から４までのいずれかに該当すると認めるときは、利用目

的以外の目的のために保有個人情報を利用し、及び提供することができる。 

ただし、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認めら

れるときは、利用し、及び提供することができない。 

なお、利用目的以外の目的のための利用及び提供を恒常的に行うことを個人

情報の取得前から予定している場合は、そのような利用及び提供が可能となる

ように利用目的を設定しておくべきである。 

 

１ 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき（法第６９条第２項第１

号）。 

「本人の同意」は、必ずしも書面によることを要しない。 
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保有個人情報が利用目的以外の目的のために利用、又は提供されることに

ついて本人が同意したことによって生ずる結果について、当該本人が未成年

者、成年被後見人、被保佐人及び被補助人であり判断できる能力を有してい

ないなどの場合は、親権者や法定代理人等から同意を得る必要がある。 

ただし、本人の同意があるときや本人に提供するときであっても、当該本

人や第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあるときは、利用目的以外

の目的のために利用し、及び提供することはできない。 

例えば、本人の同意があったとしても、その同意が強制されたものである

場合、保有個人情報の中に本人の情報の他に第三者の情報も含まれている場

合等は、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあるものと考

えられ、本項ただし書に該当する。 

「本人に提供するとき」とは、実施機関の判断により本人に提供する場合

をいう。また、求める方法のいかんにかかわらず、提供に当たっては、提供

先が本人であることについての確認が必要であり、開示等請求における本人

確認の方法等も参考に、適切に対応する必要がある。 

なお、本号に基づく「本人への保有個人情報の提供」や「保有個人情報の

開示」は、法第７６条の規定に基づく本人からの開示請求に応じて開示する

場合には含まれない。 

 

２ 行政機関等が法令の定める所掌事務又は業務の遂行に必要な限度で保有個

人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することに

ついて相当の理由があるとき（法第６９条第２項第２号）。 

(1) 実施機関及び他の行政機関等は、それぞれ法令の定めるところにより公

共性の高い事務を遂行しており、このような法令の定める事務を遂行するに

当たっては、県民負担の軽減、行政サービスの向上、行政運営に効率化等を

図る観点から、実施機関が保有する個人情報を利用目的以外の目的のために

使用することが必要な場合が考えられる。 

  こうしたことから、本号は、実施機関が保有個人情報を内部で利用する場

合、又は実施機関から他の行政機関等が個人情報の提供を受けて利用する場

合について、法令（本条第１項と異なり、法令の委任に基づき定められた条

例以外の条例及びこれに基づく規則等を含む。）の定める当該行政機関等の

事務の遂行に必要な限度で、かつ、相当な理由がある場合に限り、保有個人

情報の利用目的を超えて利用・提供することができるとしたものである。 

(2) 「事務又は業務」には、当該実施機関の設置の根拠となる法令において「所

掌事務」や「業務の範囲」を定める条文に列挙されている事務又は業務のほ

か、「権限」を定める条文上で規定されている事務又は業務や、作用法上規



個人情報保護事務の手引（その１ 解釈・運用） 

 

63 

 

定されている事務・業務が含まれる。地方公共団体においては、地方自治法

第２条第２項に規定する「地域における事務」もこれに含まれる。 

(3) 「法令」には、条例が含まれるほか、規則等の地方公共団体が法令に基づ

き定める法規が含まれる。 

「相当の理由があるとき」とは、実施機関の恣意的な判断を許容するもの

ではなく、少なくとも、社会通念上、客観的にみて合理的な理由があること

が求められる。 

相当の理由があるかどうかは、保有個人情報の性質・内容（※1）、当該保

有個人情報の利用目的と利用目的以外の目的との関連性、利用の必要性（※

2）、利用の態様及びこれらから想定される本人への影響の程度等を総合的に

勘案して、実施機関が個別に判断することとなるが、例外的に利用目的以外

の目的のための利用及び提供が許容される場合について規定した趣旨から、

例外としてふさわしい理由であることが求められる。 

 

（※1）例えば、要配慮個人情報など機微性の高い情報であるか、取得経緯

における義務性・権力性の高い情報であるか等。 

（※2）利用目的以外の目的である法令の定める事務又は業務の達成のため

に当該利用が必須な場合のほか、当該事務又は業務をより促進・効率

化させるために当該利用が役立つ場合における当該利用の必要性も含

まれ、当該事務又は業務の内容の重要性・緊要性も踏まえる。 

 

【「相当の理由があるとき」に該当すると考えられる事例】 

事例 1）流行している新感染症に係るワクチンの優先接種対象者に対して接

種券を送付するために、障がい者福祉所管課が管理する障害者手帳等

の所持者情報（氏名、住所、生年月日、宛名番号）を、感染症対策所管

課が利用する場合 

 

３ 他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体の機関又は地方独立行政法人

に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、

法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用

し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当の理由があるとき（法第

６９条第２項第３号）。 

「事務又は業務」についての考え方は、上記２と同様である。 

 なお、同号に基づく提供先である「地方公共団体の機関」には、議会が含ま

れる。 
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同号の「相当の理由があるとき」とは、実施機関の恣意的な判断を許容する

ものではなく、少なくとも、社会通念上、客観的にみて合理的な理由があるこ

とが求められる。相当の理由があるかどうかは、保有個人情報の性質・内容（※

1）、提供元の利用目的と提供先の利用目的との関連性、利用（※2）の必要性

（※3）、利用の態様及びこれらから想定される本人への影響の程度等を総合的

に勘案して、実施機関が個別に判断することとなる。 

 

（※1）（2）と同様、例えば、要配慮個人情報など機微性の高い情報である

か、取得経緯における義務性・権力性の高い情報であるか等。 

（※2）提供先での利用をいう。以下本段落において同じ。 

（※3）提供先の利用目的である法令の定める事務又は業務の達成のために

当該利用が必須な場合のほか、当該事務又は業務をより促進・効率化

させるために当該利用が役立つ場合における当該利用の必要性も含ま

れ、当該事務又は業務の内容の重要性・緊要性も踏まえる。 

 

【「相当の理由があるとき」に該当すると考えられる事例】 

事例 1）災害避難者に対して不在者投票制度等の案内を送付するために、知

事部局から選挙管理委員会に災害避難者の氏名、避難先の住所等を提

供する場合 

事例 2）移管される事務を適切に遂行するために、移管元の行政機関等から

移管先の行政機関等に当該事務に係る個人情報を提供する場合 

 

４ 上記１から３までに掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目

的のために保有個人情報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明

らかに本人の利益になるとき、その他保有個人情報を提供することについて

特別の理由があるとき（法第６９条第２項第４号）。 

「専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供すると

き」とは、保有個人情報の提供を受ける者が専ら統計の作成や学術研究という

公益性の高い目的のために利用する場合に、その利用に供するために提供する

ことをいう。これらの場合には、提供した保有個人情報について特定の個人が

識別することができない形で用いられることが通常であり、個人の権利利益が

侵害されるおそれが少なく、かつ、公共性も高いと考えられることから、利用

目的以外の目的のための利用及び提供の原則禁止の例外としたものである。 

「学術」とは、人文・社会科学及び自然科学並びにそれらの応用の研究であ

り、あらゆる学問分野における研究活動及びその所産としての知識・方法の体

系をいい、具体的活動としての「学術研究」としては、新しい法則や原理の発
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見、分析や方法論の確立、新しい知識やその応用法の体系化、先端的な学問領

域の開拓などをいう。なお、製品開発を目的として個人情報を取り扱う場合は、

当該活動は、学術研究の目的とは解されない。 

また、「本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき」に

は、本人の生命や身体、又は財産を保護するために必要がある場合や、本人に

対する金銭の給付、栄典の授与等のために必要がある場合等が含まれる。 

 

【提供することが明らかに本人の利益になると考えられる事例】 

・ 緊急に輸血が必要な場合に当該個人の血液型を医師に知らせる場合 

・ 災害や事故に遭ったときにその旨を家族に知らせる場合 

 

更に、「その他保有個人情報を提供することについて特別の理由があるとき」

とは、本来行政機関等において厳格に管理すべき保有個人情報について、法第

69 条第 2 項第 3 号に規定する者（他の行政機関、独立行政法人等、地方公共

団体の機関又は地方独立行政法人）以外の者に例外として提供することが認め

られるためにふさわしい要件として、個人情報の性質、利用目的等に則して、

「相当の理由」よりも更に厳格な理由が必要であるとする趣旨である。 

具体的には、「相当の理由」の判断基準を前提にしつつ、①法第 69条第 2項

第 3 号に規定する者に提供する場合と同程度の公益性があること、②提供を

受ける側が自ら当該保有個人情報に相当する個人情報を取得することが著し

く困難であること、③提供を受ける側の事務が緊急を要すること、④当該保有

個人情報の提供を受けなければ提供を受ける側の事務の目的を達成すること

が困難であることなどの、特別の理由が必要である。 

 

【「特別の理由があるとき」に該当すると考えられる事例】 

事例 1）災害発生時において、人命救助活動の効率化及び円滑化のために、

地方公共団体の機関が、安否不明者の氏名等を当該地方公共団体のホ

ームページ（ウェブサイト）等で公表する場合 

事例 2）地方公共団体の庁舎内で事故、盗難等が起こった場合において、被

害者が損害保険契約に基づき適切に損害の填補を受けられるように、

損害保険会社の求めに応じ、当該地方公共団体の機関が、当該損害保

険会社に対して、当該事故、盗難等に係る防犯カメラ映像を提供する

場合 

事例 3）民事訴訟の被告として主張・立証活動を行うために、行政機関等が、

裁判所に対して、当該活動に必要な保有個人情報を証拠として提供す

る場合 
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４-５-３ 他法令との適用関係（法第６９条第３項） 

法第６９条（第３項） 

３ 前項の規定は、保有個人情報の利用又は提供を制限する他の法令の規定

の適用を妨げるものではない。 

 

【解説】 

法第６９条第２項各号に該当する場合であっても、他の法令の規定により個

人情報の利用及び提供が制限されている場合には、当該他の法令の規定が適用

されることとなり、法がこれに反して利用及び提供の権限を与えるものではな

い。 

なお、ここでいう「法令」には、同条第１項と同じく「法令」の委任に基づき

定められた条例は含まれるが、それ以外の条例は含まれない。 

 

【該当する他の法令の例】 

・ 刑事訴訟法（昭和２３年法律第１３１号）第５３条 

・ 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第３０条の２９ 

・ 特許法（昭和３４年法律第１２１号）第１８６条 
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４-５-４ 行政機関等の内部における利用の制限（法第６９条第４項） 

法第６９条（第４項） 

４ 行政機関の長等は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認

めるときは、保有個人情報の利用目的以外の目的のための行政機関等の内

部における利用を特定の部局若しくは機関又は職員に限るものとする。 

 

【解説】 

実施機関の内部においては、法第６９条第２項第２号の規定により、所掌事務

又は業務の遂行に必要な限度で、かつ、相当な理由があるときは、保有個人情報

を利用目的以外の目的のために利用することができる。 

しかし、その場合であっても、実施機関は、必要に応じて、保有個人情報の利

用目的以外の目的のための利用を特定の部局若しくは機関又は職員に限定する

こととし、それ以外の部局等は、保有個人情報の利用目的以外の目的のための利

用はできないこととなる。 

「個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるとき」とは、保有個

人情報の内容（例えば、病歴や犯罪歴等）により、それが利用目的以外の目的の

ために利用されれば、個人の権利利益を侵害するおそれが大きいために、特にそ

の利用目的以外の目的のための利用を制限する必要があると認めるときをいう。 
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４-５-５ 保有個人情報の提供を受ける者に対する措置要求（法第７０条） 

法第７０条 

行政機関の長等は、利用目的のために又は前条第２項第３号若しくは第

４号の規定に基づき、保有個人情報を提供する場合において、必要がある

と認めるときは、保有個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人

情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付

し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な

措置を講ずることを求めるものとする。 

 

【解説】 

実施機関は、保有個人情報を提供する次の場合において、必要があると認める

ときは、保有個人情報の提供を受ける者（以下「受領者」という。）に対し、提

供に係る個人情報について、適切な管理のために必要な措置を講ずることを求

める。 

 

・ 利用目的のために提供する場合 

・ 法第６９条第２項第３号の規定に基づき他の行政機関等に提供する場合 

・ 法第６９条第２項第４号の規定に基づき他の行政機関以外の者に提供す 

る場合 

 

１ 「必要があると認めるとき」 

受領者に対して措置要求を行う「必要がある」かどうかは、提供する保有個

人情報の内容、提供形態、受領者における利用目的、利用方法等を勘案して、

実施機関が個別具体的に判断することになる。 

 

２ 「必要な制限」又は「必要な措置」 

提供に係る保有個人情報について付与する制限又は措置としては、その利用

の目的又は方法の制限のほか、提供に係る個人情報の取扱者の範囲の限定、第

三者への再提供の制限又は禁止、消去や返却等利用後の取扱いの指定、提供に

係る保有個人情報の取扱状況に関する所要の報告の要求、当該保有個人情報に

ついて訂正決定（法第９３条第１項）を行った場合において、提供先に対して

訂正に応ずべき旨を求めることなどが考えられる。 

 

３ 措置要求の遵守状況の把握等 
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実施機関は、措置要求した事項の遵守状況を把握し、その結果、措置要求が

遵守されていない場合、その後の提供の停止や、提供した保有個人情報の返却

等を求めることが必要である。 
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Ⅲ 開示、訂正及び利用停止編 
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６ 開示、訂正及び利用停止 

 

６-１ 開示 

６-１-１ 開示請求（法第７６条） 

法第７６条 

１ 何人も、この法律の定めるところにより、行政機関の長等に対し、当該

行政機関の長等の属する行政機関等の保有する自己を本人とする保有個

人情報の開示を請求することができる。 

２ 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代

理人（以下この節において「代理人」と総称する。）は、本人に代わって前

項の規定による開示の請求（以下この節及び第１２７条において「開示請

求」という。）をすることができる。 

 

【解説】 

１ 何人も 

  日本国民のみならず外国人も含む全ての自然人である。 

 

２ 自己を本人とする保有個人情報 

  開示請求をすることができる情報は、「自己を本人とする保有個人情報」の

みである。 

したがって、自己以外の者に関する情報については、たとえ親族、配偶者に

関するものであっても開示を請求することはできない。 

 

３ 未成年者 

  「未成年者」とは、年齢が成年すなわち満１８年に達しない者をいう（民法

（明治２９年法律第８９号）第４条）。 

 

４ 成年被後見人 

  「成年被後見人」とは、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況

にある者であって、法定の手続に伴い家庭裁判所から後見開始の審判を受け

た者をいう（民法第７条及び第８条）。 

 

５ 法定代理人 

  「法定代理人」とは、民法上の法定代理人である。民法上、本人の信任に基

づかないで生ずる代理を法定代理といい、その代理人を法定代理人という。 

「未成年者の法定代理人」は、第一次的には親権者（民法第８１８条等）、 
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第二次的には未成年後見人（民法第８３８条第１号等）である。 

「成年被後見人の法定代理人」は、成年後見人である（民法第８４３条等）。 

 

６ 本人の委任による代理人 

  本人が自己の個人情報に係る開示請求等について、本人の意思に基づき、当

該請求に関する権利を委任した者をいう。 

 

７ 本人に代わって前項の規定による開示の請求[中略]をすることができる 

法定代理人は任意代理とは異なり、本人の利益のために代理行為を行う義務

はあっても、代理行為に本人の同意を要しない。法の開示請求も、本人の意思

と独立して行うことができる。 

「本人に代わって」とは、法定代理人が未成年者又は成年被後見人である本

人の保有個人情報について開示請求を行使していない場合にのみ法定代理人

が請求権を行使できるという趣旨ではない。 

なお、法定代理人に開示することにより本人の権利利益を侵害するおそれが

あるときは、法第７８条第１項第１号により不開示とすることができる。 

未成年者の法定代理人の開示請求権行使については、父母による親権の共同

行使は要件とはせず、父母それぞれが単独で開示請求権を行使することができ

る。 
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６-１-２ 開示請求の手続 

６-１-２-１ 開示請求書の内容の確認（法第７７条第１項） 

法第７７条（第１項） 

１ 開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面（第３項において「開示請

求書」という。）を行政機関の長等に提出してしなければならない。 

(1) 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所 

(2) 開示請求に係る保有個人情報が記録されている行政文書等の名称そ

の他の開示請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項 

 

政令第２３条 

  開示請求書には、開示請求に係る保有個人情報の開示の実施の方法（文

書又は図画に記録されている保有個人情報については閲覧又は写しの交

付の方法として行政機関等が定める方法をいい、電磁的記録に記録されて

いる保有個人情報については法第８７条第１項の規定により行政機関等

が定める方法をいう。以下同じ。）について、次に掲げる事項を記載するこ

とができる。 

(1) 求める開示の実施の方法 

(2) 事務所における開示（保有個人情報が記録されている行政文書等の写

しの送付の方法（以下単に「写しの送付の方法」という。）及び電子情報

処理組織（行政機関等の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。以

下この号において同じ。）と開示を受ける者の使用に係る電子計算機と

を電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次条第１項第４号

において同じ。）を使用して開示を実施する方法以外の方法による保有

個人情報の開示をいう。以下同じ。）の実施を求める場合にあっては、事

務所における開示の実施を希望する日 

(3) 写しの送付の方法による保有個人情報の開示の実施を求める場合に

あっては、その旨 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

条例第５条 

開示請求書には、法第７７条第１項各号に掲げる事項のほか、実施機関

が定める事項を記載するものとする。 

 

細則第５条（第２項） 

２ 条例第５条の実施機関が定める事項は、請求者欄に記載された住所又は

居所と異なる場所に書類の送付を希望する場合における送付先の情報（郵

便番号、送付先、電話番号）及び理由並びに郵送により開示請求をする場

合の提出書類の別とする。 
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【解説】 

１ 書面主義 

開示請求は、開示請求権の行使という重要な法律関係の内容を明確にするた

め、書面を提出して行わなければならず、口頭による開示請求は認められない。 

郵送による請求については、適切な方法による本人確認の下、対応すること

が必要である。 

 

２ 受付の際の確認事項 

実施機関において、保有個人情報開示請求書（細則様式第４号）を受け付け

る際の主な確認事項は、次のとおりである。 

これらの事項の確認に当たっては、６-１-２-１ ２(5)（その他確認に当た

って留意すべき事項）も参照のこと。 

また、本人確認書類に関しては６-１-２-２（本人確認）を参照のこと。 

(1) 法の対象である「保有個人情報」（法第６０条第１項）に係る開示請求で

あるかどうか 

開示請求者の求める個人情報が、次に該当する場合には、それぞれその旨

を教示するとともに、他の法令に基づく開示制度等がある場合（例えば、戸

籍法（昭和２２年法律第２２４号）第１０条第１項、第１２条の２等）には

当該他の制度について教示するなど適切な情報提供に努める。 

ア 保有個人情報に該当しない場合（法第６０条第１項に規定する行政文 

書、法人文書及び地方公共団体等行政文書（公文書）に記録されていない

もの） 

イ 開示請求の対象外となっている場合 

(ｱ) 法第１２４条第１項が規定する刑事事件の裁判に係る個人情報（８- 

１（適用除外等）を参照のこと。） 

(ｲ) 個別法において法の適用除外が規定されている基幹統計を作成する 

ために集められた個人情報（統計法（平成１９年法律第５３号）第５２

条） 

(ｳ) 戸籍等に記録されている個人情報（戸籍法第１２９条） 

(ｴ) 登記簿に記録された個人情報（商業登記法（昭和３８年法律第１２５ 

号）第１４１条）に当たる場合 等 

ウ 保有されていない場合（法第１２４条第２項の規定に基づき行政機関等

に保有されていないものとみなすものを含む。）（６-１-３-１ ２（開示請

求に係る保有個人情報を保有していない場合等の取扱い）を参照のこと。） 

なお、死者に関する情報については、個人情報に該当しないため開示請
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求の対象ともならないが、死者に関する情報が同時にその遺族等の生存す

る個人に関する情報でもある場合には、当該生存する個人を本人とする開

示請求の対象となる。請求の対象である死者に関する情報が、生存する個

人に関する情報に該当するか否かは、当該情報の内容と当該個人との関係

等を個別に検討して判断する必要がある（３-２-１ ４（死者に関する情

報）を参照のこと。）。 

(2) 開示請求の宛先が正しいかどうか 

他の行政機関の長等に対して行うべき開示請求である場合には、開示請

求に係る保有個人情報の不存在を理由に不開示決定を行うことも法制度上

は可能ではあるが、開示請求者の利便性を考慮して、開示請求書を開示請求

者に返戻するとともに、正しい開示請求先を把握することができる場合に

は、当該他の行政機関の長等を教示する必要がある。 

また、開示請求者に対して、正しい宛先に開示請求書が到達した時点が法

第８３条第１項に規定する「開示請求があった日」に当たることとなる旨を

説明する。 

(3) 開示請求を求める保有個人情報の特定が十分であるかどうか 

保有個人情報を特定するに足りる事項の記載については、開示請求を受

けた実施機関において、当該記載の内容から開示請求者の求める保有個人

情報を特定することができる程度の具体性があることが必要である。 

保有個人情報が特定されるためには、公文書の名称や保有個人情報を取

扱う事務の名称、これに更に限定を加えるなどにより、対象となる保有個人

情報が具体的に特定されるよう努めることが重要である。このため、開示請

求者から求める保有個人情報の内容を十分に聴取し、関係部局等と連絡を

取りながら、特定に資する情報提供を積極的に行うなど開示請求者の利便

を図ることが望ましい。 

例えば、開示請求書の記載が、「知事の保有する私に関する全ての保有個

人情報」となっているような場合には、一般的に当該記載から開示請求者が

求める保有個人情報を具体的に特定することができないことから、開示請

求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項が記載されているとはいえ

ない。このため、開示請求者に対して補正を求めることになる。 

なお、開示請求者が補正の求めに応じない場合には、不開示決定を行うこ

とになる。 

(4) その他開示請求書の記載に不備がないかどうか 

ア 開示請求者の氏名に旧姓を用いることについては、添付する書類等の確

認を通じて本人と同一性を担保できる限りにおいて認められる（６-１-２

-２ 【政令第２２条の規定に基づき提示又は提出を求める本人確認書類
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（例）】注１１を参照のこと。）。 

イ 本開示請求制度は日本国の制度であることから、氏名や住所等の固有名

詞、外国語表記の行政文書等の名称等を除いて、日本語で記載することが

必要である。外国語で記載された開示請求書は、形式的な不備があるもの

として、補正を求めることになる。 

ウ 明らかな誤字や脱字等開示請求書の記載に軽微な不備がある場合には、

法第７７条第３項の規定に基づく補正を求めることなく、職権で補正する

ことができる（６-１-２-３（開示請求書の補正）を参照のこと。）。 

(5) その他確認に当たって留意すべき事項 

ア 県では開示請求書の様式（細則様式第４号）を示しているが、当該様式

によらない書面であっても、法第７７条第１項に規定する必要的記載事項

が記載されていれば、有効な開示請求書となる。 

イ 開示請求書には、通知等の連絡先として、開示請求者の氏名及び住所又

は居所を記載することとされているが、開示請求書の様式で示しているよ

うに、電話番号も補正を求める際等の連絡に必要となる場合があることか

ら、記載することとしている。なお、請求者の勤務先、メールアドレス等

も連絡先として記載することがあり得るが、これらの記載は、請求者の任

意によるものであり、連絡目的以外の目的で利用することのないようにす

る。 

また、開示請求は、未成年者や成年被後見人の法定代理人又は任意代理

人が本人に代わって行うこともできる。この場合においては、開示請求者

のみならず、本人の氏名及び住所又は居所についても記載する。 

ウ 開示請求に係る保有個人情報が大量であるため、当該請求に係る事務処

理に長期間を要するような場合には、開示請求者に対して、事務遂行上の

支障等の事情を説明し、抽出請求や分割請求にしてもらうよう要請するこ

とも考えられる。ただし、開示請求は、あくまで開示請求者の意思により

行われるものであるから、要請が拒否されることもあり得る。この場合に

は、開示決定等の期限の延長（法第８３条第２項）等について検討するこ

とになる。 

エ 開示請求者は、政令第２３条の規定により、①求める開示の実施の方法、

②事務所における開示の実施を希望する日及び③写しの送付の希望につ

いて、開示請求書に任意的に記載することができる。 

 これらの任意的記載事項が記載されている場合には、その内容につい  

て確認する（例えば、来所による開示を求める場合に、実施希望日が記載

されているか、電磁的記録に記録されている保有個人情報についてどのよ

うな開示方法を求めているか等）。 
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開示請求書に記載された開示の実施の方法による開示の実施ができな

い場合には、政令第２４条第２項第２号の規定により、その旨を開示決定

通知書に記載して開示請求者に通知することになるが、来所による請求の

場合は、開示請求者の利便性を考慮し、受付の時点で明らかなものについ

ては、その時点でその旨を教示することが望ましい。 

オ 開示請求に係る保有個人情報について、他の法令の規定による開示の制

度があり、その開示の方法が法による開示の方法と同一である場合には、

当該同一の方法による開示の実施は、他の法令の規定により行うことにな

る（法第８８条）。 

カ 前述の(3)又は(4)について不備が認められる場合は、法令に定められた

形式上の要件に適合しない開示請求書として、法第７７条第３項の規定に

基づき、開示請求書の補正を求める（記載事項について確認し、開示請求

書の記載の変更等を求めることも、６-１-２-３（開示請求書の補正）で

説明する「開示請求書の補正」に該当する。）。 

これらの確認事項については、本来、開示請求に係る保有個人情報を保

有していると考えられる関係部局と十分に連携を図るなどにより、実施機

関において、開示請求書の受付時に適切に確認することが望ましい。 

 

【運用】 

１ 事前相談 

請求に係る保有個人情報を保有している所属において、不当な提供となら

ないよう注意しながら、請求をしようとする者から請求する保有個人情報の

内容について聴き取り、開示請求に係る保有個人情報の有無の確認及び具体

的な特定を行うこと。 

また、電話等で問合せがあった際は、県 HP の「福岡県の個人情報保護制

度トップページ」から開示請求書の様式を入手できる旨を案内すること。 

（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/kojinjouhouhogo-top.html） 

 

２ 開示請求書の受付 

(1) 県民情報センター（法務・県民情報課）又は各所属における受付 

ア 県民情報センター（法務・県民情報課） 

県民情報センター（法務・県民情報課）においては、本庁の課室、出先

機関及び他の実施機関（公安委員会、警察本部長及び県が設立した地方独

立行政法人を除く。）の保有個人情報に対する全ての開示請求書を受け付

ける。 
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受け付ける開示請求書が、本庁の課室の保有個人情報に係るものであ

る場合は、当該課室の職員と法務・県民情報課の職員がともに、受付事務

を行い、開示請求書の写しを開示請求者に交付する。（受付事務の詳細は、

６-１-２-１（開示請求書の内容の確認）及び６-１-２-２（本人確認）を

参照のこと。以下同じ。） 

また、出先機関の保有個人情報に係るものである場合は、法務・県民情

報課の職員が電話等で当該出先機関に保有する保有個人情報の内容等を

確認し、法務・県民情報課の職員と当該出先機関を所管する本庁の課室の

職員がともに、受付事務を行う。 

法務・県民情報課は、当該開示請求書の写しを開示請求者に交付し、当

該開示請求書を当該出先機関に送付する。 

イ 本庁の課室 

本庁の課室においては、原則として開示請求書の受付は行わないもの

とするが、法務・県民情報課と連絡の上、開示請求者の利便等を勘案し、

当該課室の保有個人情報に対する開示請求書を受け付けることができる。 

受け付ける際は、法務・県民情報課と十分に連絡を取り、受付事務を行

うとともに、当該開示請求書の写しを開示請求者に交付し、法務・県民情

報課に送付する。 

ウ 出先機関 

当該出先機関の保有個人情報に対する開示請求書を受け付ける。 

受け付ける際は、法務・県民情報課と十分に連絡を取るとともに、当該

出先機関の内部においても、請求の窓口となる庶務担当係と請求に係る

保有個人情報を保有する係等との間で十分に連絡調整しながら、受付事

務を行う。 

併せて、当該開示請求書の写しを開示請求者に交付し、法務・県民情報

課及び本庁の関係課室に送付する。 

  エ 電子申請 

 令和８年３月２４日より、本人による保有個人情報開示請求において、

簡易申請システムによる電子申請を導入した。なお、当該システムで行う

事務は、開示請求の受付までであり、開示決定通知書の送付等、受付以降

の処理については、窓口で受け付ける場合と同様である。 

 開示請求者が電子申請を行うと、法務・県民情報課に電子申請があった

旨のメールが到達するので、法務・県民情報課においてシステムにログイ

ンし、申請データを確認する。 
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 法務・県民情報課は、申請データを担当所属（他の実施機関を含む。）

に回付し、開示請求者に対しては、形式審査終了の通知（受付処理が完了

して申請データを回付した旨の通知）を発行する。 

(2) 窓口での受付に係る留意事項 

次に掲げる事項を開示請求者に説明の上、受け付けた開示請求書の写し

を作成し、開示請求者に交付する。 

ア 開示請求があった日から１５日以内（初日不算入）に開示決定等を行

うこと（条例第６条第 1項）。 

また、その旨の通知に１日から２日を要すること。やむを得ない理由

があるときは、開示決定等を行う期限を延長する場合があり、その場合

はその旨を通知すること（条例第６条第２項）。 

イ 保有個人情報の写しの交付については、費用の負担が必要であること

（条例第８条ただし書）。 

  また、郵送による写しの交付を行う場合は、郵送に係る費用の切手で

の納付が必要であること（細則第１４条第３項）。 

ウ 開示請求に係る個人情報が存在しているかどうかを明らかにできない

場合は、存在しているかどうかを答えないように慎重に対応すること（６

-１-３-４（存否応答拒否の適否）を参照のこと。）。 

エ 開示請求があった場合には、事務手続において必要以上に開示請求者

の氏名等を明らかにしないなど、開示請求者のプライバシーに十分配慮

すること。 

  

３ 住所と異なる場所への書類の送付を希望する場合の取扱い 

開示請求者が、当該開示請求に係る書類について、住所と異なる場所への送

付を希望する場合は、請求者に「開示請求書の『書類の送付先』欄の各項目へ

の記載及び『当該理由を証明する書類の提示又は提出』」を求めること。 
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６-１-２-２ 本人確認（法第７７条第２項） 

法第７７条（第２項） 

２ 前項の場合において、開示請求をする者は、政令で定めるところにより、

開示請求に係る保有個人情報の本人であること（前条第２項の規定による

開示請求にあっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の代理人である

こと）を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。 

 

政令第２２条 

１ 開示請求をする者は、行政機関の長等に対し、次の各号に掲げる書類の

いずれかを提示し、又は提出しなければならない。 

(1)～(2) （略）  

２ 開示請求書を行政機関の長等に送付して開示請求をする場合には、開示

請求をする者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる書類を行政機関の

長等に提出すれば足りる。 

(1)～(2) （略）  

３ 法第７６条第２項の規定により代理人が開示請求をする場合には、当該

代理人は、戸籍謄本、委任状その他その資格を証明する書類（開示請求を

する日前３０日以内に作成されたものに限る。）を行政機関の長等に提示

し、又は提出しなければならない。 

４ 開示請求をした代理人は、当該開示請求に係る保有個人情報の開示を受

ける前にその資格を喪失したときは、直ちに、書面でその旨を当該開示請

求をした行政機関の長等（法第８５条第１項の規定による通知があった場

合にあっては、移送を受けた行政機関の長等）に届け出なければならない。 

５ 前項の規定による届出があったときは、当該開示請求は、取り下げられ

たものとみなす。 

 

【解説】 

開示請求は、保有個人情報の本人又はその法定代理人若しくは任意代理人の

みが行うことができる。このため、開示請求が行われた場合には、実施機関は、

本人確認書類（政令第２２条第１項各号に掲げる書類のいずれか又は同条第２

項各号に掲げる書類（法定代理人又は任意代理人が請求する場合はこれに加え

て同条第３項に規定する書類）をいう。以下同じ。）の提示又は提出を求めて本

人確認を行うことが必要となる。 

なお、本人確認の方法としては、保有個人情報を取り扱う事務又は業務の内容、

保有個人情報の項目や取扱状況、開示される保有個人情報が漏えい等した場合

における本人の権利利益に対する影響の有無や程度、開示請求の受付方法等に
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応じて、適切なものである必要がある。また、本人確認のために求める情報につ

いても、実施機関が取り扱う個人情報に比して必要以上に多くの情報を求めな

いようにするなど、本人に過重な負担を課するものとならないよう配慮する必

要がある。 

 

１ 本人による開示請求の場合 

(1) 開示請求を行う者に対して、次の方法に従って本人確認書類の提示又は

提出を求め、本人であることを確認する。 

なお、詳細は【政令第２２条の規定に基づき提示又は提出を求める本人確

認書（例）】を参照のこと。 

① 来所による請求 

ア 請求者本人であることを確認できる書類 

     例）運転免許証、個人番号カード 等 

② 郵送による請求 

ア ①アの書類のコピー 

イ 住民票の写し（開示請求をする日前３０日以内に作成され、個人番号

の記載がないもの。コピー不可。） 

※ 開示請求をする日に作成された場合もこれに含まれる。以下３０日

以内に作成されたものに限る書類について同様。 

  ③ 電子申請による請求 

ア 個人番号カードに記録された電子証明書 

（電子証明書が有効期限切れであるなど認証局を利用できない場合は、

電子申請による受付はできないため、①又は②による請求を案内する。） 

(2) 開示請求者から提示又は提出された本人確認書類について、実施機関に

おいて適切に本人確認を行った記録を残すなどの目的で、その原本を保管

又は個人番号以外の番号等を保存する場合には、保有個人情報として適切

な管理を行う必要がある。 

なお、本人確認書類の原本若しくは複写物を保管し、又は個人番号以外

の番号等の記録を保存することは法及び政令を遵守する上での必須事項で

はないので、複数の職員で本人確認書類を確認し、その旨を記録に残すの

みとする方法が望ましい。 

やむを得ず、個人番号が記録された本人確認書類の原本又は複写物を保

管する必要が生じた場合には、個人番号が容易に判明しない措置を必ず講

じ、保管する必要がない場合には、本人確認をした後に、裁断又は溶解を

行う必要がある。 
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【措置の例】 

・ 個人番号が容易に判明しない措置としては、個人番号を黒塗りした

書類をコピーしたものを保管する。 

・ 剥離すると被覆部分が判読不能となる被覆シールを個人番号に貼付

して保管する。 

(3) 本人による開示請求の場合のみ、電子申請による開示請求を認めている。

電子申請により開示請求を行う者は、個人番号カードに記録された電子証明

書を利用して、開示請求書の記載情報に電子署名（電子署名及び認証業務に

関する法律（平成１２年法律第１０２号）第２条第１項）を行い、電子証明

書とともに電子署名が付された開示請求書を県に送信することとなる。これ

を基に開示請求者の本人確認と開示請求書の真正性の確認を行う。なお、開

示請求を行う者が、電子証明書が有効期限切れであるなど認証局を利用でき

ない場合は、電子申請による請求ではなく、来所又は郵送による請求を案内

する。 

２ 法定代理人による開示請求の場合 

(1) 開示請求を行う法定代理人に対して、上記１に記載した事項に留意しな

がら、次の方法に従って、法定代理人本人に係る本人確認書類の提示又は提

出を求め、法定代理人本人であることを確認するとともに、法定代理人であ

ることを証明する書類の提示又は提出を求め、法定代理人の資格を有するこ

とを確認する。 

なお、詳細は【政令第２２条の規定に基づき提示又は提出を求める本人確

認書類（例）】を参照のこと。 

また、法人が法定代理人として請求する場合については、一部必要な書類

が異なるため、【代理人が請求する場合の本人確認書類等の内容（例）】 

<例２>を参照のこと。 

① 来所による請求 

ア 法定代理人本人であることを確認できる書類 

例）運転免許証、個人番号カード 等 

イ 法定代理人の資格を証明する書類（開示請求をする日前３０日以内に

作成されたものに限る（※）。コピー不可。） 

例）戸籍謄本、戸籍抄本、成年後見登記の登記事項証明書 

② 郵送による請求 

ア ①アの書類のコピー 

イ ①イの書類 

ウ 住民票の写し（開示請求をする日前３０日以内に作成され、個人番号

の記載がないもの。コピー不可。） 
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(2) なりすましや利益相反の防止といった観点から、法定代理人からの申請 

があった場合において、適切に本人確認を行うこと等により、本人の権利利 

益を損なうことのないよう対応することが必要である。 

 

【本人確認の対応の例】 

・ 請求者（法定代理人）の顔写真付の本人確認書類を求め、請求者が法

定代理人本人であることを確認する。 

・ 請求者（法定代理人）の顔写真付の本人確認書類の提出がない場合、

複数の本人確認書類の提出を求めることにより、請求者が法定代理人本

人であることを確認する。 

 

(3) 開示請求を行う法定代理人に対して、開示を受ける前に法定代理人とし 

ての資格を喪失した場合には、政令第２２条第４項の規定により、その旨を

届け出なければならないことを教示する。また、当該開示請求に係る審査手

続等を考慮し、提示又は提出された書類等から、開示の実施が想定される日

に法定代理人がその資格を喪失しているおそれがないかについて確認する。 

 

３ 任意代理人による開示請求の場合 

(1) 開示請求を行う任意代理人に対して、上記１に記載した事項に留意しな

がら、次の方法に従って、任意代理人本人に係る本人確認書類の提示又は提

出を求め、任意代理人本人であることを確認するとともに、任意代理人であ

ることを証明する書類の提示又は提出を求め、任意代理人の資格を有するこ

とを確認する。 

なお、詳細は【政令第２２条の規定に基づき提示又は提出を求める本人確

認書類（例）】を参照のこと。 

また、法人が任意代理人として請求する場合については、一部必要な書類

が異なるため、【代理人が請求する場合の本人確認書類等の内容（例）】 

<例４>を参照のこと。 

  ① 来所による請求 

   ア 任意代理人本人であることを確認できる書類 

例）運転免許証、個人番号カード 等 

   イ 任意代理人の資格を証明する委任状（開示請求をする日前３０日以

内に作成されたものに限る。コピー不可。） 

     

   ≪委任状に関する留意事項≫ 

    委任状の真正性の確認のため、次のいずれかの書類を併せて確認する。 
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（郵送による請求の場合も同様。） 

(Ⅰ)運転免許証等の委任者本人に対し一部のみ発行される書類のコピー 

(Ⅱ)委任者の印鑑登録証明書（開示請求をする日前３０日以内に作成された

もの。コピー不可。この場合は、委任状に実印の押印が必要。） 

※ これらの措置については、法令上の義務ではなく、委任状の真正

性の確認のための運用上の措置であることに留意する。 

 

   ② 郵送による請求 

    ア ①アの書類のコピー 

イ ①イの書類 

ウ 住民票の写し（開示請求をする日前３０日以内に作成され、個人番

号の記載がないもの。コピー不可。） 

(2) なりすましや利益相反の防止といった観点から、任意代理人からの請求

があった場合において、適切に本人確認を行うほか、代理人の資格について、

必要に応じて、委任状その他その資格を証明する書類の確認を補充するもの

として、代理人の資格の確認のための行為を積み重ねることが重要である。

また、開示の方法を工夫すること等と合わせて、本人の権利利益を損なうこ

とのないよう対応することが必要である。 

 

【本人確認の対応の例】 

・ 請求者（任意代理人）の顔写真付の本人確認書類を求め、請求者が任

意代理人本人であることを確認する。 

・ 請求者（任意代理人）の顔写真付の本人確認書類の提出がない場合、

複数の本人確認書類の提出を求めることにより、請求者が任意代理人本

人であることを確認する。 

 

【なりすましや利益相反の防止のための対応の例】 

・ 請求を受けた後に、電話により請求者本人を通話口に呼び出し、口頭

で委任の事実を確認する。 

・ 請求者（任意代理人）又は請求の対象となっている保有個人情報に係

る本人の了解を得て、当該本人限定受取による郵便物として送付する。 

 

(3) 開示を受ける前に任意代理人としての資格を喪失した場合には、政令第

２２条第４項の規定により、その旨を届け出なければならないことを、開示

請求を行う任意代理人に対して教示する。また、当該開示請求に係る審査手

続等を考慮し、提出された書類等から、開示の実施が想定される日に任意代
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理人がその資格を喪失しているおそれがないかについて確認する。 
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【代理人が請求する場合の本人確認等の内容（例）】 

<例１>子Ａの法定代理人（親Ｂ）が開示請求する場合 

   

 

        

 

 

来所による請求 郵送による請求 

＜次の書類の提示又は提出＞ 

①法定代理人の資格を証明する書類

（※１） 

②法定代理人Ｂの本人確認書類 

（※２） 

＜次の書類の提出＞ 

①法定代理人の資格を証明する書類

（※１） 

②法定代理人Ｂの本人確認書類のコ

ピー（※２） 

③住民票の写し（コピー不可） 

（※１）、（※３） 

※１ 法定代理人の資格を証明する書類及び住民票の写しは、開示請求をする日前３０日

以内に作成されたものに限る。 

※２ 本人確認書類に記載されている氏名又は住所が開示請求書に記載されたものと異な

っている場合には、開示請求者に事実関係を確認した上で、開示請求書と同一の氏名

等が記載されている他の本人確認書類の提示又は提出を求める。 

※３ 住民票の写しは、市町村が発行する公文書であり、そのコピーによる提出は認めら

れない。 

 

注） 法定代理人としての資格を喪失した場合には、その旨を届け出なければならないこ

とを教示する（届出があった場合は請求取下げとみなす。）。 

 

 

  

実施機関 

請求 

子Ａ 

① 
法定代理人（親Ｂ）②③ 
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<例２>個人Ｃが法定代理人である法人Ｄ（担当者Ｅ）に委任して開示請求する場合 

        
           

               

             

               

                

※１ 法定代理人の資格を証明する書類及び登記事項証明書は、開示請求をする日前３０

日以内に作成されたものに限る。 

※２ 法定代理人である法人が、郵送による請求を行う場合は、確認のため開示請求書への

代表者印の押印が必ず必要となる。 

 

注） 法定代理人としての資格を喪失した場合には、その旨を届け出なければならない旨

を教示する（届出があった場合は請求取下げとみなす。）。 

  

  

来所による請求 郵送による請求 

＜次の書類の提示又は提出＞ 

①法定代理人の資格を証明する書類 

 （※１） 

②法人代表者印が押印された法人Ｄ

から担当者Ｅへの委任状 

（法人代表者が請求の任に当たる

場合は不要） 

③法人の印鑑証明書又は印鑑カード 

④担当者Ｅの本人確認書類 

＜次の書類の提出＞ 

①法定代理人の資格を証明する書類 

（※１） 

②開示請求書への押印（※２） 

③法人Ｄの登記事項証明書（コピー

不可）（※１） 

④担当者Ｅの本人確認書類のコピー 

法人Ｄ 

① ②③ 

担当者Ｅ④ 

実施機関 

請求 

法定代理人 

個人Ｃ 
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<例３>個人Ｆが任意代理人Ｇ（弁護士等）に委任して開示請求する場合 

                     

        

                  

                    

 

 

 

 

 

来所による請求 郵送による請求 

＜次の書類の提示又は提出＞ 

①委任状（※１）、（※２） 

②任意代理人Ｇの本人確認書類 

＜次の書類の提出＞ 

①委任状（※１）（※２） 

②任意代理人Ｇの本人確認書類のコ        

ピー 

③住民票の写し（コピー不可） 

（※２）、（※３） 

※１ 委任状の真正性の確認のため、次の書類のいずれかを併せて確認する。 

(Ⅰ)委任者（個人Ｆ）本人に対し一部のみ発行される書類（運転免許証等）のコピー 

(Ⅱ)委任者（個人Ｆ）の印鑑登録証明書（この場合、委任状には実印の押印が必要） 

委任状の真正性の確認は、法令上の義務ではなく運用上の措置であることに留意 

※２ 委任状及び住民票の写しは、開示請求をする日前３０日以内に作成されたものに限

る。 

※３ 住民票の写しは、市町村が発行する公文書であり、そのコピーによる提出は認めら

れない。 

 

注） なりすましや利益相反の防止の観点から、適切に本人確認や代理人の資格の確認を

行う必要がある点に注意する。 

  【例】請求を受けた後に、電話により請求者本人を通話口に呼び出し、口頭で委任の

事実を確認する 等 

注） 任意代理人としての資格を喪失した場合には、その旨を届け出なければならないこ

とを教示する（届出があった場合は請求取下げとみなす。）。

個人Ｆ 

委任① 

実施機関 

任意代理人Ｇ②③ 

請求 
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<例４>個人Ｈが任意代理人である法人Ｉ（担当者Ｊ）に委任して開示請求する場合 

        
           

               

             

               

                

※１ 委任状の真正性の確認のため、次の書類のいずれかを併せて確認する。 

(Ⅰ)委任者（個人Ｅ）本人に対し一部のみ発行される書類（運転免許証等）のコピー 

(Ⅱ)委任者（個人Ｅ）の印鑑登録証明書（この場合、委任状には実印の押印が必要） 

委任状の真正性の確認は、法令上の義務ではなく運用上の措置であることに留意 

※２ 委任状及び登記事項証明書は、開示請求をする日前３０日以内に作成されたものに

限る。 

※３ 任意代理人である法人が、郵送による請求を行う場合は、確認のため開示請求書への

代表者印の押印が必ず必要となる。 

 

注） なりすましや利益相反の防止の観点から、適切に本人確認や代理人の資格の確認を

行う必要がある点に注意する。 

 【例】請求を受けた後に、電話により請求者本人を通話口に呼び出し、口頭で委任の

事実を確認する 等 

注） 任意代理人としての資格を喪失した場合には、その旨を届け出なければならない旨

を教示する（届出があった場合は請求取下げとみなす。）。 

  

来所による請求 郵送による請求 

＜次の書類の提示又は提出＞ 

①委任状（※１）（※２） 

②法人代表者印が押印された法人 I

から担当者 Jへの委任状（※２） 

（法人代表者が請求の任に当たる

場合は不要） 

③法人の印鑑証明書又は印鑑カード 

④担当者 Jの本人確認書類 

＜次の書類の提出＞ 

①委任状（※１）（※２） 

②開示請求書への押印（※３） 

③法人 Iの登記事項証明書（コピー

不可）（※２） 

④担当者 Jの本人確認書類のコピー 

法人Ｉ 

委任

① 

②③ 

担当者Ｊ④ 

実施機関 

請求 

任意代理人 

個人Ｈ 
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<参考> 

【政令第２２条の規定に基づき提示又は提出を求める本人確認書類（例）】 

場合分け 本人確認書類 留意事項 

(1) 

本人に

よる開

示請求

の場合 

 

ア  来 所

による請

求（政令

第２２条

第１項） 

・運転免許証、健康保険の

資格確認書、個人番号カ

ード、住民基本台帳カー

ド（住所記載があるも

の）、在留カード、特別永

住者証明書又は特別永住

者証明書とみなされる外

国人登録証明書、小型船

舶操縦免許証、運転経歴

証明書、猟銃・空気銃所持

許可証、宅地建物取引士

証、国民健康保険の資格

確認書、後期高齢者医療

保険の資格確認書、船員

保険の資格確認書、私立

学校教職員共済制度の資

格確認書、国家公務員共

済組合の資格確認書、地

方公務員共済組合の資格

確認書、恩給証書、児童扶

養手当証書、身体障害者

手帳、精神障害者保健福

祉手帳等（以上は政令第

２２条第１項第１号に通

常該当する書類） 

 

・上記書類をやむを得ない

理由により提示又は提出

できない場合に、代替と

して有効な書類になり得

ると考えられるもの（政

令第２２条第１項第２

号）：上記書類が更新中の

①開示請求書に記

載されている開

示請求者の氏名

及び住所又は居

所と同一の氏名

及び住所又は居

所が記載されて

いることが原則

必要。そうでない

場合については

注１を参照。 

②資格確認書につ

いては注２及び

注３を参照。 

③個人番号カード

については注４

を参照。 

④住民基本台帳カ

ードについては

注５を参照。 

⑤外国人登録証明

書については注

６を参照。 

⑥左欄のほか、住民

票の写し、印鑑登

録証明書、納税証

明書等について

は注７を参照。 

⑦このほか、書類に

疑義がある場合

については、注８

を参照。 

⑧左欄において（地

方）とあるのは、

国の法令の根拠

はないが、地方公

共団体により発

行されることが
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場合に交付される仮証明

書や引換書類、旅券、住所

記載のない住民基本台帳

カード、船員手帳、海技免

状、無線従事者免許証、認

定電気工事従事者認定

証、電気工事士免状、調理

師免許証、外国政府が発

行する外国旅券、印鑑登

録証（地方）、療育手帳（愛

の手帳、愛護手帳、みどり

の手帳）（地方）、敬老手帳

（地方）、り災証明書（地

方）、国立大学の学生証等 

ある書類を指す。 

⑨通知カード及び

表面に個人番号

が記載されてい

る書類について

は、注９を参照。 

イ  郵 送

による請

求（政令

第２２条

第２項） 

・（Ｉ）アの書類の複写物

（政令第２２条第２項第

１号） 

・（Ⅱ）住民票の写し（注９

参照） 

※住民票の写しを用いる

ことができない場合に

代替として有効な書類

になり得ると考えられ

るもの：在外公館の発

行する在留証明、開示

請求書に記載された氏

名及び住所又は居所が

明示された配達済みの

郵便物、開示請求者が

所在している施設の管

理者が発行した居住証

明書や宿泊証明書等 

（政令第２２条第２項

第２号） 

①（Ｉ）と（Ⅱ）の

両方の送付が必

要。また双方は異

なる必要がある。 

②（Ⅱ）の書類は開

示請求をする日

前３０日以内に

作成されたもの

に限る。 

③（Ⅱ）の書類とし

て住民票の写し

以外を用いる場

合については注

１０を参照。 

④（Ｉ）及び（Ⅱ）

いずれにも開示

請求書に記載さ

れている開示請

求者の氏名及び

住所又は居所と

同一の氏名及び

住所又は居所の

記載されている

ことが原則必要。

そうでない場合
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については注１

１を参照。 

⑤その他書類に疑

義がある場合に

ついては注８を

参照。 

⑥住民票の写しは、

市町村が発行す

る公文書であり、

その複写物によ

る提出は認めら

れない。 

ウ  電 子

申請によ

る開示請

求 

・公的個人認証による電子

証明書 

 

（2） 

法定代

理人に

よる開

示請求

の場合 

ア  来 所

による請

求 

・（1）アの書類 

（政令第２２条第１項） 

・留意事項は(1)ア

と同様 

・上記に加え、法定代理人

の資格を証明する戸籍謄

本、戸籍抄本、成年後見登

記の登記事項証明書、家

庭裁判所の証明書（家事

事件手続法（平成２３年

法律第５２号）第４７条）

等 

（政令第２２条第３項） 

・複写物は認めら

れない。 

・開示請求をする

日前３０日以内

に作成されたも

のに限る。 

・注１２を参照。 

イ  郵 送

による請

求 

・(1)イ（Ｉ）の書類 

（政令第２２条第２項第

1号） 

・(1)イ（Ⅱ）の書類 

（政令第２２条第２項第

２号） 

・留意事項は（1）イ

と同様 

・上記に加え、法定代理人

の資格を証明する戸籍謄

本、戸籍抄本、成年後見登

記の登記事項証明書、家

・複写物は認めら

れない。 

・開示請求をする

日前３０日以内

に作成されたも
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庭裁判所の証明書（家事

事件手続法第４７条）等 

（政令第２２条第３項） 

のに限る。 

・注１２を参照。 

(3) 

任意代

理人に

よる開

示請求

の場合 

ア  来 所

に よ る

請求 

・(1)アの書類 

（政令第２２条第１項） 

・留意事項は(1)ア

と同様 

・上記に加え、任意代理人

の資格を証明する委任状 

（政令第２２条第３項） 

・複写物は認めら

れない。 

・開示請求をする

日前３０日以内

に作成されたも

のに限る。 

・注１３を参照。 

イ  郵 送

に よ る

請求 

・(1)イ（Ｉ）の書類 

（政令第２２条第２項第

１号） 

・(1)イ（Ⅱ）の書類 

（政令第２２条第２項第

２号） 

・留意事項は(1)イ

と同様 

・上記に加え、任意代理人

の資格を証明する委任状 

（政令第２２条第３項） 

・複写物は認めら

れない。 

・開示請求をする

日前３０日以内

に作成されたも

のに限る。 

注１ 【来所による請求において氏名・住所不一致の場合】婚姻や転居等の

事由により、本人確認書類に記載されている氏名又は住所が開示請求書

に記載されたものと異なっている場合には、開示請求者に事実関係を確

認した上で、開示請求書と同一の氏名等が記載されている他の本人確認

書類の提示又は提出を求める。ただし、災害により一時的に転居してい

る場合等やむを得ない理由がある場合は、住所又は居所が開示請求書と

一致しない書類しか準備できなくとも、下記に従い、有効な本人確認書

類として認める余地がある。 

【来所による請求において住所不記載・不一致の書類しかない場合】

住所が記載されていない本人確認書類しか提示又は提出ができないと

する場合又は開示請求書の記載と異なる住所が記載された本人確認書

類しか提示又は提出できないとする場合は、開示請求者に事情の説明を

求め、災害による一時的転居、国内短期滞在（外国人）等のやむを得な

い理由があることを確認した上で、それらの本人確認書類の提示又は提
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出を求める。なお、この場合は、住所の確認が取れていないことを念頭

に置いて、その後の補正、開示の実施等の手続を進める必要がある。 

注２ 【資格確認書の取扱い】医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図る

ための健康保険法等の一部を改正する法律（令和元年法律第 9 号）によ

り、保険者番号及び被保険者等記号・番号について、「告知要求制限」

の規定が設けられていることから、告知要求制限に抵触することのない

よう、保険者番号及び被保険者等記号・番号の記録をしない、資格確認

書の写しにマスキングを施すなど、資格確認書の取扱いには十分注意す

る 

注３ 【複数の者が記載された書類】複数の者の氏名が記載された資格確認

書等は、そこに記載された他の者によるなりすまし請求が行われること

もあり得ると考えられることから、例えば、比較的年齢の近い兄弟の一

方が請求している場合等のように資格確認書等のみで本人確認をしに

くい場合においては、別の本人確認書類の提示又は提出を追加して求め

るなどの慎重な対応が必要である。 

注４ 【個人番号カードの取扱い】番号利用法では、個人番号及び特定個人

情報の取扱いに関し、提供の求めの制限（第１５条）、特定個人情報の

提供の制限（第１９条）、収集等の制限（第２０条）等の制限が規定され

ていることから、誤って個人番号を収集等することのないよう、個人番

号カードの取扱いには十分注意する。 

注５ 【住民基本台帳カードの経過措置】住民基本台帳カードは、行政手続

における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う総務省

関係政令の整備に関する政令（平成２７年政令第３０号）附則第９条の

規定により、次に示す時まで個人番号カードとみなされ、引き続き使用

可能である。 

○旧住民基本台帳法第３０条の４４第９項の規定により住民基本台

帳カードの有効期間が満了した場合等においてその効力を失う時又

は番号利用法に基づき個人番号カードの交付を受ける時のいずれか

早い時 

注６ 【外国人登録証明書の経過措置】特別永住者が所持する外国人登録証

明書は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日

本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正す

る等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令（平

成２３年政令第４２１号）附則第３条の規定により、次に示す日まで特



個人情報保護事務の手引（その１ 解釈・運用） 

 

93 

 

別永住者証明書とみなされ、引き続き使用可能である。 

○特別永住者証明書とみなされる期限（特別永住者）：外国人登録証明

書に記載されている旧外国人登録法に基づく次回確認（切替）申請期

間の始期である誕生日。ただし平成２４年７月９日に１６歳未満の場

合は１６歳の誕生日 

注７ 【他人へ提出することを常とする書類】住民票の写し、納税証明書、

印鑑登録証明書等は、それ単独で政令第２２条第１項の本人確認書類と

して認める余地がないわけではないが、他人へ提出することを通常とす

る書類であり本人以外の者が所持している可能性も高いことから、原則

として、別の本人確認書類の提示又は提出を追加して求めるなどして慎

重に確認することが必要である。 

注８ 【その他疑義がある場合】上記のほか、提示又は提出された書類に疑

義がある場合は、適宜、事情の説明を求め、又は追加で他の本人確認書

類の提示又は提出を求める。 

注９ 【通知カード及び表面に個人番号が記載されている書類の取扱い】内

閣府大臣官房番号制度担当室参事官及び総務省自治行政局住民制度課

長は、平成２７年８月２８日付け府番第２８５号及び総行住第１０２号

において、番号利用法第１６条の規定に基づく本人確認以外の一般的な

本人確認の手続において、通知カード及び表面に個人番号が記載されて

いる住民票の写し等の書類を本人確認書類として取り扱うことは適当

でないと考えられる旨を通知している。 

注１０ 【送付請求において住民票の写し以外を用いる場合】災害による一

時的転居、海外長期滞在、国内短期滞在（外国人）等のやむを得ない理

由により、住民票の写しが送付できないか、又は住民票の写しに記載さ

れた住所と開示請求書記載の住所若しくは居所が異なる場合は、住民票

の写し以外の（Ⅱ）の書類であって開示請求書の住所又は居所と記載が

一致するものの送付を求める。この場合、（Ｉ）の書類の住所の記載に

ついては、記載されていなくとも、又は開示請求書と異なるものが記載

されていても構わないが、疑義が残る場合は、開示請求者に説明した上

で、所在施設の管理者等の関係者に問い合わせ、事情を確認することが

必要である。 

なお、（Ⅱ）の書類として、開示請求者が申告した住所又は居所に宛

てて確認のための書面を転送不要扱いで送付し、当該請求者自身が署

名した当該書面の提出を求めることとすれば、より確実に住所又は居

所の確認をすることができる（時間がかかるため、開示請求者には当該

書面等において当該確認の必要性について十分な説明をすることが望
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ましい）。また、刑事施設又は地方入国管理官署に収容されているなど

の事情で他の確認手段がない場合にも、これらの施設の発行する在所

証明等の送付（（Ⅰ）の書類に相当）を求めることと併せて、この方法

を用いることが考えられる。 

注１１ 【送付請求において住所不一致・不記載の場合】（Ｉ）又は（Ⅱ）の

いずれかの書類について、婚姻や転居等の事由により氏名又は住所が開

示請求書に記載されたものと異なっている場合や住所の記載がない場

合には、開示請求者に事実関係を確認した上で、開示請求書と同一の氏

名、住所等が記載されている他の本人確認書類の送付を求める。ただし、

注１０に該当する場合は、この限りでない。 

注１２ 【法人による開示請求】成年後見人となっている福祉関係の公益

社団法人、社会福祉法人等が法定代理人として開示請求をする場合に

ついては、法定代理人の資格を証明する書類（政令第２２条第３項）

として成年後見登記の登記事項証明書、家庭裁判所の証明書（家事事

件手続法第４７条）等が必要となるほか、提示又は提出を求める本人

確認書類の例は次のとおり。 

① 窓口請求の場合（政令第２２条第１項）：請求の任に当たる者（担当

者）に係る上表(1)アの書類に加えて、法人の印鑑証明書（又は印鑑カ

ード）及びそれにより証明される印が押された担当者への委任状（代

表者本人が請求の任に当たる場合は委任状不要）。 

② 送付請求の場合（政令第２２条第２項）：①の本人確認書類の複写物

に加え、法人の登記事項証明書。なお確認のため開示請求書にも押印

を求める。 

注１３ 【任意代理人の資格を証明する書類として委任状を提示又は提出

する場合】任意代理人の資格を証明する書類として委任状の提示又は

提出を受ける場合には、その真正性を確認するために、委任者の実印

を押印することとした上で印鑑登録証明書の添付を求める、又は委任

者の運転免許証、個人番号カード等本人に対し一に限り発行される書

類の複写物の添付を求める。これらの措置については、法令上の義務

ではなく、委任状の真正性の確認のための運用上の措置であることに

留意する。 

なお、委任状の様式については、細則に定められた委任状（保有個

人情報に係る開示請求用）（細則様式第２９号）を用いること。任意

の様式による委任も妨げられるものではない。 
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６-１-２-３ 開示請求書の補正（法第７７条第３項） 

法第７７条（第３項） 

３ 行政機関の長等は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、

開示請求をした者（以下この節において「開示請求者」という。）に対し、

相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、

行政機関の長等は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供する

よう努めなければならない。 

 

【解説】 

開示請求書に形式上の不備があると認める場合には、開示請求者に対して、相

当の期間を定めて、開示請求書の補正を求めることができる。補正を求めるに当

たっては、次の事項に留意する。 

 

１ 形式上の不備 

開示請求書に形式上の不備があるときは、行政手続法（平成５年法律第８８

号）第７条の規定により、速やかに、補正を求めるか請求を拒否する決定（法

第８２条第２項による不開示の決定）をするかのいずれかを行わなければなら

ないが、適切な情報提供を行うなどにより、できる限り補正を求めることが望

ましい。 

形式上の不備がある場合としては、例えば、次のような場合がある。 

(1) 法第７７条第１項の記載事項が記載されていない場合 

(2) 同項第２号の保有個人情報を特定するに足りる事項の記載が不十分であ

るため開示請求に係る保有個人情報が特定されていない場合 

(3) 開示請求書が日本語以外の言語で記載されている場合 

(4) 本人確認書類や代理人の資格を証明する書類が提示又は提出されていな

い場合（提示又は提出された書類に不備があり、補正の求めを行っても不

備が解消されない場合も含む。） 

 

２ 相当の期間 

行政手続法第７条に規定する「相当の期間」と同義であり、当該補正をする

のに社会通念上必要とされる期間を意味し、個別の事案に応じて実施機関が判

断する。 

 

３ 補正の方法 

(1) 窓口等における修正の求め 

窓口等で開示請求を受け付ける際に形式上の不備が認められた場合は、
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開示請求者に対して、開示請求書の修正を求め、開示請求者本人に開示請

求書の記載を修正してもらうことが望ましい。 

なお、明らかな誤字・脱字等不備が軽微な場合や、開示請求者本人に開示

請求書の記載の修正を求めることが困難な場合等には、開示請求者の了解を

得た上で、窓口等の担当者が本人に代わって記載を修正することも可能であ

る。 

この場合には、修正した開示請求書の写しを開示請求者に交付し、確認を

求めるなど、事後のトラブルが生じないように十分配慮する。 

(2) 書面による補正の求め 

開示請求者が補正に応じないまま、形式上の不備がある開示請求書が提 

出された場合、開示請求書を受け付けた後に形式上の不備が明らかになっ

た場合、又は郵送により形式上の不備がある開示請求書が提出された場合

等は、書面による補正を求めること。 

 

４ 補正の参考となる情報の提供 

保有個人情報の特定が不十分である開示請求がなされた場合には、法第７７

条第３項の趣旨を踏まえ、開示請求者に対して、保有個人情報の特定に資する

情報の提供を積極的に行うことが必要である。特定不十分として不開示決定を

行うということは、開示請求者に対して十分な情報提供を行ったにもかかわら

ず、開示請求者が補正の求めに応じなかった場合等開示請求者側に特別の事情

がなければ生じないものであるということに留意する。 

 

【運用】 

１ 開示請求書の補正 

  書面による補正を求める場合は、以下の内容を開示請求者に通知するもの

とする。 

 (1) 形式上の不備に該当する事項 

  (2) 補正を求める内容 

  (3) 補正の参考となる事項 

  (4) 補正の期限 

  (5) 期限内に補正がなされなかった場合に不開示決定を行う旨 

  

２ 補正を求めた場合の期限 

条例第６条第１項ただし書に規定する「補正を求めた場合」とは、行政手続

法第７条の規定により補正を求めた場合のことを指すため、書面によらない電

話等での修正を求めた場合には適用されないことに留意する。 
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６-１-３ 開示・不開示の審査 

６-１-３-１ 不開示情報該当性の審査（法第７８条） 

法第７８条（第１項） 

１ 行政機関の長等は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人

情報に次の各号に掲げる情報（以下この節において「不開示情報」という。）

のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人

情報を開示しなければならない。 

 

【解説】 

開示請求に係る保有個人情報が存在する場合には、当該保有個人情報につい

て、法第７８条第１項に規定する不開示情報に該当するかどうか審査し、「保有

個人情報の全部又は一部を開示する」（法第８２条第１項）か「保有個人情報の

全部を開示しない」（同条第２項）かの判断を行う。 

不開示情報該当性は、時の経過、社会情勢の変化、当該情報に係る事務・事

業の進行の状況等の事情の変更に伴って変化するものであり、開示請求があっ

た都度判断しなければならない。一般的には、ある時点において不開示情報に

該当する情報が、別の時点においても当然に不開示情報に該当するわけではな

い。 

なお、個々の開示請求における不開示情報該当性の判断の時点は、開示決定

等の時点（当該開示請求ごとの開示決定等の判断の時点）である。 

 

１ 不開示情報該当性の審査 

当該判断は、保有個人情報の内容、利用目的に則し、福岡県個人情報保護審

議会の答申や個人情報保護に関する訴訟の判決等を参考にしつつ、個別具体的

に慎重に行う。 

また、不開示情報は、法第７８条第１項に規定する不開示情報のいずれか一

つに該当するだけでなく、複数の不開示情報に該当することもあるのでその点

にも留意する。 

法に基づいて本人の特定個人情報の開示請求が行われた場合、番号利用法第

２条第６項の本人（個人番号によって識別される特定の個人本人）がその開示

を求めているのであるから、法第７８条第１項に定められた不開示情報に該当

する部分を除いて、開示することとなる。 

 

２ 開示請求に係る保有個人情報を保有していない場合等の取扱い 

開示請求に係る保有個人情報が、請求先の実施機関の保有する保有個人情報

に該当しない場合、文書保存期間満了により廃棄処分しており保有していない
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場合、開示請求の対象外となっている場合等には、実施機関において開示請求

者にその旨を教示するなど適切に対応する必要がある。しかしながら、開示請

求は、あくまで開示請求者の意思により行われるものであるため、以上のよう

な場合であっても、開示請求が行われることがあり得る。その場合には、不開

示の理由を示して不開示決定を行うこととなる。 

また、開示請求に係る保有個人情報が特定されていないなどの事由により、

開示請求者に補正を求めたが、開示請求者がこれに応じなかった場合には、開

示請求書に形式上の不備があるものとして、不開示決定を行うこととなる。 
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６-１-３-１-１ 不開示情報（個人に関する情報）（法第７８条第１項第１号及

び第２号） 

法第７８条（第１項第１号及び第２号） 

(1) 開示請求者（第７６条第２項の規定により代理人が本人に代わって開示

請求をする場合にあっては、当該本人をいう。次号及び第３号、次条第２

項並びに第８６条第１項において同じ。）の生命、健康、生活又は財産を害

するおそれがある情報 

(2) 開示請求者以外の個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関す

る情報を除く。）であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記

述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの（他

の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別するこ

とができることとなるものを含む。）若しくは個人識別符号が含まれるも

の又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示す

ることにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあ

るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。 

イ 法令の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は

知ることが予定されている情報 

ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要

であると認められる情報 

ハ 当該個人が公務員等（国家公務員法（昭和２２年法律第１２０号）第

２条第１項に規定する国家公務員（独立行政法人通則法第２条第４項に

規定する行政執行法人の職員を除く。）、独立行政法人等の職員、地方公

務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２条に規定する地方公務員及び

地方独立行政法人の職員をいう。）である場合において、当該情報がその

職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の

職及び当該職務遂行の内容に係る部分 

 

【解説】 

１ 本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報 

開示請求制度は、本人に対して当該本人に関する保有個人情報を開示するも

のであり、通例は本人の権利利益を害するおそれはないものと考えられる。 

しかし、開示が必ずしも本人の利益にならない場合もあり得ることから、そ

のような場合には不開示とすることができるようにしておく必要がある。 

例えば、カルテの開示の場合、インフォームドコンセントの考え方から相当

程度の病状等を開示することが考えられる場合がある一方で、患者の精神状態、
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病状の進行状態等から、開示が病状等の悪化をもたらすことが予見される場合

もあり得る。 

また、児童虐待の場合のように、虐待の告発等の児童本人に関する情報を親

が法定代理人として開示請求する場合も想定される。 

このような場合において、本人に関する保有個人情報であることを理由と

して一律に開示義務を課すことは合理性を欠くこととなる。 

本号が適用される局面は、開示することが深刻な問題を引き起こす可能性

がある場合であり、その運用に当たっては、具体的ケースに即して慎重に判

断する必要がある。 

 

２ 開示請求者以外の個人に関する情報 

開示請求に係る保有個人情報の中に、本人以外の第三者（個人）に関する情

報が含まれている場合があるが、第三者に関する情報を本人に開示することに

より当該第三者の権利利益が損なわれるおそれがあることから、第三者に関す

る情報は不開示としている。 

なお、「個人に関する情報」とは、個人の内心、身体、身分、地位その他個

人に関する一切の事項についての事実、判断、評価等の全ての情報が含まれる

ものであり、個人に関連する情報全般を意味する。したがって、個人の属性、

人格や私生活に関する情報に限らず、個人の知的創作物に関する情報、組織体

の構成員としての個人の活動に関する情報も含まれる。「個人」には、外国に

居住している者も含まれ、国籍を問うものではない。また、生存する個人に関

する情報のほか、死亡した個人に関する情報も含まれる。 

「個人に関する情報」の判断に当たり、原則として、公務員等に関する情報

と非公務員等に関する情報とを区別していないが、前者については、特に不開

示とすべきでない情報をハにおいて除外している。 

 

３ 事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く 

「営む」とは、同種の行為を反復継続して行うことをいい、対価を得てなさ

れるかどうかを問わない。 

「事業を営む個人の当該事業に関する情報」は、個人に関する情報の意味す

る範囲に含まれるが、当該事業に関する情報であるので、法人等に関する情報

と同様の要件により不開示情報該当性を判断することが適当であることから、

本号の保有個人情報からは除外されている。 

 

４ 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外

の特定の個人を識別することができるもの 
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「特定の個人を識別することができるもの」は、当該情報に係る個人が誰で

あるかを識別させることができることをいう。 

「その他の記述等」とは、氏名及び生年月日以外の記述又は個人別に付され

た番号その他の符号等をいい、映像や音声も、それによって特定の個人を識別

することができる限りにおいて「その他の記述等」に含まれる。例えば、住所、

電話番号、役職名並びに個人別に付された記号及び番号等がある。 

年齢、性別、印影、履歴、肖像及び振込金融機関名等の氏名以外の記述等に

ついては、単独では必ずしも特定の個人を識別することができない場合もある

が、当該情報に含まれるいくつかの記述等が組み合わされることにより、特定

の個人を識別することができることとなる場合がある。 

 

５ （他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別する

ことができることとなるものを含む。） 

当該情報のみでは特定の個人を識別できない場合であっても、他の情報と照

合することにより特定の個人を識別することができるものについても個人識

別情報として不開示とする。 

照合の対象となる「他の情報」には、その保有者が他の機関である場合も含

まれ、また、公知の情報や、図書館等の公共施設で一般に入手可能なもの等一

般人が通常入手し得る情報が含まれる。 

特別の調査をすれば入手し得るかもしれないような情報については、通例は

「他の情報」に含めて考える必要はない。しかし、事案によっては、個人の権

利利益を保護する観点からは、より慎重な判断を要する。 

特定の個人を識別することができる情報ではないものであっても、特定の集

団に属する者に関する情報を開示すると、当該集団に属する個人に不利益を及

ぼすおそれがあるものは、当該情報の性質、集団の性格及び規模等により、個

人識別情報に該当する場合がある。 

また、当該個人を認識するために実施可能と考えられる手段について、その

手段を実施する人物が誰であるか等も視野に入れつつ、合理的な範囲で考慮す

る。 

 

６ 開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示すること

により、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの 

実施機関の保有する個人に関する情報の中には、匿名の作文や、無記名の個

人の著作物のように、個人の人格と密接に関連したり、開示すれば財産権その

他の個人の正当な利益を害するおそれがあると認められるものがあることか

ら、特定の個人を識別できない場合であっても、開示することにより、なお個
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人の権利利益を害するおそれがある場合について、補充的に不開示情報として

規定している。 

 

７ 法令の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができる情報 

「法令の規定」には、何人に対しても等しく当該情報を開示すること又は

公にすることを定めている規定のほか、特定の範囲の者に限り当該情報を開

示することを定めている規定が含まれる。なお、ここでの「法令」には条例も

含まれる。 

 

８ 慣行として開示請求者が知ることができる情報 

慣習法としての法規範的な根拠を要するものではなく、事実上の慣習とし

て知ることができ、又は知ることが予定されていることで足りる。当該保有

個人情報と同種の情報について、本人が知ることができた事例があったとし

ても、それが個別的な事例にとどまる限り「慣行として」には該当しない。例

えば、取材等でたまたま明らかになっているものであれば、一般的には「慣行

として」には該当しない。 

また、情報公開条例第７条第１号イの「慣行として公にされ」ている情報

は、慣行として開示請求者が知ることができる情報に含まれる。「慣行として

開示請求者が知ることができ」る情報に該当するものとしては、請求者の家

族構成に関する情報（妻子の名前や年齢、職業等）等が考えられる。 

公務員等の職務遂行に係る情報に含まれる当該公務員等の氏名については、

開示した場合、公務員等の私生活等に影響を及ぼすおそれがあり得ることか

ら、私人の場合と同様に個人情報として保護に値すると位置付けた上で、法

第７８条第１項第２号イに該当する場合には、例外的に、開示することとな

る。 

すなわち、当該公務員等の職名と氏名の対応関係が、法令の規定により又

は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている場合には、職務

の遂行に係る情報については当該公務員等の氏名を含め、個人に関する情報

としては不開示とはならない。行政機関等により作成され、又は行政機関等

が公にする意思をもって（あるいは公にされることを前提に）提供した情報

を基に作成され、現に一般に販売されている職員録に職と氏名が掲載されて

いる場合には、その職にある者の氏名を一般に明らかにしようとする趣旨で

あると考えられ、「慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが

予定されている」場合に該当する。 

 

９ 知ることが予定されている情報 
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実際には知らされていないが、将来的に知らされることが予定されている

場合である。「予定」とは将来知らされることが具体的に決定されていること

は要しないが、請求の対象となっている情報の性質、利用目的等に照らして

通例知らされるべきものと考えられることをいう。 

例えば、複数の者が利害関係を有する事項についての調査結果を当事者に

通知することが予定されている場合において、開示請求の時点においては未

だ調査結果の分析中であったため通知されていなかった場合が想定される。 

 

10 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要である

と認められる情報 

不開示情報該当性の判断に当たっては、当該情報を不開示にすることの利

益と開示することの利益との調和を図ることが重要であり、開示請求者以外

の個人に関する情報について、不開示にすることにより保護される開示請求

者以外の個人の権利利益よりも、開示請求者を含む人の生命、健康等の利益

を保護することの必要性が上回るときには、当該情報を開示しなければなら

ない。 

現実に、人の生命、健康等に被害が発生している場合に限らず、将来これ

らが侵害される蓋然性が高い場合も含まれる。 

この比較衡量に当たっては、個人の権利利益にも様々なものがあり、ま

た、人の生命、健康、生活又は財産の保護にも、保護すべき権利利益の程度

に差があることから、個別の事案に応じた慎重な検討が必要である。例え

ば、人の生命のような重大な利益を保護する必要がある場合には、その達成

のために当該情報を開示する以外の代替的方法があることだけをもって、当

該情報を開示しなくてよいということにはならない。 

 

11 当該個人が公務員等である場合において 

「公務員等」とは、広く公務遂行を担任する者を含むものであり、一般職

か特別職か、常勤か非常勤かを問わず、国及び地方公共団体の職員等を含

む。また、公務員等であった者が当然に含まれるものではないが、当該者が

公務員等であった当時の情報については、本規定は適用される。 

 

12 当該情報がその職務の遂行に係る情報であるとき 

「職務の遂行に係る情報」とは、公務員等が行政機関その他の国の機関、

独立行政法人、地方公共団体又は地方独立行政法人の一員として、その担任

する職務を遂行する場合における当該職務の遂行についての情報を意味す

る。例えば、職務としての会議への出席や発言その他の事実行為、苦情相談
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に対する担当職員の応対内容に関する情報等が含まれる。また、本規定は、

具体的な職務の遂行との直接の関連を有する情報を対象とし、例えば、公務

員等の情報であっても、職員の人事管理上保有する健康情報、休暇情報、人

事査定・評価情報、給与等情報等は管理される職員の個人情報として保護さ

れる必要があり、本規定の対象となる情報ではない。 

なお、人事査定・評価情報や給与等情報は、法第７８条第１項第７号の不

開示情報（事務又は事業に関する情報）にも該当し得ることに留意が必要で

ある。 

 

13 当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分 

公務員等の職及び職務の遂行に関する情報には、当該公務員等の氏名、職

名及び職務遂行の内容によって構成されるものがあるが、その職名と職務遂

行の内容については不開示とはならない。 

公務員等の職務遂行に係る情報に含まれる当該公務員等の氏名については、

公にした場合、公務員等の私生活等に影響を及ぼすおそれがあり得ることか

ら、私人の場合と同様に個人情報として保護に値すると位置付けた上で、法

第７８条第１項第２号イに該当する場合には、例外的に開示することとなる。 

 

【具体例】 

・ 氏名、肖像、声、筆跡等特定の個人を表象する記述等 

・ 振込口座番号、試験の受験番号及び健康保険の資格確認書の記号番号等、

個人別に付され、特定の個人を識別することができる記述等 

・ 住所、電話番号、メールアドレス、年齢、性別、生年月日、印影、振込金

融機関名、家族構成、勤務先、出身地、学歴、職歴、結婚歴等 

・ その他他の情報と照合することにより特定の個人を識別できる情報 

 

本例は一般的な例を想定したものに過ぎず、実際の運用に当たっては、個々

の開示決定等の時点において、開示請求に係る保有個人情報に記載されている

個々の情報の内容、性質等、個別の事情を総合的に勘案し、画一的、一律的に

ならないよう留意し法第７８条の規定等の趣旨に沿って慎重に判断するもの

とする（以下第７８条第１項各号において同じ。）。 
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６-１-３-１-２ 不開示情報（法人等に関する情報）（法第７８条第１項第３号） 

法第７８条（第１項第３号） 

(3) 法人その他の団体（国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行

政法人を除く。以下この号において「法人等」という。）に関する情報又は

開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に

掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開

示することが必要であると認められる情報を除く。 

イ 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位

その他正当な利益を害するおそれがあるもの 

ロ 行政機関等の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供され

たものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこと

とされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、

当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの 

 

【解説】 

１ 法人その他の団体に関する情報 

「法人その他の団体」には、株式会社等の会社、財団法人、社団法人、学

校法人、宗教法人等の民間の法人のほか、政治団体、外国法人や法人ではな

いが権利能力なき社団等、外国政府（これに準じるものを含む。）、国際機関

（国際会議その他国際的な協調に係る枠組みの事務局等を含む。）も含まれ

る。また、倒産や廃業、解散等により現時点で存在していない法人等につい

ても、一般的には権利利益が継承された法人等の問題としてその正当な利益

等を判断することになるが、個別の事案の内容によっては、「法人その他の団

体」に含まれ得る。 

一方、国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人については、

その公的性格にかんがみ、法人等とは異なる開示・不開示の基準を適用すべき

であるので、本号から除き、その事務又は事業に係る不開示情報は、第７号（事

務又は事業に関する情報）において規定している。 

「法人その他の団体に関する情報」は、法人等の組織や事業に関する情報の

ほか、法人等の権利利益に関する情報等法人等に関する情報を指す。例えば、

事業活動を行う上での内部管理に属する経営方針、経理、人事等に関する情報、

生産、技術、営業、販売、運営その他の事業活動に関する情報、名誉、社会的

信用、社会的活動の自由等法人の権利利益に関する情報等も当然含まれる。 

なお、法人の構成員に関する情報は、法人に関する情報であると同時に、構

成員各個人に関する情報でもある。 
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２ 開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報 

「事業を営む個人の当該事業に関する情報」は、事業に関する情報であるの

で、１で掲げた法人等に関する情報と同様の要件により、事業を営む上での正

当な利益等について不開示情報該当性を判断することが適当であることから、

本号で規定している。 

 

３ ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必

要であると認められる情報を除く 

当該情報を開示することにより保護される人の生命、健康等の利益と、これ

を開示しないことにより保護される法人等又は事業を営む個人の権利利益と

を比較衡量し、前者の利益を保護することの必要性が上回るときには、当該情

報を開示する。 

現実に人の生命、健康等に被害が発生している場合に限らず、将来これらが

侵害される蓋然性が高い場合も含まれる。 

なお、法人等又は事業を営む個人の事業活動と人の生命、健康等に対する危

害等との明確な因果関係が確認されなくても、現実に人の生命、健康等に対す

る被害等の発生が予想される場合もあり得る。 

 

４ 権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの 

「権利」には、信教の自由、集会・結社の自由、学問の自由、財産権等、法

的保護に値する権利一切を含む。 

「競争上の地位」とは、法人等又は事業を営む個人の公正な競争関係におけ

る地位を指し、具体的には、製造、販売等において他社に優る地位等、様々な

ものがある。 

「その他正当な利益」とは、ノウハウ、信用等法人等又は事業を営む個人の

運営上の地位を広く含む。 

なお、具体的に正当性を判断するに当たり、法令上又は社会通念上保護され

ることが相当である当該法人等又は事業を含む個人の利益を指し、公表を伴う

行政処分の対象となった違法事実に関する情報はこれに含まれない。 

 

５ 害するおそれ 

「害するおそれ」があるかどうかの判断に当たっては、法人等又は事業を営

む個人には様々な種類、性格のものがあり、その権利利益にも様々のものがあ

るので、当該法人等又は事業を営む個人の性格や権利利益の内容、性質等に応

じ、当該法人等又は事業を営む個人の権利の保護の必要性、当該法人等又は事
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業を営む個人と行政との関係、競争事情等を十分考慮して適切に判断すること

が求められる。 

また、許認可等の申請における却下、拒否の事実や申告制度に基づく苦情等

については、たとえ事実であったとしても、通常公にされず、公になると当該

法人等の社会的信用等が侵害され法人等又は事業を営む個人の正当な利益を

害するおそれがあるものであると判断し得る場合には、「正当な利益等を害す

るおそれ」があるとして、不開示となる。 

更に、公にされる情報自体からは法人等の権利等が害されるおそれはない

が、「他の情報と照合することにより」その可能性が生じる場合には、「害す

るおそれ」があるものと判断することになる。 

なお、この「おそれ」の判断に当たっては、法的保護に値する蓋然性が求め

られる。 

 

６ 行政機関等の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたもの 

実施機関又は他の行政機関等の要請を受けずに、法人等又は事業を営む個

人から提供申出があった情報であっても、提供に先立ち、法人等又は事業を

営む個人の側から開示しないとの条件が提示され、当該行政機関等において

合理的理由があるとしてこれを受諾した上で提供を受けた場合には、これに

含まれる。 

「行政機関等の要請」には、法令に基づく報告又は提出の命令は含まないが、

当該行政機関の長等が報告徴収権限を有する場合でも、当該権限を行使するこ

となく、任意に提出を求めた場合は含まれる。 

「開示しない」とは、法や条例に基づく開示請求に対して開示しないことは

もちろんであるが、第三者に対して提供しないという意味である。また、特定

の行政目的以外の目的には利用しないとの条件で情報の提供を受ける場合も

通常含まれる。 

「条件」については、実施機関又は他の行政機関等の側から開示しないと

の条件で情報を提供して欲しいと申し入れる場合も、法人等又は事業を営む

個人の側から当該行政機関等の要請があったので情報は提供するが開示しな

いで欲しいと申し出る場合も含まれるが、いずれにしても双方の合意により

成立する。また、条件を設ける方法については、黙示的なものを排除する趣

旨ではない。 

「提供され」る方法は、書面によるとはされていないところであり、例え

ば法人等から口頭で提供された情報であって、当該職員側で文書等に記録し

たものも含まれる。 
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７ 法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその

他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理

的であると認められるもの 

「法人等又は個人における通例」とは、法人等又は個人の個別具体的な事情

ではなく、当該法人等又は個人が属する業界における通常の取扱いを意味し、

当該法人等又は個人において開示しないこととしていることだけでは足りな

い。 

開示しないとの条件を付すことの合理性の判断に当たっては、提供された情

報の性質に応じ、当該情報の提供当時の諸般の事情を考慮して判断するが、必

要に応じ、その後の変化も考慮する。開示しないとの条件が付されていても、

現に当該情報が公になっていたり、同種の情報が既に開示されているなどの事

情がある場合には、これには当たらない。 

 

【具体例】 

１ 生産、技術、営業、販売、運営その他の事業活動に関する情報であって、

公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他

正当な利益を害するおそれがあるもの 

(1) 生産、技術等に関する情報 

・ 製造工程、製造方法その他の生産・管理のプロセスに関する情報で

あって、公にすることにより、当該情報が競争相手に知られる蓋然性

が高いなど正当な利益を害するおそれがある情報 

・ 原燃料構成、設備設計その他の製品・生産技術に関する情報であっ

て、公にすることにより、当該情報が競争相手に知られる蓋然性が高

いなど正当な利益を害するおそれがある情報 

・ 研究開発課題、研究開発成果その他の研究開発に関する情報であっ

て、公にすることにより、当該情報が競争相手に知られる蓋然性が高

いなど正当な利益を害するおそれがある情報 

・ その他生産、技術等に関する情報であって、公にすることにより、

当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害

するおそれがあるもの 

(2) 営業、販売、運営等に関する情報 

・ 取引先、取引条件その他の通常一般に入手できない個別の取引内容

に関する情報 

・ 資金調達状況その他の通常一般に入手できない財務に関する情報 

・ 販売計画その他の販売上の戦略が明らかにされ、又は具体的に推測

される情報であって、通常一般に入手できないもの 
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・ 設備投資計画、用地取得計画その他の運営上の方針が明らかにさ

れ、又は具体的に推測される情報であって、通常一般に入手できない

もの 

・ その他営業、販売、運営等に関する情報であって、公にすることに

より、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利

益を害するおそれがあるもの 

 

２ 事業活動を行う上で内部管理に属する経営方針、経理、人事等に関する以

下の情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、

競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの 

・ 雇用方針その他の経営方針が明らかにされ、又は具体的に推測される

情報であって、通常一般に入手できないもの 

・ その他事業活動を行う上での内部管理に属する情報であって、公にす

ることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正

当な利益を害するおそれがあるもの 

 

３ 名誉、社会的評価、社会的活動の自由等法人等の権利利益に関する情報であ

って、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位そ

の他正当な利益を害するおそれがあるもの 
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６-１-３-１-４ 不開示情報（公共の安全等に関する情報）（法第７８条第１項

第５号） 

法第７８条（第１項第５号） 

(5) 行政機関の長又は地方公共団体の機関（都道府県の機関に限る。）が開

示決定等をする場合において、開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又

は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を

及ぼすおそれがあると当該行政機関の長又は地方公共団体の機関が認め

ることにつき相当の理由がある情報 

 

【解説】 

１ 犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩

序の維持 

「犯罪の予防」とは、罪の発生を未然に防止することをいう。 

「犯罪の鎮圧」とは、犯罪が正に発生しようとするのを未然に防止したり、

犯罪が発生した後において、その拡大を防止し、又は終息させることをいう。 

「犯罪の捜査」とは、捜査機関が犯罪があると思料するときに、公訴の提起

等のために犯人及び証拠を発見・収集・保全することをいう。犯罪捜査の権限

を有する者は、刑事訴訟法によれば、検察官、検察事務官及び司法警察職員で

あり、司法警察職員には、一般司法警察職員（警察官）と特別司法警察職員（労

働基準監督官、海上保安官等）がある。 

「公訴の維持」とは、検察官が裁判所に対し、特定の刑事事件について審判

を求める意思表示をすることを内容とする訴訟行為を公訴の提起というが、こ

の提起された公訴の目的を達成するため、終局判決を得るまでに検察官が行う

公判廷における主張・立証、公判準備等の活動を指す。 

「刑の執行」とは、刑法（明治４０年法律第４５号）第２章に規定された死

刑、拘禁刑、罰金、拘留、科料、没収、追徴及び労役場留置の刑又は処分を具

体的に実施することをいう。保護観察、勾留の執行、拘置の執行、保護処分の

執行、観護措置の執行、監置の執行、過料、訴訟費用、費用賠償及び仮納付の

各裁判の執行、恩赦についても、刑の執行に密接に関連するものでもあること

から、開示することにより、これら保護観察等に支障を及ぼし、公共の安全と

秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報は、本号に該当する。 

「公共の安全と秩序の維持」とは、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持

及び刑の執行に代表される刑事法の執行を中心としたものを意味する。刑事訴

訟法以外の特別法により、臨検、捜索、差押え、告発等が規定され、犯罪の予

防・捜査とも関連し、刑事司法手続に準ずるものと考えられる犯則事件の調査、

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号）
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違反の調査等や、犯罪の予防・捜査に密接に関連する破壊的団体（無差別大量

殺人行為を行った団体を含む。）の規制、暴力団員による不当な行為の防止、

つきまとい等の規制、強制退去手続に関する情報であって、開示することによ

り、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるものは、本号に含ま

れる。 

また、開示することにより、テロ等の人の生命、身体、財産等への不法な侵

害や、特定の建造物又は電子情報処理システムへの不法な侵入・破壊を招くお

それがある等、犯罪を誘発し、又は犯罪の実行を容易にするおそれがある情報

や、被疑者・被告人の留置・勾留に関する施設保安に支障を生ずるおそれのあ

る情報も本号に含まれる。 

なお、風俗営業等の許可、伝染病予防、食品、環境、薬事等の衛生監視、建

築規制、災害警備等の、一般に開示しても犯罪の予防、鎮圧等に支障が生ずる

おそれのない行政警察活動に関する情報については、法第７８条第１項第７号

の事務又は事業に関する不開示情報の規定により、開示・不開示が判断される

ことになる。 

 

【具体例】 

・ 捜査のための照会又は回答に関する情報 

・ 犯罪の被疑者又はその参考人、違法又は不正な行為の通報者又は告発者

を特定することができると認めるにつき相当の理由がある情報 

・ 訴訟に関連した照会又は回答に関する情報 

・ 要人の行動又は警護に関する詳細な情報 

・ 特定の建造物の警備又は情報システムセキュリティに関する詳細な情報 

・ 武器、火薬及び放射性物質等の保存場所に関する詳細な情報 

・ その他公にすることにより公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそ

れがあると認めることにつき相当の理由がある情報 
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６-１-３-１-５ 不開示情報（審議、検討等に関する情報）（法第７８条第１項

第６号） 

法第７８条（第１項第６号） 

(6) 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部

又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示する

ことにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわ

れるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不

当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの 

 

【解説】 

１ 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は

相互間 

「国の機関」とは、国会、内閣、裁判所及び会計検査院並びにこれらに属す

る機関を指す。これらの国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独

立行政法人について、それぞれの機関の内部又は他の機関との相互間の意味で

ある。 

 

２ 審議、検討又は協議に関する情報 

実施機関等の事務及び事業について意思決定が行われる場合に、その決定に

至るまでの過程においては、例えば、具体的な意思決定の前段階としての政策

等の選択肢に関する自由討議のようなものから、一定の責任者の段階での意思

統一を図るための協議や打合せ、決裁を前提とした説明や検討、審議会等又は

行政機関が開催する有識者等を交えた研究会等における審議や検討等、様々な

審議等が行われており、これら各段階において行われる審議等に関連して作成

され、又は取得された情報を指す。 

また、審議、検討又は協議の体制や進め方についての情報も、当該情報が

記録された公文書として作成、取得されていれば、「審議、検討又は協議に関

連して作成され、又は取得された情報」に含まれ、結果的に意思決定に至ら

なかった審議、検討等の内容等も本号に含まれる。 

これらの「審議、検討又は協議に関する情報」の例としては、以下のよう

なものも含まれる。 

・ 実施機関が関係機関（国の機関又は他の地方公共団体等）に協議を行

う場合、協議過程全体としては、協議が整った後の実施機関が行う意思

決定が最終的な意思決定であることから、実施機関はもとより、協議先

の関係機関にとっても、当該協議における提出意見等の情報は「審議検

討又は協議に関する情報」に該当する。 
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・ 地方公共団体及び国の機関以外の機関（例えば法人等）が主催する会

議等に、地方公共団体及び国の機関の職員が職務として参加し、審議、

検討等を行った場合において、当該審議、検討等に関する情報が国の機

関等の内部における審議、検討等に当たる場合には、本号の「審議、検

討又は協議に関する情報」に該当する。 

なお、行政機関等内部で審議、検討等を行う場合に、その審議、検討等が

そもそもその事務又は事業の適正な遂行の一環として行われるときには、そ

の情報は法第７８条第１項第７号（事務又は事業に関する情報）等の他の不

開示情報に該当する可能性もある。 

 

３ 率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ 

公にすることにより、外部からの圧力や干渉等の影響を受けること等により、

率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあ

る場合をいい、適正な意思決定手続の確保を保護利益とするものである。 

例えば、審議、検討等の場における発言内容が公になると、発言者やその家

族に対して危害が及ぶおそれがある場合（例えば、利害関係の対立の激しい事

項についての審議等を行う審議会等において、特定の意見を主張する者に対し

て、その反対派や利害関係者から、当該発言者やその家族に対し無言電話や嫌

がらせが行われるような場合等）がこれに該当する。 

その他、「率直な意見の交換が不当に損なわれるおそれ」が生じたり、また、

行政機関等内部の政策の検討がまだ十分でない情報が公になり、外部からの圧

力により当該政策に不当な影響を受けるおそれがあり、「意思決定の中立性が

不当に損なわれるおそれ」が生じたりするときは、これに該当する。ここでい

う「外部からの圧力」とは、有形無形にかかわらず、直接的なものだけでなく

間接的なものも含め、圧力により「不当な」影響を受けるのであれば全て該当

し得る。 

 

４ 不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ 

未成熟な情報や事実関係の確認が不十分な情報等を公にすることにより、国

民（県民）の誤解や憶測を招き、不当に国民（県民）の間に混乱を生じさせる

おそれがある場合等を指す。 

これは適正な意思決定を行うことそのものを保護するのではなく、情報が公

にされることによる国民（県民）（地域住民等一定の地域コミュニティや高齢

者、労働者等一定の社会階層に限られる場合も含む。）への不当な影響が生じ

ないようにするものである。 
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なお、行政機関等の審査等を経た後、公表される予定となっている文書で

あっても、審査期間中においては、内容の確定していない文書を公にするこ

とにより、不当に国民（県民）の間に混乱を生じさせるおそれ等があり得る

ことから、審査終了までの間の請求については、本号に該当するものとして

不開示となる場合がある。 

 

５ 特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれ 

尚早な時期に、あるいは事実関係の確認が不十分なままで情報を開示する

ことにより、不正な投機を助長するなどして、特定の者に不当に利益を与え

又は不利益を及ぼすおそれがある場合等を指す。４と同様に、事務及び事業

の公正な遂行を図るとともに、国民（県民）への不当な影響が生じないよう

にする趣旨である。ここで、「特定の者」については、具体的に個人又は法人

等が確定していることまでは求められず、ある程度の蓋然性をもってその存

在が認められることをもって足りる。また、「利益」又は「不利益」には、経

済的なものに限らず、精神的苦痛や社会的信用も含まれ得る。 

例えば、施設等の建設計画の検討状況に関する情報が開示されたために、

土地の買占めが行われて土地が高騰し、開示を受けた者や、それ以外の利害

関係を有する者等が不当な利益を得たり、違法行為の事実関係についての調

査中の情報が開示されたために、結果的に違法・不当な行為を行っていなか

った者が不利益を被ったりするおそれがある場合がこれに該当する。 

 

６ 不当に 

３から５までにおいて「不当に」とは、審議等の途中の段階の情報を開示す

ることの必要性を考慮してもなお、適正な意思決定の確保等への支障が看過し

得ない程度のものであることを意味する。 

予想される支障が「不当」なものかどうかの判断は、当該情報の性質に照ら

し、開示することによる利益と不開示にすることによる利益とを比較衡量した

上で判断する。 

 

７ 意思決定後の取扱い等 

審議、検討等に関する情報については、意思決定が行われた後は、一般的に

は、当該意思決定そのものに影響が及ぶことはなくなることから、本号の不開

示情報に該当する場合は少なくなるものと考えられるが、当該意思決定が全体

として一つの政策決定の一部の構成要素であったり、当該意思決定を前提とし

て次の意思決定が行われるなど、審議、検討等の過程が重層的、連続的な場合
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には、当該意思決定後であっても、政策全体の意思決定又は次の意思決定に関

して本号に該当するかどうかの検討が必要である。 

また、審議、検討等が終了し、意思決定が行われた後であっても、当該審議、

検討等に関する情報が公にされると、国民（県民）の間に混乱を生じさせたり、

将来予定されている同種の審議、検討等に係る意思決定に不当な影響を与える

おそれがあれば、本号に該当し得る。 

例えば、選択されなかった選択肢が公になると将来の審議、検討等の際の選

択肢を狭め、将来の審議、検討等に影響する場合がある。 

 

【具体例】 

１ 公にすることにより、率直な意見交換又は意思決定の中立性が不当に損な

われるおそれがある情報 

・ 審議会等における審議や具体的な意思決定の前段階として政策等の選

択肢に関する自由討議・検討その他の行政機関等内部における審議、検

討等に関する情報であって、公にすることにより、有形・無形、直接

的・間接的な外部からの圧力や干渉等の不当な影響を受けるおそれがあ

るもの 

・ 関係行政機関等全体又は協議元の行政機関等としての最終的な意思決

定に至るまでの過程で行政機関等相互間又は地方公共団体との間で行わ

れる協議に関する情報であって、公にすることにより、有形・無形、直

接的・間接的な外部からの圧力や干渉等の不当な影響を受けるおそれが

あるもの 

・ 調停、仲裁その他の紛争処理上の事案に関する情報 

・ 叙勲、表彰等に係る推薦に関する情報 

・ その他公にすることにより率直な意見交換又は意思決定の中立性が不

当に損なわれるおそれがある情報 

 

２ 公にすることにより、不当に国民（県民）間に混乱を生じさせるおそれが

ある情報 

・ 関係者による事実関係の確認が得られていない情報 

・ 専門的な検討を経ていない情報 

・ 関係者間の調整等を経れば相当程度変更されることが容易に想定され

る情報 

・ 行政手続法第２条第３号に規定する申請の審査、同条第４号に規定す

る不利益処分の実施の検討等に関する情報 
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・ その他公にすることにより不当に国民（県民）の間に混乱を生じさせ

るおそれがある情報 

 

３ 公にすることにより、特定の者に不当に利益を与え又は不利益を及ぼすお

それがある情報 

・ 一定期間後に一斉公表が予定されている法令、基準、規格等に関する

情報 

・ 実施以前に公表されることが想定されていない不利益処分に関する情

報 

・ その他公にすることにより特定の者に不当に利益を与え又は不利益を

及ぼすおそれがある情報 
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６-１-３-１-６ 不開示情報（事務又は事業に関する情報）（法第７８条第１項

第７号） 

法第７８条（第１項第７号） 

(7) 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う

事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるお

それその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に

支障を及ぼすおそれがあるもの 

イ 独立行政法人等、地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が開示決

定等をする場合において、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国

際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関と

の交渉上不利益を被るおそれ 

ロ 独立行政法人等、地方公共団体の機関（都道府県の機関を除く。）又は

地方独立行政法人が開示決定等をする場合において、犯罪の予防、鎮圧

又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ 

ハ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に

関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行

為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ 

ニ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公

共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位

を不当に害するおそれ 

ホ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害

するおそれ 

ヘ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼ

すおそれ 

ト 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人

に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ 

 

【解説】 

１ 次に掲げるおそれ 

「次に掲げるおそれ」として本号イ及びハからトまでに掲げたものは、各機

関共通的に見られる事務又は事業に関する情報であって、その性質上、開示す

ることにより、その適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると考えられる典型

的な支障を挙げたものである。 

これらの事務又は事業のほかにも、同種のものが反復されるような性質の事

務又は事業であって、ある個別の事務又は事業に関する情報を開示すると、将

来の同種の事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの等、
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「その他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を

及ぼすおそれ」のあるものがあり得る。 

記者発表等、一定期間後に一斉に公表される予定となっている文書について

は、公表日前に開示することにより当該事務又は事業の遂行に支障を及ぼすお

それがあると判断されるのであれば、本号に該当する。 

 

２ 当該事務又は事業の性質上 

当該事務又は事業の本質的な性格、具体的には、当該事務又は事業の目的、

その目的達成のための手法等に照らして、その適正な遂行に支障を及ぼすおそ

れがあるかどうかを判断する。 

 

３ 適正な遂行に支障を及ぼすおそれ 

適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」とは、実施機関の恣意的判断を許容す

る趣旨ではなく、各規定の要件の該当性は客観的に判断される必要があり、

また、事務又は事業の根拠となる規定・趣旨に照らし、個人の権利利益を保

護する観点からの開示の必要性等の種々の利益を衡量した上で「適正な遂

行」と言えるものであることが求められる。 

「支障」の程度は、名目的なものでは足りず実質的なものが要求され、「お

それ」の程度も単なる確率的な可能性ではなく、法的保護に値する蓋然性が要

求される。 

 

４ イについて 

(1) 国の安全が害されるおそれ 

「国の安全」とは、国家の構成要素である国土、国民（県民）及び統治

体制が害されることなく平和で平穏な状態に保たれていること、すなわ

ち、国としての基本的な秩序が平穏に維持されている状態をいう。例え

ば、直接侵略及び間接侵略に対し、独立と平和が守られている状態、国民

（県民）の生命が国外からの脅威等から保護されていること並びに国の存

立基盤としての基本的な政治方式並びに経済及び社会秩序の安定が保たれ

ている状態等をいう。 

「国の安全が害されるおそれ」とは、これらの国の重大な利益に対する

侵害のおそれ（当該重大な利益を維持するための手段の有効性を阻害さ

れ、国の安全が害されるおそれがあると考えられる場合を含む。）をいう。 

(2) 他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ 

「他国若しくは国際機関」には、我が国が承認していない地域、政府機 

関その他これに準ずるもの（各国の中央銀行等）、外国の地方政府又は国 
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際会議その他国際協調の枠組みに係る組織の事務局等を含む。 

「他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ」とは、他国 

等との間で、相互の信頼に基づき保たれている正常な関係に支障を及ぼす 

ようなおそれをいう。例えば、開示することにより、他国等との取決め又 

は国際慣行に反することとなる、他国等の意思に一方的に反することとな 

る、他国等に不当に不利益を与えることとなる等、我が国との関係に悪影 

響を及ぼすおそれがある情報については、不開示とする。 

(3) 他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ 

他国等との現在進行中の又は将来予想される交渉において、国が望むよ

うな交渉成果が得られなくなる、交渉上の地位が低下する等のおそれをい

う。例えば、交渉（過去のものを含む。）に関する情報であって、開示す

ることにより、現在進行中の又は将来予想される交渉に関して国がとろう

としている立場が明らかにされ、又は具体的に推測されることになり、交

渉上の不利益を被るおそれがある情報が該当する。 

 

【具体例】 

・ 開示することが、当該情報に関係する他国等に対し不利益を与えるお

それ又は他国等の意思や国際慣行に反することとなるおそれがある情報 

 

５ ハについて 

(1) 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務 

「監査」とは、主として監察的見地から、事務又は事業の執行及び財産の

状況の正否を調べることをいい、行政が適切に行われてるかを確認するとい

う見地から行う監察もこれに含まれる。 

「検査」とは、法令の執行確保、会計経理の適正確保、物資の規格、等級

の証明等のために帳簿書類その他の物件等を調べることをいう。  

「取締り」とは、行政上の目的による一定の行為の禁止、又は制限につい

て適法、適正な状態を確保することをいう。 

「試験」とは、人の知識、能力等又は物の性能等を試すことをいう。 

「租税」とは、租税には、国税、地方税がある。 

「賦課」とは、国又は地方公共団体が、公租公課を特定の人に割り当てて

負担させることをいう。 

「徴収」とは、国又は地方公共団体が、租税その他の収入金を取ることを

いう。 

(2) 正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容

易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ 
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本号ハに列挙された監査等の事務は、いずれも事実を正確に把握し、その

事実に基づいて評価、判断を加えて、一定の決定を伴うことがある事務であ

る。 

これらの事務に関する情報の中には、例えば、監査等の対象、実施時期、

調査事項等の詳細な情報のように、事前に開示すると、適正かつ公正な評価

や判断の前提となる事実の把握が困難となったり、行政客体における法令

違反行為又は法令違反には至らないまでも妥当性を欠く行為を助長したり、

巧妙に行うことにより隠蔽をするなどのおそれがあるものがあり、このよ

うな情報については、不開示となり得る。 

また、事後であっても、例えば、監査内容等の詳細であってこれを開示す

ると今後の法規制を免れる方法を示唆することになるようなものは不開示

情報に該当し得る。 

 

【具体例】 

・ 監査等の対象、実施時期、調査事項、監査手法その他の監査等に関す

る詳細な情報 

・ 試験の管理・監督の手法や判定・評価の手法に関する詳細な情報 

・ 試験問題、解答例、試験問題の作成要領その他の試験の問題作成に関

する詳細な情報 

・ その他公にすることにより、監査、検査、取締り又は試験に係る事務

に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な

行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがある情報 

 

６ ニについて 

(1) 契約、交渉又は争訟 

「契約」とは、相手方との意思表示の合致により法律行為を成立させるこ

とをいう。 

「交渉」とは、当事者が、対等の立場において相互の利害関係事項に関し

一定の結論を得るために協議、調整等の折衝を行うことをいう。 

「争訟」とは、訴えを起こして争うことをいう。訴訟、行政不服審査法（平

成２６年法律第６８号）に基づく審査請求その他の法令に基づく不服申立て

がある。 

 

(2) 国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益

又は当事者としての地位を不当に害するおそれ 
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国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が一方の当事者

となる上記の契約等に関する情報の中には、例えば、以下のようなものが想

定され、このような情報については、不開示となる。 

・ 入札予定価格等を開示することにより公正な競争により形成されるべ

き適正な額での契約が困難になり財産上の利益が損なわれるおそれが

ある 

・ 用地取得等の交渉方針や用地買収計画案を開示することにより、適正

な額での契約が困難になり財産上の利益が損なわれるおそれがある 

・ 交渉や争訟等の対処方針等（交渉結果や要求・陳情書も該当する場合

がある。）を開示することにより、当事者として認められるべき地位（当

事者の地位を含む。）を不当に害するおそれがある 

 

【具体例】 

・ 企業誘致に係る交渉方針、交渉結果等に関する情報 

・ 訴訟、不服申立て等に係る争訟方針、打合せ、示談等に関する情報 

・ その他公にすることにより、契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、

国又は地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害

するおそれがある情報 

 

７ ホについて 

調査研究に係る事務に関する情報の中には、例えば、①知的所有権に関する

情報、調査研究の途中段階の情報等で、一定の期日以前に開示することにより

成果を適正に広く国民（県民）に提供する目的を損ね、特定の者に不当な利益

や不利益を及ぼすおそれのあるもの、②試行錯誤の段階の情報で、開示するこ

とにより、自由な発想、創意工夫や研究意欲が不当に妨げられ、減退するなど、

能率的な遂行を不当に阻害するおそれがあるものがあり、この様な情報を不開

示とするものである。 

なお、各種統計調査においては、当該調査の実施機関、目的、調査対象、

調査手法、周期・期日、調査事項等が開示されているところではあるが、具

体的な調査対象企業名等のように、それが開示されることにより当該法人に

不利益を及ぼすおそれや、事後の協力を得られなくなるため、事務又は事業

の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものに該当する場合がある。 

 

【具体例】 

・ 研究課題、研究成果その他の研究に関する情報であって、公にすること 

により、知的財産権や自由な発想、創意工夫、研究意欲等を不当に阻害す 
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るおそれがあるもの 

・ 調査の個別具体的な対象等に関する情報であって、公にすることによ 

り、正確な事実の把握や事後の協力が困難になるおそれがあるもの 

・ その他公にすることにより、調査研究に係る事務に関し、その公正かつ 

能率的な遂行を不当に阻害するおそれがある情報 

 

８ ヘについて 

人事管理に係る事務に関する情報の中には、例えば、勤務評定や人事異動、

昇格等の人事構想等を開示することにより、公正かつ円滑な人事の確保が困難

になるおそれがあるものがあり、このような情報を不開示とするものである。 

 

【具体例】 

・ 職員調書、昇任等の推薦者名簿その他の人事査定・評価に関する情報 

・ 人事異動、配属その他の人事構想に関する情報 

・ その他公にすることにより、人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑

な人事の確保に支障を及ぼすおそれがある情報 

 

９ トについて 

独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係

る事業については、企業経営という事業の性質上、法第７８条第１項第３号

の法人等に関する情報と同様な考え方で、その正当な利益を保護する必要が

あり、これを害するおそれがあるものを不開示とする。 

例えば、生産技術上のノウハウ、販売及び営業に関する情報、信用上不利

益を与える情報等が該当し、また、当該企業に係る監査、契約、争訟、調査

研究、人事管理等の事務についても本号トの該当性を検討する必要がある。 

ただし、正当な利益の内容については、経営主体、事業の性格、内容等に

応じて判断する必要があり、情報の不開示の範囲は同号の法人等とは当然異

なり、より狭いものとなる場合があり得る。 

 

【具体例】 

法人等に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、

公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正

当な利益を害するおそれがあるものに準じる情報  



個人情報保護事務の手引（その１ 解釈・運用） 

 

123 

 

６-１-３-２ 部分開示の可否（法第７９条） 

法第７９条 

１ 行政機関の長等は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれ

ている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くこ

とができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示

しなければならない。 

２ 開示請求に係る保有個人情報に前条第１項第２号の情報（開示請求者以

外の特定の個人を識別することができるものに限る。）が含まれている場

合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の

特定の個人を識別することができることとなる記述等及び個人識別符号

の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益

が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、

同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。 

 

【解説】 

１ 不開示部分が記録されている場合の部分開示 

(1) 開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合 

開示請求について審査した結果、開示請求に係る保有個人情報に、不開

示情報に該当する情報が含まれている場合を意味する。 

(2) 容易に区分して除くことができるとき 

当該保有個人情報のどの部分が不開示情報に該当するかという区分けが 

困難な場合だけではなく、区分けは容易であるがその部分の分離が技術 

的に困難な場合も部分開示の義務がないことを明らかにしたものである。 

「区分」とは、不開示情報に該当する部分とそれ以外の部分とを概念上 

区分けすることを意味し、「除く」とは、不開示情報に該当する部分を、 

当該部分の内容が分からないように墨塗り、被覆を行うなど、加工するこ 

とにより、情報の内容を消滅させることをいう。 

(3) 「容易に区分して除くことができる」ことへの該当性 

保有個人情報に含まれる不開示情報を除くことは、当該保有個人情報が 

文書に記録されている場合、文書の複写物に墨を塗り再複写するなどして 

行うことができ、一般的には容易であると考えられる。 

一方、録音テープ、ビデオテープ、磁気ディスクに記録された保有個人 

情報については、区分して除くことの容易性が問題となる。 

例えば、複数の人の発言が同時に録音されているが、そのうちの一人か 

ら開示請求があった場合や、録画されている映像中に開示請求者以外の者 

が映っている場合等があり得る。 
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このような場合には、不開示情報を容易に区分して除くことができる範 

囲で、開示すべき部分を決定することになる。 

なお、電磁的記録に記録された保有個人情報については、紙に出力した 

上で、不開示情報を区分して除いて開示することも考えられる。電磁的記 

録をそのまま開示することを求められた場合は、不開示情報の部分のみを 

削除することの技術的可能性等を総合的に判断する必要がある。既存のプ 

ログラムで行うことができない場合は、「容易に区分して除くことができ 

るとき」に該当しない。 

(4) 当該部分を除いた部分につき開示しなければならない 

部分開示の実施に当たり、不開示情報の記録部分の全体を完全に黒く塗 

るか、文字が判読できない程度に被覆するか、当該記録中の主要な部分だけ 

塗り潰すかなどの方法の選択は、不開示情報を開示する結果とならない範 

囲内において、当該方法を講ずることの容易さなどを考慮して判断するこ 

ととなる。 

その結果、観念的にはひとまとまりの不開示情報を構成する一部が開示

されることになるとしても、実質的に不開示情報が開示されたと認められ

ないのであれば、実施機関の不開示義務に反するものではない。 

なお、不開示決定の部分については、行政手続法第８条の規定に基づく理

由提示の義務があり、開示請求者において、法第７８条第１項各号の不開示

情報のどれに該当するのかをその根拠とともに了知し得るものでなければ

ならない。 

一般的には、根拠規定に加え、少なくとも公文書中のどのような情報をど

のような理由で不開示としたのかを示さなければならない。 

 

２ 開示請求者以外の特定の個人を識別することができる情報又は個人識別情

報が記録されている場合の部分開示 

(1) 開示請求に係る保有個人情報に前条第１項第２号の情報（開示請求者以

外の特定の個人を識別することができるものに限る。）が含まれている場合 

法第７９条第１項の規定は、保有個人情報のうち、不開示情報でない部分

の開示義務を規定しているが、不開示情報のうち一部を特に削除すること

により不開示情報の残りの部分を開示することの根拠規定とはならない。 

個人識別情報は、通例は特定の個人を識別可能とする情報（例えば、氏名）

と当該個人の属性情報（例えば、当該個人の行動記録）からなる「ひとまと

まり」の情報の集合物であり、他の不開示情報の類型が法第７８条第１項各

号に定められた「おそれ」を生じさせる範囲で不開示情報の範囲を画するこ

とができることとは、その範囲の捉え方を異にする。 
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このため、第１項の規定だけでは、個人識別情報については全体として不

開示となることから、氏名等の部分だけを削除して残りの部分を開示して

も個人の権利利益保護の観点から支障が生じないときには、部分開示とす

るよう、個人識別情報についての特例規定を設けたものである。 

「開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。」こ

ととしているのは、「特定の個人を識別することはできないが、開示するこ

とにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの」（法第７８条第

１項第２号柱書の後半部分）については、特定の個人を識別することとなる

記述等の部分を除くことにはならないためである。 

(2) 当該情報のうち、氏名、生年月日その他開示請求者以外の特定の個人を識

別することができることとなる記述等及び個人識別符号の部分を除くこと

により、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれが

ないと認められるとき 

個人を識別させる要素を除去し誰の情報であるかが分からなくなっても、

開示することが不適当であると認められる場合もある。例えば、作文等の個

人の人格と密接に関連する情報や、個人の未発表の論文等開示すると個人

の正当な権利利益を害するおそれのあるものも想定される。 

このため、個人を識別させる部分を除いた部分について、開示しても個人

の権利利益を害するおそれのないものに限り、部分開示の規定を適用する。 

(3) 当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項

の規定を適用する 

この規定により、個人識別情報のうち、特定の個人を識別することができ

ることとなる記述等及び個人識別符号以外の部分は、個人の権利利益を害

するおそれがない限り、第７８条第１項第２号に規定する不開示情報では

ないものとして取り扱われ、第１項の部分開示の規定が適用される。 

このため、他の不開示情報の規定に該当しない限り、当該部分は開示され

ることになる。また、第１項の決定を適用するに当たっては、容易に区分し

て除くことができるかどうかが要件となり、個人を識別させる要素とそれ

以外の部分とを容易に区分して除くことができない場合には、当該個人に

関する情報は全体として不開示となる。 
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６-１-３-３ 裁量的開示の判断（法第８０条） 

法第８０条 

行政機関の長等は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれ

ている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると

認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することがで

きる。 

 

【解説】 

法第７８条の不開示情報該当性を判断する際には、当該開示請求を拒否する

ことにより保護される利益と開示することにより得られる利益とを比較衡量す

ることになる。裁量的開示は、実施機関として不開示情報に該当すると総合的に

判断した場合であっても、このような比較衡量の結果、個人の権利利益を保護す

るため特に必要があると認める場合には、行政的判断により、開示することがで

きるとするものである。 

  



個人情報保護事務の手引（その１ 解釈・運用） 

 

127 

 

６-１-３-４ 存否応答拒否の適否（法第８１条） 

法第８１条 

開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否

かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、行政機関の

長等は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒

否することができる。 

 

【解説】 

１ 開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開

示情報を開示することとなるとき 

開示請求に係る保有個人情報が実際にあるかないかにかかわらず、開示請

求された保有個人情報の存否について回答すれば、不開示情報を開示するこ

ととなる場合をいう。 

開示請求に含まれる情報と不開示情報該当性が結合することにより、当該

保有個人情報の存否を回答できない場合もある。 

例えば、以下の情報について、本人から開示請求があった場合等が挙げら

れる。 

・ 犯罪の容疑者等特定の個人を対象とした内偵捜査に関する情報 

・ 褒章関係の候補者に関する選考状況に係る情報 

・ 違反行為に対する抜き打ち検査に関する情報 

 

２ 当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否するこ

とができる 

保有個人情報の存否を明らかにしないで開示請求を拒否する決定も、申請

に対する処分であることから、行政手続法第８条に基づき処分の理由を示す

必要がある。 

提示すべき理由の程度としては、開示請求者が拒否の理由を明確に認識し

得るものであることが必要である。また、個別具体的な理由提示の程度につ

いては、当該情報の性質、内容、開示請求書の記載内容等を踏まえ、請求の

あった保有個人情報の存否を答えることにより、どのような不開示情報を開

示することになるかをできる限り具体的に提示することになる。 

存否を明らかにしないで拒否することが必要な類型の情報については、常

に存否を明らかにしないで拒否することが必要であり、例えば、保有個人情

報が存在しない場合に不存在と答えて、保有個人情報が存在する場合にのみ

存否を明らかにしないで拒否したのでは、開示請求者に当該保有個人情報の

存在を類推させることになる。 
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６-１-４ 開示決定等の通知 

６-１-４-１ 開示決定（法第８２条第１項） 

法第８２条（第１項） 

１ 行政機関の長等は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示

するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨、開示する保

有個人情報の利用目的及び開示の実施に関し政令で定める事項を書面に

より通知しなければならない。ただし、第６２条第２号又は第３号に該当

する場合における当該利用目的については、この限りでない。 

 

政令第２４条 

１ 法第８２条第１項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

(1) 開示決定に係る保有個人情報について求めることができる開示の実

施の方法 

(2) 事務所における開示を実施することができる日、時間及び場所並びに

事務所における開示の実施を求める場合にあっては、法第８７条第３項

の規定による申出をする際に当該事務所における開示を実施すること

ができる日のうちから事務所における開示の実施を希望する日を選択

すべき旨 

(3) 写しの送付の方法による保有個人情報の開示を実施する場合におけ

る準備に要する日数及び送付に要する費用 

(4) （略） 

２ 開示請求書に前条各号に掲げる事項が記載されている場合における法

第８２条第１項の政令で定める事項は、前項の規定にかかわらず、次の各

号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 

(1) 開示請求書に記載された開示の実施の方法による保有個人情報の開

示を実施することができる場合（事務所における開示については、開示

請求書に記載された事務所における開示の実施を希望する日に保有個

人情報の開示を実施することができる場合に限る。） その旨及び前項

各号に掲げる事項 

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 その旨及び前項各号に掲げる事項 

 

【解説】 

開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示することを決定したとき

は、速やかに、開示請求者に対して、全部を開示することを決定したときは個

人情報開示決定通知書（細則様式第５号）、一部を開示することを決定したと
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きは個人情報部分開示決定通知書（細則様式第６号）により通知する。当該書

面には、政令第２４条に規定する次の事項について記載する。 

 

１ 開示する保有個人情報の利用目的 

開示することとした保有個人情報が、実施機関においてどのような目的で利

用されているかについて、開示請求者が分かるように、少なくとも個人情報フ

ァイル簿に記載されている個人情報ファイルの利用目的や個人情報取扱事務

登録簿に記載されている個人情報取扱事務の目的と同程度の具体的な記載と

する。 

 

２ 開示の実施方法等 

保有個人情報の開示の実施方法、日時、場所等について必要事項を記載する

こと（詳細は、後述の【運用】４（１）イを参照のこと。）。 

 

３ 写しの送付による開示を実施する場合の準備日数及び送付費用 

写しを送付する場合に、当該写しを作成し、発送するまでのおおよその日数

と送付費用を記載する。 

 

４ 不開示とした部分がある場合の不開示部分及び不開示理由 

開示請求に係る保有個人情報の一部について開示することを決定したとき

には、どの部分を不開示としたか記載するとともに、当該部分を不開示とし

た理由について記載する。不開示理由については、不開示とした部分ごとに、

該当する不開示事由の全てについて記載する必要がある（６-１-４-２（不開

示決定）を参照のこと。）。 

 

５ 審査請求に係る教示 

  開示請求に対する開示決定等（部分開示決定及び不開示決定を含む。以下同

じ。）の通知を行う際には、行政手続法第８条の規定による理由の提示並びに

行政不服審査法第８２条の規定による教示（審査請求をすることができる旨、

審査請求をすべき行政庁及び審査請求をすることができる期間）及び行政事

件訴訟法（昭和３７年法律第１３９号）第４６条の規定による教示（取消訴訟

の被告とすべき者及び取消訴訟の出訴期間）を書面により行うことが必要で

ある。 
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【運用】 

１ 開示請求書を収受してからの事務の概要 

(1) 文書管理規程の規定に従い、開示請求書に収受印を押印するとともに、文 

書管理システムに必要事項を登録する。 

(2) 開示請求に係る保有個人情報を検索し、特定する。 

(3) 開示請求に係る保有個人情報について、法第７８条第１項各号に該当す 

るかどうか個別具体的かつ慎重に検討し、また、必要に応じて関係部署と 

協議する。 

(4) 開示請求に係る保有個人情報に、第三者に関する情報が含まれている場 

合であって、法第８６条の規定による第三者に対する意見聴取が必要と認 

められるときは、同条に規定する手続を経る。 

(5) 開示請求に対する開示決定等を行い、開示請求者等に通知する。 

 

２ 協議等 

(1) 開示決定等を行う各所属においては、窓口となる係と当該保有個人情報 

を作成・取得した係等との間で十分に連絡を行い、適切かつ統一的な事務 

処理を行うこと。 

(2）開示請求に係る保有個人情報についての開示決定等をするに当たり疑義 

がある場合は、事前に法務・県民情報課に協議するものとする。 

 

３ 開示決定等の決裁区分 

開示決定等に係る決裁の区分は、福岡県事務決裁規程（昭和４０年福岡県訓

令第５号。以下「事務決裁規程」という。）に定めているところであり、本庁

の各課室においては課室長の、出先機関においては出先機関の長の専決とし

ている。ただし、この決裁区分は原則的なものであり、事務決裁規程第４条

（重要事項等の専決留保）において、専決事項であっても知事又は上司の決

裁を受けて処理しなければならないものが定められていることに留意するこ

と。 

 

４ 開示決定等の通知 

(1) 開示請求者への通知 

通知書を郵送する場合は、原則として、特定記録郵便扱いとすること。 

ア 「開示請求に係る保有個人情報の内容」欄について 

開示請求書の「請求する保有個人情報の内容」欄に記載された事項をそ 

のまま転記するのではなく、保有個人情報が記録されている公文書の名 

称等を用いて、当該保有個人情報の内容を正確に、分かりやすく記入する 
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こと。 

イ 「請求者の求める実施方法等による開示の可否等」欄について 

(ｱ) 請求者との調整 

開示請求者と事前に調整を行った上で、開示の実施方法、日時、場所 

を記入すること。開示請求者と調整を行った際は、通話メモ等により記 

録を残しておくことが望ましい。 

法第８６条第１項又は第２項の規定により、意見書の提出の機会を 

与えられた第三者が、開示に反対の意思を表示した場合（法第８６条第 

３項）においては、第三者の救済の観点から開示決定の日と開示を実施 

する日との間に少なくとも２週間の期間を置かなければならないこと 

に留意すること。 

開示を実施する場所は、原則として、本庁にあっては県民情報センタ 

ーを指定し、出先機関にあっては当該出先機関の会議室等を指定する。 

なお、県民情報センターの指定に当たっては、事前に全庁共有フォル 

ダの法務・県民情報課センター開示室予約表に日時等を入力すること。 

郵送により保有個人情報の開示を行う場合は、開示を実施する日時 

及び場所については記載を要しない。「日時」欄及び欄外注記を二本線 

で消し、「場所」欄に「郵送による」と記載すること。 

(ｲ) 保有個人情報の開示実施方法等申出書の送付 

開示請求者と連絡が取れない場合、若しくは開示請求者が応答を拒 

否する場合等で開示請求者と開示の実施方法等について調整ができな 

いとき、又は開示請求者が最初から書面による申出を希望するとき等 

は、「請求者の求める実施方法等による開示の可否等」欄の下部に開示 

の実施が可能な日時及び場所を記載の上、保有個人情報の開示実施方 

法等申出書（細則様式第１５号）を同封して送付すること（詳細は６- 

１-８-２（開示の実施方法等申出書の確認）を参照のこと）。 

ウ 「郵送による開示の場合の費用等」欄について 

郵送による写しの交付を行う場合は、郵送に要する費用及び日数を記

載すること。なお、写しの郵送に必要な郵送料は郵便切手で送付するよう

求めること（細則第１４条第３項）。 

  エ 写しの交付に要する費用について 

細則第１４条第２項の規定により、保有個人情報の写しの交付に要す

る費用は前納する必要があることから、開示決定等の通知を行う際に、決

定通知書等の余白に以下の事項について適宜記載の上、通知すること（写

しの交付に要する費用については、６-１-９手数料（写しの交付に係る費

用）参照のこと。）。 
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(ｱ) 写しの交付に要する費用は、原則として、現金又は普通為替若しくは

定額小為替で送付すること（定額小為替は、写しの交付に要する費用が

５０円の倍数の金額である場合のみ案内すること。）。 

なお、普通為替又は定額小為替は普通郵便での郵送が可能であるが、

仮に郵送途中で紛失し、第三者に換金された場合は補償されないことを

踏まえ、換金されることを防止する観点から、指定受取人欄に次のよう

に記載してもらうこと。また、釣り銭がある場合は受け取ることができ

ないので、釣り銭がないように注意してもらうこと。 

〈本庁で収納する場合〉 

「福岡県総務部法務・県民情報課現金出納員」 

〈出先機関で収納する場合〉 

「〇〇事務所出納員」 

（例：「博多県税事務所出納員」） 

(ｲ) 写しの郵送に必要な郵送料は郵便切手で送付すること。 

(ｳ) 写しの交付に要する費用について、納付書による支払いを希望する場 

合は、任意の様式に「開示請求者の氏名」及び「納付書による支払い

を希望する旨」を記載し、写しの郵送料に相当する郵便切手と共に、

事務担当課に対し送付すること。 

(ｴ) 納付書による支払いの場合、納入通知書の発行手続及び収納済みであ 

ることの確認手続等が必要になるため、現金又は普通為替若しくは定額

小為替による支払いの場合よりも、写しを交付するまでに時間を要する

こと。 

(2) 反対意見を提出した第三者への通知 

  開示決定又は部分開示決定をするに当たり、開示請求に係る保有個人情 

報に含まれている情報に関して関係する第三者の意見聴取を行い（第三者意

見の聴取手続については、６-１-７（第三者意見の聴取）参照のこと。）、

第三者から反対意見が出されている場合は、当該第三者に対し、当該情報を

開示する決定を行った旨を反対意見に係る保有個人情報の開示決定通知書

（細則様式第１４号）により通知する。 

当該通知書を郵送する場合は、原則として、特定記録郵便扱いとすること。 

(3) 開示決定等通知書の写しの送付 

開示決定等の通知を行ったときは、通知書の写しを法務・県民情報課（出

先機関については法務・県民情報課及び本庁の関係課室）に送付すること。 
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６-１-４-２ 不開示決定（法第８２条第２項） 

法第８２条（第２項） 

２ 行政機関の長等は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないと

き（前条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る保有

個人情報を保有していないときを含む。）は、開示をしない旨の決定をし、

開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 

 

【解説】 

開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないことを決定したときは、速

やかに、開示請求者に対して、その旨を保有個人情報不開示決定通知書（細則様

式第７号）により通知する。 

 

１ 不開示理由の記載 

開示請求に係る保有個人情報について全部を開示しないこととした場合の

理由の提示は、実施機関における当該処分の公正・公平の確保という観点に加

え、当該決定を受けた開示請求者が、当該決定を不服として審査請求又は取消

訴訟の提起により救済を求めたり、あるいは開示請求の内容を変更して再度開

示請求を行うなどの対応を採る場合にその便宜を図るものでもあることから、

該当する不開示理由は全て提示する。 

 

２ 理由の記載方法 

不開示理由は、行政手続法第８条の規定に基づき、開示請求者が明確に認識

することができるよう、不開示情報を規定する法第７８条第１項各号のどの規

定に該当するかだけでなく、開示請求に係る審査基準の内容といった不開示と

判断する要件、該当する事実について、不開示情報を開示しない程度に可能な

限り具体的に記載する必要がある。 

(1) 不開示情報に該当する場合 

開示請求に係る保有個人情報に含まれているどの情報が不開示情報に該

当し、これらを開示するとどのような支障等があり、法第７８条のどの規定

に該当するかを記載する。 

また、開示請求に係る保有個人情報に複数の不開示情報が含まれている場

合や一の情報が複数の不開示情報に該当する場合には、それぞれについて、

理由の提示が必要である。 

なお、不開示情報が多く散在しており、それぞれについて個別に理由を提

示することが困難な場合には、行政手続法第８条の理由の提示の趣旨が損な

われない範囲で、同種・類似の事項をまとめて理由を記載することができる。 



個人情報保護事務の手引（その１ 解釈・運用） 

 

134 

 

(2) 不存在の場合 

開示請求に係る保有個人情報が存在しない理由を具体的に記載する。 

 

【記載例】 

例１） ○年○月に保存期間（○年）が満了したので廃棄しました。 

例２） 開示請求に係る保有個人情報は、作成も取得もしておらず、存

在しません。 

 

(3) 開示請求書に形式上の不備がある場合 

  開示請求に次のような形式上の不備がある場合であって、開示請求者が補

正に応じないとき（補正の手続については、６-１-２-３（開示請求書の補

正）を参照のこと。）、又は法第１２４条（適用除外等）に該当するためこ

の条例の対象外であるときは、その不備等の内容を記載する。 

 

【形式上の不備の具体例】 

① 請求者の氏名及び住所又は居所が記載されていない場合 

② 開示請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項の記載が不十分

であり、請求対象の保有個人情報が特定できない場合 

③ 開示請求書が日本語以外の言語で記載されている場合 

④ 本人確認書類や代理人の資格を証明する書類が提示又は提出されてい

ない場合（提示又は提出された書類に不備がある場合を含む。） 

 

(4) 存否応答拒否をする場合 

存否応答拒否をする場合においても、不開示情報が明らかにならない範囲

で、法第８１条の条項を示す以外に、存否そのものを答えられない理由、存

否を答えた場合に法第７８条に規定するどの不開示情報を開示することに

なるかについて示す必要がある。なお、存否応答拒否をする場合には、以後

の同様の開示請求に対しても、同じ対応を採る必要があることから、存否応

答拒否に該当する類型として整理しておく必要がある。 
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６-１-４-３ １件とみなされる複数の行政文書の開示決定等（政令第２７条第

２項） 

政令第２７条（第２項） 

２ 開示請求をする者が次の各号のいずれかに該当する複数の行政文書に

記録されている保有個人情報の開示請求を一の開示請求書によって行う

ときは、前項の規定の適用については、当該複数の行政文書を１件の行政

文書とみなす。 

(1) 一の行政文書ファイル（行政機関の保有する情報の公開に関する法律 

施行令（平成１２年政令第４１号）第１３条第２項第１号に規定する行 

政文書ファイルをいう。）にまとめられた複数の行政文書 

(2) 前号に掲げるもののほか、相互に密接な関連を有する複数の行政文書 

 

【解説】 

実施機関に対して、１通の開示請求書により１件とみなされる複数の公文書

に記録された保有個人情報について開示請求が行われ、当該複数の保有個人情

報について開示決定等を行った場合は、基本的には、当該複数の開示決定等は１

通の通知書により行う（開示決定と不開示決定とがある場合はそれぞれ１通の

通知書）。ただし、各保有個人情報について、その量や開示・不開示の審査の難

易度が異なるとの事情により、開示決定等の期限が異なるような場合には、審査

が終了し開示決定等をしたものから順次通知することもできる。 
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６-１-５ 開示決定等の期限 

６-１-５-１ 開示決定等を行う期限（条例第６条第１項） 

 

 

 

 

 

 

【解説】 

開示請求を受けた実施機関は、開示請求があった日から１５日以内に、「保有

個人情報の全部又は一部を開示する」か「保有個人情報の全部を開示しない」か

の決定を行わなければならない。 

 

１ 起算時点 

「開示請求があった日」とは、開示請求書が開示決定等を行う権限のある実

施機関の所属に「到達した日」のことを指し、「到達した日」とは、開示請求

書が相手の支配領域に入った日をいう（宛先間違いの開示請求を正しい宛先に

回送した場合の取扱いについては、６-１-２-１ ２(2)（開示請求の宛先が正

しいかどうか）を参照のこと）。 

(1) 来所して開示請求を行う場合 

この場合には、開示請求者が来所して開示請求書を提出した日が「開示請

求があった日」となる。 

(2) 開示請求書を郵送により送付して開示請求を行う場合 

この場合には、開示請求書が配達された日が「開示請求があった日」とな

る。 

 

２ 期間計算 

民法第１４０条の規定に基づき、「開示請求があった日」の翌日から起算し、

同法第１４２条の規定により、その期間の末日が休日に当たる場合は、その

翌日をもって期間が満了することになる。なお、この間に開示請求書の補正

が行われた場合、その補正に要した日数（※）は算入されない。 

※ 書面による補正を求めた日の翌日から当該補正が完了した日までの日数

をいう。なお、「補正を求めた日」とは、実施機関において補正書の発送等

を行った日をいう。 

  

条例第６条（第１項） 

１ 開示決定等は、開示請求があった日から１５日以内にしなければならな

い。ただし、法第７７条第３項の規定により補正を求めた場合にあっては、

当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 
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６-１-５-２ 期限の延長（条例第６条第２項） 

 

 

 

 

 

 

 

【解説】 

開示請求に係る保有個人情報について、事務処理上の困難その他正当な理由

により、１５日以内に開示決定等を行うことができない場合には、１５日以内に

限りその期限を延長することができる。 

 

１ 開示請求者への通知 

期限を延長する場合には、開示請求者に対して、遅滞なく、保有個人情報開

示決定等期限延長通知書（細則様式第８号）により延長後の期間及び延長の理

由を通知しなければならない。当該通知は、遅くとも開示請求があった日から

１５日以内（補正に要した日を除く。）に開示請求者になされることが望まし

い。 

 

２ 延長後の期間 

「延長後の期間」は、開示決定等が行われる時期の見込みを示すものであり、

必要最小限の日数とする。なお、併せて開示決定等の期限についても具体的な

年月日を記載する。 

 

３ 延長の理由 

「事務処理上の困難その他正当な理由」は、①請求に係る保有個人情報の量

の多少、②請求に係る保有個人情報の開示・不開示の審査の難度、③当該期限

までの時期における他の処理すべき開示請求事案の量のほか、他の業務の繁忙、

勤務日等の状況等も考慮して、当該開示請求の事務処理が困難となるか否かに

より判断される。 

したがって、延長の理由としては、例えば、開示請求に係る保有個人情報の

量が多いこと、開示・不開示の審査に係る調査に相当の期間を要すること、第

三者意見の聴取に一定の日数が必要であること、本人又は代理人の確認手続に

一定の日数が必要であることといった事情を記載する。 

 

条例第６条（第２項） 

２ 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な

理由があるときは、同項に規定する期間を１５日以内に限り延長すること

ができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、

延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。 
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【運用】 

各所属において期間延長の通知を行ったときは、通知書の写しを法務・県民情

報課（出先機関については法務・県民情報課及び本庁の関係課室）に送付するこ

と。 
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６-１-５-３ 期限の特例（条例第７条） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解説】 

開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日

から１５日以内はもとより、条例第６条第２項の規定に基づく期限の延長（１５

日以内）を行ったとしても、当該期限内（３０日以内）に開示請求に係る保有個

人情報の全てについて開示決定等を行うと、事務の遂行に著しい支障が生じる

おそれがあると判断される場合には、条例第７条に規定する期限の特例規定を

適用することとなる。 

なお、この場合、３０日以内に処理できる分については当該期間内に開示決定

等を行うべきであり、期限の特例の対象となるのはその残りの分であることに

留意する。 

 

１ 開示請求者への通知 

特例規定を適用する場合には、開示請求者に対して、保有個人情報開示決定

等期限特例延長通知書（細則様式第９号）により、特例規定を適用する旨、そ

の理由及び３０日以内に開示決定等できないと考えられる残りの保有個人情

報についての開示決定等をする期限を通知しなければならない。当該通知は、

開示請求があった日から１５日以内（補正に要した日を除く。）に開示請求者

になされなければならない。 

 

２ 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限 

「残りの保有個人情報について開示決定等をする期限」は、最終的に当該開

示請求に係る保有個人情報の全てについての開示決定等を終えることが可能

条例第７条 

開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があっ

た日から３０日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務

の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわ

らず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につ

き当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期

間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条

第１項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面に

より通知しなければならない。 

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由 

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限 
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であると見込まれる期限であり、具体的に年月日で示す。「この規定を適用す

る理由」としては、本条の適用要件が「事務の遂行に著しい支障が生ずるおそ

れがある場合」であることを踏まえ、本条を適用することが必要となった事情

を一般の人が理解し得る程度に示すことが必要である。 

 

３ 延長の理由 

 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるかどうかは、１件の開示請

求に係る保有個人情報の量とその審査等に要する業務量によることとなるが、

実施機関の事務体制、他の開示請求事案の処理に要する事務量、その他事務の

繁忙、勤務日等の状況をも考慮した上で判断する。 

  また、当該開示請求の処理を担当する部局が遂行すべき通常の業務に容認

できない遅滞等の支障を来す場合には、「事務の遂行に著しい支障」が生じて

いると解される。 

 

【運用】 

１ 本条を適用する場合は、事前に法務・県民情報課に協議すること。 

 

２ 期間特例延長の通知を行ったときは、通知書の写しを法務・県民情報課（出

先機関については法務・県民情報課及び本庁の関係課室）に送付すること。 
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６-１-５-４ 期限についての留意点 

 

開示請求から相当の期間が経過したにもかかわらず請求を受けた実施機関

（行政不服審査法上の行政庁）の不作為（法令に基づく申請に対して何らの処分

をもしないことをいう。以下同じ。）がある場合には、開示請求者から当該不作

為についての審査請求（行政不服審査法第３条）がなされる可能性があることに、

常に留意する必要がある（詳細は事務対応ガイド６-４-２-１ ２（不作為につい

ての審査請求）を参照のこと。）。 

なお、６-１-５-１（開示決定等を行う期限）及び６-１-５-２（期限の延長）

のとおり開示決定等を行う期限は法定されており、当該期限（ともに１５日間）

が経過した後も何らの処分をしないことは、一般的には、違法になるものと考え

られる。他方、法定の期限の到来前における不作為の審査請求は、一般的には、

却下されることになるものと考えられる（行政不服審査法第４９条第１項）。 

また、前述の６-１-５-３（期限の特例）の期限の特例規定を適用する場合に

は、３０日以内に開示決定等がされなかった部分について、開示決定等がされる

べき相当な期間が経過した後に、当該部分に係る不作為に対する審査請求がな

される可能性があることに留意する必要がある。 
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６-１-６ 事案の移送（法第８５条） 

法第８５条 

１ 行政機関の長等は、開示請求に係る保有個人情報が当該行政機関の長等

が属する行政機関等以外の行政機関等から提供されたものであるとき、そ

の他他の行政機関の長等において開示決定等をすることにつき正当な理

由があるときは、当該他の行政機関の長等と協議の上、当該他の行政機関

の長等に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送

をした行政機関の長等は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面に

より通知しなければならない。 

２ 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた行政機関の長

等において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。

この場合において、移送をした行政機関の長等が移送前にした行為は、移

送を受けた行政機関の長等がしたものとみなす。 

３ 前項の場合において、移送を受けた行政機関の長等が第８２条第１項の

決定（以下この節において「開示決定」という。）をしたときは、当該行政

機関の長等は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移

送をした行政機関の長等は、当該開示の実施に必要な協力をしなければな

らない。 

 

【解説】 

開示請求に係る保有個人情報が他の行政機関等から提供されたものである場

合等他の行政機関等において開示決定等をすることに正当な理由があるときに

は、事案を移送することができる。事案の移送は、行政機関及び独立行政法人等

の間における場合のほか、行政機関及び地方公共団体の機関の間や地方公共団

体の機関相互の間においても行うことが可能である。 

ただし、開示請求に係る保有個人情報が番号利用法第２３条第１項及び第２

項に規定する記録に記録された特定個人情報である場合には、事案の移送がで

きない（番号利用法第３１条）。 

なお、事案の移送は、開示請求を受けた行政機関等において開示請求の対象と

なる保有個人情報を保有していることが前提となることから、当該開示請求に

係る保有個人情報を保有していない場合には、保有している他の行政機関等を

教示するか、不存在又は存否応答拒否（法第８１条）を理由とする不開示決定を

行うことになる。 

事案を移送するに当たっては、次の事項に留意する必要がある。 
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１ 移送の協議を行うべき場合 

開示請求を受けた実施機関は、少なくとも次の(1)から(3)までの場合には、

移送に関する協議を行うものとする。なお、このことは、(1)から(3)まで以外

の場合における移送の協議を行うことを妨げるものではない。 

また、移送に関する協議を行う際には、移送対象となっている保有個人情報

の特定を確実に行った上で、移送先の機関において当該保有個人情報を保有

しているか、開示・不開示の判断を行うことが可能か等について、移送先と十

分に協議を行うことが必要である。 

(1) 開示請求に係る保有個人情報が他の行政機関等から提供されたものであ

る場合 

(2) 開示請求に係る保有個人情報を記録した公文書が他の行政機関等と共同

で作成されたものである場合 

(3) 開示請求に係る保有個人情報の重要な部分が、他の行政機関等の事務・

事業に係るものである場合 

 

なお、移送の協議先の窓口は、行政機関の場合には当該他の行政機関又はそ

の長が法第１２６条の規定により権限又は事務を委任した当該行政機関の部

局の個人情報保護担当課等、独立行政法人等の場合には当該独立行政法人等の

個人情報保護担当課等とする。 

地方公共団体の機関の場合には当該機関の個人情報保護を担当する課や請

求の対象となっている情報と関係が深い担当課（例えば、請求の対象となって

いる情報の提供元等。）、あるいは、地方公共団体における個人情報の取扱いを

統括する課等が考えられる。地方独立行政法人の場合には当該地方独立行政法

人の個人情報保護担当課等とすることが考えられる。 

 

２ 協議期間 

移送に係る協議を含め移送に要する日数は、開示決定等を行うまでの期間

（原則１５日以内）に算入されることになるため、移送の協議は、開示請求を

適法なものとして受け付けた後速やかに開始し、原則１週間以内に終了する

ものとする。 

なお、移送に関する協議が整わない場合には、移送することはできず、開示

請求を受けた実施機関が開示決定等を行う。 

 

３ 他の行政機関の長等に対する移送 

他の行政機関の長等に対して、事案を移送する場合には、開示請求に係る

保有個人情報が記録されている公文書の名称、請求者の氏名等を記載した保
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有個人情報開示請求事案移送書（細則様式第１０号）に、必要な資料を添付

して行う。なお、関係機関と協議の結果、複数の機関に事案を移送すること

となる場合には、その旨書面に記載する。 

 

４ 移送した旨の開示請求者への通知 

移送に関する協議が整い、他の行政機関の長等に事案を移送した場合には、

移送した実施機関は、直ちに、開示請求者に対して、事案を移送した旨のほ

か、次に掲げる事項を保有個人情報開示請求事案移送通知書（細則様式第１

１号）により通知する。 

(1) 移送先の行政機関の長等（連絡先を含む。） 

(2) 移送年月日 

(3) 移送の理由 

 

５ 移送した行政機関の長等の協力 

事案を移送した場合には、移送を受けた行政機関の長等において開示決定等

を行うことになる。その際、移送した実施機関は、開示の実施に必要な協力を

する（法第８５条第３項）こととされており、また、移送前にした行為は移送

を受けた行政機関の長等が行ったものとみなされる（同条第２項）。このため、

移送した実施機関は、次のような協力を行う。 

(1) 移送前にした行為があれば、その記録を作成し、これを提供 

(2) 開示請求書及び事案を移送した旨の書面の写しの提供（移送した実施機

関では開示請求書の写しを作成し保管） 

(3) 移送先の行政機関等が開示請求に係る保有個人情報を記録した行政文書

等を保有していない場合には、当該公文書の写しの提供又は原本の貸与 

(4) 閲覧する方法による開示の実施のための公文書の貸与又は閲覧場所の提

供 

 

６ 措置結果の連絡 

移送を受けた行政機関の長等は、開示決定等を行ったときには、移送した実

施機関に対して、速やかに開示決定等の結果について連絡する。 

 

７ 開示決定等を行う期限が異なる地方公共団体の機関又は地方独立行政法人

間で移送が行われた場合の開示決定等を行う期限 

  例えば、移送を受けた地方公共団体において開示決定等を行う期限を３０

日より短い日数としていることを一因として、当該地方公共団体の機関にお

いて、移送を受けた時点で、開示決定等を行う期限まで時間的猶予がない場合
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も考えられるが、この場合であっても、①請求に係る保有個人情報の量の多少、

②請求に係る保有個人情報の開示・不開示の審査の難度、③当該期限までの時

期における他の処理すべき開示請求事案の量のほか、他の業務の繁忙、勤務日

等の状況等も考慮して、当該開示請求の事務処理が困難となるか否かを判断

し、事務処理上の困難がある場合には、移送先において期限の延長を行うこと

となる。 

なお、移送がなされた場合の開示決定の期限は、移送元における期限の定め

に拘束されるものではなく、移送を受けた行政機関等における期限による。 

 

８ その他 

開示請求に係る保有個人情報を記録した公文書が複数存在し、かつ、それら

が複数の行政機関等により作成されたものである場合には、開示請求者の利便

性を確保する観点から、開示請求を受けた実施機関において一括して開示決定

等を行うことが望ましいが、記録されている保有個人情報の内容により他の行

政機関等が開示・不開示の判断を行うことが適当な公文書については、移送す

る。 

 

【運用】 

１ 開示請求に係る保有個人情報を保有していない場合の取扱い 

事案の移送は、開示請求を受けた実施機関が開示請求に係る保有個人情報を

保有しているものの、開示・不開示の判断については他の行政機関の長等が行

うことが適当な場合に行われるものである。したがって、開示請求を受けた実

施機関が当該保有個人情報を保有していない場合には本条は適用されないも

のである。 

 

２ 事案を移送する場合の事務手続 

事案の移送の通知を行ったときは、通知書の写しを法務・県民情報課（出先

機関については、法務・県民情報課及び本庁の関係各課室）に送付すること。 
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６-１-７ 第三者意見の聴取（法第８６条） 

法第８６条 

１ 開示請求に係る保有個人情報に国、独立行政法人等、地方公共団体、地

方独立行政法人及び開示請求者以外の者（以下この条、第１０５条第２項

第３号及び第１０７条第１項において「第三者」という。）に関する情報が

含まれているときは、行政機関の長等は、開示決定等をするに当たって、

当該情報に係る第三者に対し、政令で定めるところにより、当該第三者に

関する情報の内容その他政令で定める事項を通知して、意見書を提出する

機会を与えることができる。 

２ 行政機関の長等は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に

先立ち、当該第三者に対し、政令で定めるところにより、開示請求に係る

当該第三者に関する情報の内容その他政令で定める事項を書面により通

知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第

三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。 

(1) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を開示しようとす 

る場合であって、当該第三者に関する情報が第７８条第１項第２号ロ又 

は同項第３号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。 

(2) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第８０条の規定 

により開示しようとするとき。 

３ 行政機関の長等は、前二項の規定により意見書の提出の機会を与えられ

た第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見

書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示

を実施する日との間に少なくとも二週間を置かなければならない。この場

合において、行政機関の長等は、開示決定後直ちに、当該意見書（第１０

５条において「反対意見書」という。）を提出した第三者に対し、開示決定

をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなけ

ればならない。 

 

【解説】 

１ 任意的意見聴取 

開示請求に係る保有個人情報に第三者に関する情報が含まれている場合で

あって、当該情報が法第７８条に規定する不開示情報に該当するか否かを判断

するに当たって当該第三者の意見を聞く必要があると認められる場合には、よ

り的確な開示決定等を行うため、当該第三者に意見書を提出する機会を与える

ことができる。 

なお、この場合の「第三者」とは、開示請求者以外の者（個人又は法人その
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他の団体）であるが、国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法

人は含まれない（国等に関する情報が含まれている場合の取扱いについては、

後述の５（開示請求に係る保有個人情報に国、独立行政法人等、地方公共団体

又は地方独立行政法人に関する情報が含まれている場合の取扱い）を参照のこ

と。）。 

 

２ 必要的意見聴取 

開示請求に係る保有個人情報に含まれる第三者に関する情報を開示すると

当該第三者の権利利益を侵害するおそれがあるにもかかわらず、人の生命、健

康等を保護するために、次のいずれかの規定に基づき当該情報を開示しようと

するときは、当該第三者に対して、意見書を提出する機会を与えなければなら

ない。ただし、当該第三者の所在の把握について合理的な努力を行ったにもか

かわらず、所在が判明しない場合には、その必要はない。 

(1) 法第７８条第１項第２号ロ又は同条第３号ただし書の規定 

法第７８条第１項第２号又は第３号の不開示情報を含んでいるが、人の生

命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認め

られる情報 

(2) 法第８０条の規定 

法第７８条の不開示情報を含んでいるが、個人の権利利益を保護するため

開示することが特に必要であると認められる情報 

 

３ 意見聴取の手続 

必要的意見聴取については、当該第三者に対し、保有個人情報の開示請求に

係る意見照会書（細則様式第１３号）により通知し、意見書を提出する機会を

与えなければならない。通知の際は、意見書の様式（細則様式第１３号別紙）

を同封すること。 

なお、任意的意見聴取については、通知を書面により行うことが法令上定め

られているわけではないが、意見照会を行ったことを明確にしておく観点から、

保有個人情報の開示請求に係る意見照会書（細則様式第１２号）により通知す

ること。通知の際は、意見書の様式（細則様式第１２号別紙）を同封すること。 

第三者に通知する書面には、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容、

開示請求の年月日、意見書の提出先等を記載する（政令第２５条第２項及び第

３項）。このうち、「当該第三者に関する情報の内容」については、開示請求者

の権利利益を不当に侵害しないように留意しつつ（政令第２５条第１項）、当

該第三者において自己のどのような情報が開示されようとしているのか認識

できる程度の内容を記載する必要がある。 
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４ 意見書の提出期限 

実施機関は、開示請求があった日から１５日以内に開示決定等を行わなけれ

ばならないことから、意見書の提出は提出期限を設けることとしている（政令

第２５条第２項及び第３項）。 

提出期限を設定するに当たっては、意見書提出の機会を与えられた第三者が、

開示請求に係る保有個人情報が開示された場合に自己の権利利益が侵害され

ないかについて判断するために必要な時間的余裕を確保できるよう配慮する。 

通常、提出期限として１週間程度の期間を確保することが考えられるが、意

見書の提出を短期間に行うことができないことについて合理的な理由があり、

そのために必要な提出期限を設定することにより、結果として１５日以内に開

示決定等を行うことができないこととなる場合には、条例第６条第２項の規定

に基づき期限の延長を行う。 

 

５ 開示請求に係る保有個人情報に国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方

独立行政法人に関する情報が含まれている場合の取扱い 

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人については、法第

８６条の「第三者」に含まれていないため、開示請求に係る保有個人情報にこ

れらの情報が含まれている場合であっても、同条の意見聴取手続の対象とはな

らない。 

しかしながら、開示・不開示の判断を行うに当たって必要と判断する場合に

は、開示・不開示の判断を行うための調査の一環として、適宜、関係する国、

独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人に対して意見の照会や事

実関係の確認を行うものとする。 

 

６ 反対意見書を提出した第三者への通知 

開示決定をするに当たり、開示請求に係る保有個人情報に自己に関する情報

が含まれている第三者に意見聴取を行い、当該第三者から反対意見書が提出さ

れている場合には、開示決定後直ちに、当該第三者に対して反対意見に係る保

有個人情報の開示決定通知書（細則様式第１４号）により、開示決定を行った

旨、その理由及び開示実施日を通知しなければならない。 

 

【運用】 

１ 意見聴取等の方法 

通知書を郵送する場合は、原則として、特定記録郵便扱いとすること。 
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２ 関係条文の写しの添付 

意見照会書の送付に際しては、法に対する第三者の理解を深めるため、法の

関係条文の写しを添付すること。 

 

３ 協議 

反対意見書を提出した第三者に開示決定に係る通知書を送付するに当たっ

ては、事前に法務・県民情報課と協議するものとする。 
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６-１-８ 開示の実施 

６-１-８-１ 開示の実施方法（法第８７条第１項及び第２項） 

法第８７条（第１項及び第２項） 

１ 保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、文書又は図画に記録され

ているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されていると

きはその種別、情報化の進展状況等を勘案して行政機関等が定める方法に

より行う。ただし、閲覧の方法による保有個人情報の開示にあっては、行

政機関の長等は、当該保有個人情報が記録されている文書又は図画の保存

に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるとき

は、その写しにより、これを行うことができる。 

２ 行政機関等は、前項の規定に基づく電磁的記録についての開示の方法に

関する定めを一般の閲覧に供しなければならない。 

 

【解説】 

１ 保有個人情報を記録する公文書の種類による具体的な開示の実施方法 

保有個人情報の開示については、開示請求に係る保有個人情報が、文書又は 

図画に記録されているときは閲覧又は写しの交付、電磁的記録に記録されてい

るときは各実施機関が定める方法により行う。 

(1) 文書又は図画 

文書又は図画の閲覧又は写しの交付の具体的な方法については、法令等に

おいて特段の定めはないので、各実施機関が、保有個人情報が記録されてい

る文書又は図画の種類等に応じてその具体的な方法を定めた上で適切な方

法により実施することとなる。 

  なお、文書又は図画の閲覧については、原則として、当該文書又は図画の     

原本を閲覧させることとされているが、法第８７条第１項ただし書の規定に

基づき、原本の閲覧により保存に支障を生じるおそれがあると認められると

きには、当該文書又は図画の写しを作成し、当該写しを閲覧に供することが

できる。 

(2) 電磁的記録 

電磁的記録についての開示の方法については、電磁的記録の種類や情報化

の進展状況等に応じて各実施機関が定めるとともに、当該定めを一般の閲覧

に供しなければならない。 

電磁的記録に記録された保有個人情報については、電磁的記録を用紙に出

力したものの閲覧、交付又は電磁的記録媒体の提供という方法等が考えられ

る。 

 



個人情報保護事務の手引（その１ 解釈・運用） 

 

151 

 

２ 部分開示の実施方法 

保有個人情報の部分開示を実施する場合には、不開示情報が明らかにならな

いよう開示の実施の方法ごとに適切に行う必要がある。また、開示の実施を受

ける者にとって、部分開示（部分不開示）の範囲や量が明確になるように開示

を実施する必要もある。 

保有個人情報が記録された公文書の種類に応じた部分開示の実施方法は、次

のとおりである。 

(1) 文書又は図画 

文書又は図画に記録された保有個人情報について部分開示を行う場合に

は、例えば、原本の不開示部分を被覆シール等で覆う方法により閲覧に供す

ることも考えられるが、不開示部分が明らかにならないようにするため、原

本のコピーに黒塗りを行い、更にコピーしたものを閲覧に供することが確

実な方法と考えられる。また、写しの交付についても、閲覧の場合と同様の

作業を行った上で交付する。 

なお、不開示部分の範囲や量を明らかにしておく必要があるため、不開示

情報を除去し、除去した部分を詰めた形で当該文書のコピーを作成するこ

とは、適当ではない。 

(2) 電磁的記録 

電磁的記録に記録された保有個人情報について、用紙に出力したものを

閲覧により部分開示する場合には、上記(1)の「文書又は図画」と同様の方

法により行う。また、実施機関が保有する汎用受付等システムにより電磁的

記録を閲覧させる場合には、原本である電磁的記録を複写して同一のもの

を作成し、当該複写物の不開示情報について被覆や情報の置換え等を行い、

閲覧に供する。また、写しの交付についても、閲覧の場合と同様の作業を行

った上で行う。 

 

３ 不開示情報を含む公文書を電子的に開示する際の墨塗り処理の方法 

不開示情報は、不開示とすることで保護すべき利益に着目して法第７８条第

１項各号に類型的に定められており、不開示情報が誤って漏えいした場合には、

個人の権利利益を含む各種の権利利益が侵害されることとなる。 

したがって、不開示情報を含む公文書を電子的に開示する場合、結果として、

墨塗り処理を行った不開示部分の内容が判明してしまうことのないよう、以下

の点を参考にして、複数人で確認を行うなど、確実に作業を行う必要がある。 

なお、下記に掲げる不開示部分のマスキングに関する措置については、開示

の実施段階において確実に講じられている必要がある。開示の実施に当たって

は、開示しようとする文書の不開示部分にマスキングが施されているか、当該
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部分が判読できる状態になっていないか等、再度、目視確認した上で行うこと

が必要である。 

(1) 電磁的記録の公文書を電磁的記録媒体の複写により開示しようとすると

き。 

開示しようとする公文書が電磁的記録であるときの墨塗り処理の方法と

して、次の方法が考えられる。 

ア 一度、プリントアウトして紙媒体とした上で、不開示にしようとする部

分に墨塗り処理を行い、これをスキャナで読み取って再び電磁的記録（Ｐ

ＤＦファイル）とし、当該電磁的記録を開示する。 

なお、不開示にしようとする部分に墨塗り処理を行った後、当該部分が

判読できる状態になっていないか目視で確認することが必要である。 

 

 
 

【不適切なマスキングの例】 

ＰＤＦファイルに「ハイライト」機能によるマスキング処理を施した

だけでは、その後にハイライト部分を容易に外すことが可能であり、不

開示部分のテキストデータが保持されているため、マスキング処理の方

法としては不十分である。 

 
 

(2) その他に考えられる方法 
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ア 電磁的記録の不開示にしようとする部分の情報（文字等）を削除し、黒

く塗り潰したテキストボックスを置いた上で、当該電磁的記録を開示する。 

なお、不開示にしようとする部分の情報（文字等）を削除した後、「変更

履歴の記録」機能により、当該情報が判読できる状態になっていないこと

を目視で確認することが必要である。 

 

 

 

【不適切なマスキングの例】 

上記の例で、不開示部分の情報を削除することなく、単に、当該部分に

黒く塗りつぶしたテキストボックスを置くだけでは、その後に当該テキス

トボックスを容易に外すことが可能であり、不開示部分のテキストデータ

が保持されているため、マスキング処理の方法としては不十分である。 

 

 

イ ＰＤＦファイル上で作業を行う場合、「ＰＤＦを編集」機能及び「注釈」

機能を使用し、上記アと同様の作業を行った上で、当該電磁的記録を開示

する。 
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【不適切なマスキングの例】 

上記の例で、不開示部分の情報を削除することなく、単に、当該部分に

黒く塗りつぶしたテキストボックスを置くだけでは、上記ア【不適切なマ

スキングの例】と同様、不開示部分のテキストデータが保持されており、

当該テキストボックスを容易に外すことが可能であるため、マスキング処

理の方法としては不十分である。 

 

 

(3) 備考 

ア 電磁的記録の例として、便宜上Ｗｏｒｄにおけるマスキング処理の方 

法を掲げているが、一太郎等の文書作成ソフトやＥｘｃｅｌ等の表計算ソ

フトについても、上記に示す方法によりマスキング処理を行うことが必要

である。 
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イ 上記で示していないマスキング処理の方法を妨げるものではないが、墨

塗りした部分が判明することがないよう、元の情報が完全に削除されるよ

うな処理を行うことが必要である。 

ウ 複数の文書ファイルをＰＤＦファイルに変換し、「ファイルを結合」機

能により結合する際、元の文書ファイルのファイル名がＰＤＦファイルの

「しおり」の名称として保持されることから、当該ファイル名に個人情報

（氏名等）等の不開示情報が記載されている場合、それが表示（開示）さ

れることになるので、付加情報等（しおり機能表示、プロパティ等）の各

種機能における不開示情報の削除についても、厳格なチェックを行う等の

配慮が必要である（なお、全部開示の場合にも同様の配慮が必要である。）。 

 

４ その他留意すべき事項 

(1) 開示の実施方法 

開示の実施は、開示の実施方法等の種類に応じて次のとおり行う。 

ア 所属における開示 

所属において、閲覧等により保有個人情報の開示を行う場合には、開示

決定通知書等を持参した当該開示に係る本人又はその法定代理人若しく

は任意代理人に対して行う。開示決定通知書等を持参していない場合であ

っても、開示請求者が当該開示に係る本人又はその法定代理人若しくは任

意代理人であることが証明されれば、開示の実施を行うことができる。 

イ 写しの送付による開示 

保有個人情報が記録された公文書の写しを開示請求者に送付する場合

には、開示請求書に記載されている住所又は居所宛てに送付する。 

(2) 代理人に対する開示 

未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は任意代理人は、本人に代

わって開示請求を行うことができるが、開示の実施を受ける前にその資格を

喪失したときには、開示の実施を受けることができない（政令第２２条第４

項及び第５項）。このため、未成年者又は成年被後見人の法定代理人に対し

て開示の実施を行う場合には、提示又は提出された書類等で本人の生年月日

等を確認するなどにより、法定代理人としての資格を喪失していないことを

確認することが必要である。 

任意代理人に対して開示の実施を行う場合にも、本人に対して任意代理人

としての資格を喪失していないことを確認することが必要である。 

(3) 開示対象 

法に基づく開示請求の対象は、開示請求者本人に係る保有個人情報である

ことから、同一の公文書に記載されている開示請求者の保有個人情報でない



個人情報保護事務の手引（その１ 解釈・運用） 

 

156 

 

部分については、開示しなくてもよい。この場合、開示請求者の保有個人情

報でない部分については、必要に応じ白抜き処理等を行うことになる。 

こうしたケースは、特に、保有個人情報と他の情報がこん然一体として同

一の公文書内に記録されているような散在情報に対して開示請求が行われ

た場合に生じ得るものと考えられる。一方、データベース化した保有個人情

報については、記録されている情報の全てが何らかの形で個人情報として整

理されることになるものと考えられることから、通常は、こうしたケースは

生じないものと考えられる。 

また、開示請求者の保有個人情報でない部分を含めて開示する場合には、

開示決定に基づく保有個人情報の部分が明確になるようにすることが必要

である。 

(4) 他の法令による開示の実施との調整 

開示請求に係る保有個人情報について、他の法令において開示の制度が定

められており、その実施方法が法第８７条第１項本文に規定する方法と同一

である場合には、当該同一の方法による開示の実施は、他の法令の規定によ

り行うことになる（法第８８条）。 

(5) 特定個人情報を含む情報の開示 

特定個人情報については、法第８８条の適用を除外し、他の法令の規定に

基づき開示することとされている場合であっても、開示の実施の調整は行わ

ない（番号利用法第３０条及び第３１条）。 

特定個人情報の記載のある保有個人情報を開示請求者に送付するに当た

っては、発送前の確認作業を徹底した上で、送付する必要がある。 

 

【運用】 

１ 文書、図画、写真又はフィルムの開示の実施の方法 

(1) 文書、図画、写真又はフィルムの閲覧又は視聴の方法 

ア 文書、図画又は写真 

当該文書、図画若しくは写真又はそれらの写しを閲覧することとする。 

イ マイクロフィルム 

当該マイクロフィルムを専用機器により映写したもの又は用紙に印刷

したものを閲覧することとする。 

ウ 写真フィルム 

当該写真フィルムを印画紙に印画したものを閲覧することとする。 

エ 映画フィルム 

当該映画フィルムを専用機器（映写機）により映写したものを視聴する

こととする。 



個人情報保護事務の手引（その１ 解釈・運用） 

 

157 

 

オ スライド 

当該スライドを専用機器により映写したものを閲覧することとする。 

(2) 文書、図画、写真又はフィルムの写しの交付の方法 

ア 文書、図画又は写真 

(ｱ) 当該文書、図画又は写真を複写機によりＡ３判以下の大きさの用紙 

（開示請求に係る保有個人情報の原本の大きさと同一のもの）に複写

したものを交付することとする。 

(ｲ) 複写する際の片面印刷、両面印刷の取扱いは、原本と同様となるよ

うに行い、拡大、縮小及び編集を行わないものとするが、冊子等の見開

きになった２頁分を１枚に複写することは妨げない。また、Ａ３判以上

の大判の図面等はＡ３判以下の大きさの用紙に区画分割して複写する

こととする。 

(ｳ) 原則として単色刷りで作成するものとするが、開示請求に係る公文

書が多色刷りの場合で開示請求者から申出があったときは、多色刷り

に対応した複写機により当該公文書の写しを作成して、これを交付す

ることができる。 

イ マイクロフィルム 

当該マイクロフィルムをＡ３判以下の大きさの用紙に印刷したものを 

交付することとする。 

ウ 写真フィルム 

当該写真フィルムを印画紙に印画したものを交付することとする。 

エ スライド 

当該スライドを印画紙に印画したものを交付することとする。 

 

２ 電磁的記録の開示の実施の方法 

(1) 録音テープ又は録音ディスク 

ア 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものを聴

取することとする。 

イ 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープに複写したも

のを交付することとする。 

ウ ア及びイに定める方法による再生又は複写に支障がある場合、ＣＤ-Ｒ、

ＤＶＤ-Ｒ及びその他の電磁的記録媒体に複写したものを「（3）その他の

電磁的記録」に定める方法により開示することができる。 

「ア及びイに定める方法による再生又は複写に支障がある場合」とは、

当該録音テープ又は録音ディスクを再生・複写するための専用機器の生産

が終了している場合等、再生・複写に物理的な支障がある場合をいう。 
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後述の(3)ア(ｳ)に掲げる「交付を容易に行うことができるとき」とは、

当該録音テープ又は録音ディスクをデジタルデータに変換した上で、ＣＤ

-Ｒ、ＤＶＤ-Ｒその他の電磁的記録媒体に複写することができることとし

たものであるが、過度の費用や技術的な困難さを伴う場合にはその義務が

ないことも同時に明らかにしたものである。 

なお、当該録音テープ又は録音ディスクを電磁的記録媒体に複写するに

当たって要する費用は、各所属において負担するものとし、複写された電

磁的記録媒体については、各所属が文書管理規程等の定めにより、分類整

理するための登録等を行うこととする。 

(2) ビデオテープ又はビデオディスク 

ア 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したもの 

を視聴することとする。 

イ 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープに複写 

したものを交付することとする。 

(3) その他の電磁的記録 

ア 次に掲げる方法のいずれかにより行うこととする。 

(ｱ) 当該電磁的記録をＡ３判以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧 

又は交付 

(ｲ) 当該電磁的記録を各所属で保有する専用機器（パーソナルコンピュ 

ーター等）により再生したものの閲覧又は視聴（当該閲覧又は視聴を 

容易に行うことができるときに限る。） 

(ｳ) 当該電磁的記録をＣＤ-ＲやＤＶＤ-Ｒのほか、ＭＯ、磁気テープカ 

ートリッジ等に複写したものの交付（当該複写したものの交付を容易 

に行うことができるときに限る。） 

イ 上記ア(ｲ)及び(ｳ)の「容易に行うことができるとき」とは、次の(ｱ)及 

び(ｲ)の両方の要件を満たすときをいう。「容易に行うことができる」と 

認められないときは、当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は 

交付により対応する。 

(ｱ) 不開示情報が含まれていないときや不開示情報を含む部分を＊（ア 

スタリスク）等の記号に置き換える方法により容易に、かつ、合理的に 

分離できるとき。 

(ｲ) 再生又は複写のための装置を新たに設置することなく、当該所属に 

おいて当該電磁的記録を処理する際に使用している機器を用いて再生 

又は複写できるとき。 

 

 



個人情報保護事務の手引（その１ 解釈・運用） 

 

159 

 

３ 開示の実施の場所 

(1) 県民情報センター（法務・県民情報課） 

本庁の課室の保有個人情報を開示するときは、原則として県民情報セン

ターで行う。 

電磁的記録の閲覧、視聴又は聴取については、必要に応じて当該閲覧、視

聴又は聴取に使用する専用機器を県民情報センターに搬入した上で行う。 

ただし、専用機器を移動させることが困難な場合等、県民情報センターに

おいて当該閲覧、視聴又は聴取を行うことが困難な場合は、当該課室の事務

室その他の場所において開示を実施することができるものとする。 

(2) 出先機関 

出先機関の保有個人情報を開示するときは、原則として当該出先機関の

会議室等において行う。 

ただし、次に掲げる場合は、開示の場所を提供する機関と事前に協議の上、

当該出先機関以外の場所（県民情報センターを含む。）において開示を実施

することができる。 

ア 当該出先機関に現金出納員が置かれていない場合 

イ 当該出先機関において電磁的記録の閲覧、視聴又は聴取を行うことに 

より、事務の遂行に支障を及ぼす場合 

 

４ 開示の実施に係る事務 

(1) 日時及び場所の指定 

保有個人情報の開示の実施（郵送により保有個人情報の写しを交付する

場合を除く。）は、あらかじめ開示決定通知書等により指定した日時及び場

所（保有個人情報の開示実施方法等申出書（細則様式第１５号）で実施の申

出のあった場合は、その日時）で行う。 

(2) 県民情報センター（法務・県民情報課）で実施する場合 

ア 県民情報センターに開示請求者が来庁した場合には、法務・県民情報課 

の職員は、開示決定通知書等の提示を求めた上で、開示請求者が来庁した 

旨を当該開示に係る保有個人情報を保有する課室に電話連絡する。 

イ 電話連絡を受けた課室の担当職員は、開示に係る保有個人情報その他 

必要な書類等を県民情報センターに持参する。なお、各課室の担当職員は、 

開示決定通知書等に記載した開示を実施する日時に、直ちに対応できる 

ようあらかじめ準備しておくものとする。 

ウ 各課室の担当職員は、開示請求に係る保有個人情報の本人又はその代 

理人及び代理人自身であることを証明する書類の提示又は提出を求め、法 

定代理人の資格を有することを確認する。 
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エ 開示に係る保有個人情報を開示請求者に提示し、閲覧、視聴又は聴取を 

させ、開示請求者の求めに応じて必要な説明を行う。 

オ 保有個人情報の写しの交付に要する費用及び徴収の方法については、 

６-１-９ 手数料（写しの交付に係る費用）を参照のこと。 

(3) 出先機関で実施する場合 

出先機関で開示を実施する場合においても、上記「(2)県民情報センター

（法務・県民情報課）で実施する場合」に準じて行うものとする。また、当

該出先機関以外の場所を開示の場所に指定した場合には、開示の場所を示

した図を開示決定通知書等に添付するなどして開示に混乱の生じないよう

留意するものとする。 

(4) 閲覧、視聴又は聴取の中止 

保有個人情報の開示に当たり、開示請求者が当該保有個人情報を改ざん 

するなどの行為を行うおそれがあると認めるときは、細則第１３条第１項の

規定により、保有個人情報の閲覧、視聴又は聴取の中止を命じることができ

る。この場合の中止は、閲覧、視聴又は聴取に立ち会っている職員が、当該

所属の長（出先機関にあっては出先機関の長）の指示を受けて行い、当該開

示請求者に対し、根拠条項である当該規定及び中止を命じることとなった事

実を明示するものとする。 

(5) 保有個人情報の写しの交付 

保有個人情報の写しの交付の事務は次のとおりである。 

なお、細則第１３条第２項において、保有個人情報の写しの交付の部数は、

請求１件につき１部とされていること、及び細則第１４条第２項において、

保有個人情報の写しの交付に要する費用は前納とされていることに留意す

るものとする。 

ア 開示請求者が開示請求に際して保有個人情報の写しの交付を求めた場                                   

 合 

各所属の担当職員は、開示の実施に当たって、あらかじめ当該写しを作

成しておくものとする。開示請求者が来庁したときは、当該写しを開示を

実施する場所に持参し、開示請求者に確認を行ってから、当該写しの交付

に要する費用を徴収し、現金領収証及び当該写しを交付するものとする。 

イ 開示請求者が閲覧、視聴又は聴取を行った際に保有個人情報の写しの 

交付を求めた場合 

各所属の担当職員は、開示請求者に写しの交付を要する保有個人情報 

の範囲を確認し、写しの交付に要する費用について開示請求者に確認を 

行った上で、当該写しを作成する。当該写しの交付に要する費用を徴収し、 

現金領収証及び当該写しを交付するものとする。 
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ウ 保有個人情報の写しを郵送により交付する場合 

写しの交付に要する費用に係る現金又は普通為替若しくは定額小為替 

が納付されてから、現金領収証及び当該写しを開示請求者に郵送する。 

エ 保有個人情報の写しの交付に要する費用及び徴収の方法については、 

６-１-９ 手数料（写しの交付に係る費用）を参照のこと。 
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６-１-８-２ 開示の実施方法等申出書の確認（法第８７条第３項及び第４項） 

法第８７条（第３項及び第４項） 

３ 開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、政令で定めるとこ

ろにより、当該開示決定をした行政機関の長等に対し、その求める開示の

実施の方法その他の政令で定める事項を申し出なければならない。 

４ 前項の規定による申出は、第８２条第１項に規定する通知があった日か

ら３０日以内にしなければならない。ただし、当該期間内に当該申出をす

ることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。 

 

政令第２６条 

１ 法第８７条第３項の規定による申出は、書面により行わなければならな

い。 

２ 第２４条第２項第１号に掲げる場合に該当する旨の法第８２条第１項

の規定による通知があった場合において、第２３条各号に掲げる事項を変

更しないときは、法第８７条第３項の規定による申出は、することを要し

ない。 

３ 法第８７条第３項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

(1) 求める開示の実施の方法（開示決定に係る保有個人情報の部分ごとに 

異なる方法による開示の実施を求める場合にあっては、その旨及び当該 

部分ごとの開示の実施の方法） 

(2) 開示決定に係る保有個人情報の一部について開示の実施を求める場 

合にあっては、その旨及び当該部分 

(3) 事務所における開示の実施を求める場合にあっては、事務所における 

開示の実施を希望する日 

(4) 写しの送付の方法による保有個人情報の開示の実施を求める場合に 

あっては、その旨 

 

【解説】 

法では、開示決定に基づき開示を受ける者は、開示決定通知があった日から原

則として３０日以内に、求める開示の実施の方法等（政令第２６条第３項各号）

を書面により申し出ることとされている。 

本県においては、開示請求者と連絡が取れない場合、若しくは開示請求者が応

答を拒否する場合等で開示請求者と開示の実施方法等について調整ができない

とき、又は開示請求者が最初から書面による申出を希望するとき等に、保有個人

情報の開示実施方法等申出書（細則様式第１５号）を送付し、開示請求者から開

示の実施方法等についての申出を受け付けることとしている。 



個人情報保護事務の手引（その１ 解釈・運用） 

 

163 

 

 

１ 開示の実施の方法等の申出 

法では、開示を受ける者は、原則として、開示決定通知があった日から３０

日以内に開示の実施の方法等を書面により実施機関に申し出ることとされて

いる。この場合の３０日とは、開示を受ける者が実施機関の発出した開示決定

等の通知書を受け取った日の翌日から起算して３０日以内に当該申出書を投

かん等すれば足りる。 

３０日の申請期間内に申出をすることができなかったことについて、災害や

病気療養中等の正当な理由がある場合には、３０日経過後であっても申し出る

ことができる。このため、３０日経過後に申出があった場合には、期間内に申

出ができなかったことについての正当な理由の有無を確認し、正当な理由があ

ると認められるときは、開示することができる。 
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６-１-９ 手数料（写しの交付に係る費用） 

６-１-９-４ 地方公共団体における手数料の納付方法（法第８９条第２項、条

例第８条） 

法第８９条 

２ 地方公共団体の機関に対し開示請求をする者は、条例で定めるところに

より、実費の範囲内において条例で定める額の手数料を納めなければなら

ない。 

 

 

 

 

 

【解説】 

 法第８９条第２項の規定により、地方公共団体の機関は条例において、開示請

求に係る手数料を実費の範囲内において定める必要があるところ、本県では、従

前の開示請求制度や公文書開示請求制度との整合を図るため、手数料の額を無

料とし、開示する保有個人情報の写しの交付に要する費用については徴収する

こととしている。 

 また、開示する保有個人情報の写しの送付を求める場合は、送付に要する費用

を郵便切手により徴収することとしている。 

 

【運用】 

１ 費用の額 

写しの交付に要する費用の額は、次のとおりである（細則別表（第１４条関

係））。 

  

条例第８条 

法第８９条第２項に規定する手数料は、徴収しない。ただし、法第８７条

第１項に規定する写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用

を負担しなければならない。 
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交付する写し又は複写物 金  額 備  考 

複写機による単色刷り １枚につき  １０円 Ａ３番まで 

複写機による多色刷り １枚につき  ３０円 Ａ３番まで 

マイクロフィルムを用紙に印

刷したもの 
１枚につき  １０円 Ａ３番まで 

録音カセットテープに複写し

たもの 
１巻につき １２０円  

ビデオカセットテープに複写

したもの 
１巻につき １７０円  

ＣＤ－Ｒに複写したもの １枚につき  ８０円  

ＤＶＤ－Ｒに複写したもの １枚につき １００円  

上記以外のもの 
当該写しの作成に要す

る費用に相当する額 
 

注１ 両面印刷の用紙を用いるときは、片面を１枚として算定する。 

２ 「上記以外のもの」には、電磁的記録をＭＯや磁気テープカートリッ 

ジに複写したものや、写真フィルムやスライドを印画紙に印画したも 

のがある。 

 

２ 徴収の方法 

(1) 現金又は普通為替若しくは定額小為替により費用を徴収する場合 

現金等領収による収納を行うものとする。 

写しの交付に要する費用が郵送によって納付される場合は、現金書留又

は普通為替若しくは定額小為替により送付させ、収受後、現金領収を行う。 

また、郵送料についても開示請求者の負担であるため、当該郵送料は郵

便切手で送付させることとする。 

徴収事務は、本庁にあっては法務・県民情報課（県民情報センター）

で、出先機関にあっては、原則としてそれぞれの出先機関で行うものとす

る。 

現金出納員の置かれていない出先機関が、県民情報センター又は他の出

先機関を開示の実施の場所として指定した場合は、県民情報センター又は

当該指定された機関で徴収するものとする。 

(2) 納付書により費用を徴収する場合 

開示請求者の納付書による支払いを希望する旨の意思を確認した場合は、 

福岡県財務規則（昭和３９年福岡県規則第２３号。以下「財務規則」という。） 
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第３４条第１項及び第２項の規定により、当該写しの交付に要する費用に 

ついて調定する。 

なお、調定年月日は、当該意思確認に係る文書を収受した日とし、納期 

限は、調定の日から２０日目とする。 

ただし、その日が県の休日に当たるときは、直前の平日を納期限とする。 

調定後、財務規則第４２条の規定により納入の通知をする。 

各所属は、当該写しの交付に要する費用について、歳入執行整理表等によ 

り収納済みであることを確認後、送付された郵便切手を用いて公文書の写 

しを郵送する。 

(3) 収納未済の場合 

納付書により費用を徴収する場合であって、当該年度の出納閉鎖日の前日

までに写しの交付に要する費用が収納済みであることが確認できないとき

は、各所属の担当者は、金銭会計システムを用いて調定取消の入力をする。 

 

３ 送付用郵便切手等の取扱い（政令第２８条第４項） 

公文書の写しの送付を求める場合には、送付に要する費用を郵便切手で納付

する。（細則第１４条第３項） 

郵便切手の額が不足している場合には、開示請求者に対して不足分の追加を

求める。また、必要額より多い額の郵便切手が送付されてきた場合には、送付

されてきた切手が複数枚で、かつ、送付に必要な額の切手を分離できる場合に

は、分離し、残りは行政文書の写しを送付する際に返却することとし、分離が

不可能である場合にはそのまま使用する。 
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６-２ 訂正 

６-２-１ 訂正請求（法第９０条第１項及び第２項） 

法第９０条（第１項及び第２項） 

１ 何人も、自己を本人とする保有個人情報（次に掲げるものに限る。第９

８条第１項において同じ。）の内容が事実でないと思料するときは、この

法律の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する行政機関の長等

に対し、当該保有個人情報の訂正（追加又は削除を含む。以下この節にお

いて同じ。）を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の訂正に

関して他の法令の規定により特別の手続が定められているときは、この限

りでない。 

(1) 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報 

(2) 開示決定に係る保有個人情報であって、第８８条第１項の他の法令の

規定により開示を受けたもの 

２ 代理人は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求（以下この節及

び第１２７条において「訂正請求」という。）をすることができる。 

 

【解説】 

何人も、自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと思料するとき

は、当該保有個人情報の訂正請求を行うことができる（法第９０条第１項）。 

また、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は任意代理人による請

求も認められている。 

 

１ 自己を本人とする保有個人情報（次に掲げるものに限る。） 

  法の訂正請求権の対象は、自己を本人とする保有個人情報全てではなく、法

等の開示決定により自己を本人とする保有個人情報として開示を受ける範囲

が確定されたものに限る。その理由は、制度の円滑かつ安定的な運営の観点か

ら、対象となる保有個人情報を明確にし、手続上の一貫性を確保するためであ

る。 

 

２ 内容が事実でないと思料するとき 

  本条は、法第６５条の「正確性の確保」の趣旨を実効たらしめようとするも

のであることから、訂正請求をすることができるのは、「内容が事実でないと

思料するとき」に限られる。 

 

３ 当該保有個人情報の訂正に関して他の法令の規定により特別の手続が定め

られているときは、この限りでない。 
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保有個人情報の訂正について、他の法令の規定により特別の手続が定められ

ているときは、当該手続により同様の目的を達成することができるので、その

法令の定めるところによることとしたものである。 

例えば、運転免許証の記載事項について、転居や婚姻等の事由により変更が

生じた場合には、道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第９４条第１項の

規定に基づき運転免許証の記載事項の変更を行うこととされていることから、

同法の定める手続によることとなる。 
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６-２-２ 訂正請求の手続 

６-２-２-１ 訂正請求書の内容の確認（法第９０条第３項及び第９１条第１項） 

法第９０条（第３項） 

３ 訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から９０日以内にしなけれ

ばならない。 

 

法第９１条（第１項） 

１ 訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書面（第三項において「訂正請

求書」という。）を行政機関の長等に提出してしなければならない。 

(1) 訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所 

(2) 訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人

情報を特定するに足りる事項 

(3) 訂正請求の趣旨及び理由 

 

【解説】 

１ 書面主義 

  訂正請求は、訂正請求権の行使という重要な法律関係の内容を明確にする

ため、書面を提出して行わなければならず、口頭による訂正請求は認められな

い。 

郵送による請求については、適切な方法による本人確認の下、対応すること

が必要である。 

 

２ 受付の際の確認事項 

 実施機関において、保有個人情報訂正請求書（細則様式第１６号）を受け付

ける際の主な確認事項は、次のとおりである。 

これらの事項の確認に当たっては、開示請求書の内容の確認と同様の点に留

意して行う必要がある（６-１-２-１（開示請求書の内容の確認）を参照のこ

と。）。 

なお、以下の(1)から(3)までの要件（法第９０条）を満たしていない訂正請

求が行われた場合又は行われようとした場合であっても、法第６５条（正確性

の確保）の趣旨を踏まえ、適切に対応する必要がある。 

(1) 法の規定による開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報又は法の規

定による開示決定に係る保有個人情報であって他の法令の規定により開示

を受けたものの訂正請求であるかどうか 
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訂正請求者が訂正を求める保有個人情報について、次のいずれかに該当 

するものであるか否かについて、訂正請求書に記載されている内容を基に

確認する。 

① 法の規定による開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報 

② 法の規定による開示決定に係る保有個人情報であって、他の法令（条例

を含む。）の規定により開示を受けたもの 

訂正請求者が開示を受けた日を失念しているために当該記載がない場合

には、訂正請求書の記載内容に基づき、開示を受けた保有個人情報かどうか

を確認する。 

法の規定に基づく開示を受けずに、何らかの方法により入手した情報に

ついて、直接訂正請求が行われることも考えられるが、この場合には、まず、

法の規定による開示決定を受ける必要があること及び法の規定による開示

請求手続等について教示するなど適切な情報提供を行う。 

なお、開示請求手続を経ることなく行われた訂正請求については、法第 

９３条第２項の規定に基づき訂正しない旨の決定を行う。 

(2) 保有個人情報の開示を受けた日から９０日以内の訂正請求であるかどう

か 

訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から９０日以内に行うこと

を要する（法第９０条第３項）。このため、訂正請求書に記載されている内

容を基に保有個人情報の開示を受けた日を確認する。 

訂正請求者が開示を受けた日を失念しているために当該記載がない場合

には、訂正請求書の記載内容に基づき、実施機関において当該開示の実施日

を確認し、９０日以内かどうかについて確認する。 

期間の計算は、開示決定等の場合と同様に、「保有個人情報の開示を受け

た日」の翌日から起算して９０日以内に、訂正請求書を投かん等すれば足り

る。 

「開示を受けた日」とは、所属における開示の場合には当該実施日、写し

の送付の方法による場合には開示請求者に写しが郵送された日を指す。 

請求期間を徒過している場合には、訂正請求をしようとする者に対して、

再度開示請求を行う必要がある旨を教示する。再度の開示請求手続を経る

ことなく行われた訂正請求については、法第９３条第２項の規定に基づき

訂正しない旨の決定を行う。 

(3) 保有個人情報の訂正に関して他の法令の規定に基づく特別の手続がない

かどうか 

訂正請求者が求める保有個人情報の訂正に関して、他の法令の規定に基

づく特別の手続がある場合には、当該手続による（法第９０条第１項ただし



個人情報保護事務の手引（その１ 解釈・運用） 

 

171 

 

書）。この場合には、訂正請求者に対して他の法令の規定に基づく訂正手続

について教示するなど情報提供を行う。 

(4) 訂正請求の宛先が正しいかどうか 

宛先間違いの訂正請求については、開示請求と同様の処理を行う（６-１

-２-１ ２(2)（開示請求の宛先が正しいかどうか）を参照のこと。）。 

 (5) 訂正請求を求める保有個人情報の特定が十分であるかどうか 

訂正請求の対象は、法の規定による開示決定等に基づき開示を受けた保

有個人情報であることから、訂正請求書に「保有個人情報の開示を受けた年

月日」が記載されている場合には、この記載を基に、実施機関が管理する開

示請求手続の関係書類等と照合することにより、訂正請求に係る保有個人

情報を特定することが可能である。 

訂正請求者が開示を受けた日を失念している場合には、訂正請求を受け

た実施機関において訂正請求者が訂正を求める特定の保有個人情報を識別

することができる程度に、開示請求や開示決定等のおおよその時期、開示を

受けた保有個人情報の内容等が訂正請求書に記載されている必要がある。 

これらの記載がない場合、実施機関は請求者に対して補正を求める（６-

２-２-３（訂正請求書の補正）を参照のこと。）。 

実施機関において、訂正請求者が訂正を求める保有個人情報を特定する

ことができる場合であっても、それが法の規定による開示決定を受けたも

のでない場合には、訂正請求の対象とならない。 

 (6) 訂正請求の趣旨及び理由が明確であるかどうか 

訂正請求の趣旨の記載については、「○○を△△に訂正せよ。」、「○○を削

除せよ。」等のように、開示を受けた保有個人情報のうち、どの部分につい

て、どのような内容の訂正（追加又は削除を含む。）を求めるのかが明確と

なっているか確認する。単に、「○○を訂正せよ。」という記載では、訂正の

具体的な内容が明確でないことから、補正を求める。 

訂正請求の理由の記載については、当該訂正請求を受けた実施機関が事

実確認のための調査等を行う際に重要な判断材料となり得ると考えられる

ことから、明確かつ具体的であることが必要である。 

これらの記載が不十分な場合、実施機関は請求者に対して補正を求める

（６-２-２-３（訂正請求書の補正）を参照のこと。）。 

なお、訂正請求は、保有個人情報の「内容が事実でないと思料する」場合

に行われるものであることから、事実ではなく評価や判断の内容について

は、訂正請求の対象外である。 

(7) その他訂正請求書の記載に不備がないかどうか 
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６-１-２-１ ２(4)（その他開示請求書の記載に不備がないかどうか）を

参照のこと。 

 (8) その他確認に当たって留意すべき事項 

６-１-２-１ ２(5)（その他確認に当たって留意すべき事項）を参照のこ

と。 

 

【運用】 

１ 事前相談 

請求に係る保有個人情報を保有している所属において、不当な提供となら

ないよう注意しながら請求をしようとする者から、請求する保有個人情報の

内容について聴き取り、当該保有個人情報が開示決定を受けて開示が行われ

たものであることを確認すること。 

また、電話等で問合せがあった際は、県 HP の「福岡県の個人情報保護制度

トップページ」から訂正請求書の様式を入手できる旨を案内すること。 

（https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/kojinjouhouhogo-top.html） 

 

２ 訂正請求書の受付 

(1) 県民情報センター（法務・県民情報課）又は各所属における受付 

ア 県民情報センター（法務・県民情報課） 

県民情報センター（法務・県民情報課）においては、本庁の課室、出先

機関及び他の実施機関の保有個人情報に対する全ての訂正請求書を受け

付ける。 

受け付ける訂正請求書が、本庁の課室の保有個人情報に係るものであ

る場合は、当該課室の職員と法務・県民情報課の職員がともに、受付事務

を行い、訂正請求書の写しを訂正請求者に交付する（受付事務の詳細は、

６-２-２-１（訂正請求書の内容の確認）及び６-２-２-２（本人確認）を

参照のこと。以下同じ。）。 

また、出先機関の保有個人情報に係るものである場合は、法務・県民情

報課の職員が電話等で当該出先機関に保有する保有個人情報の内容等を

確認し、法務・県民情報課の職員と当該出先機関を所管する本庁の課室の

職員がともに、受付事務を行う。 

なお、法務・県民情報課は、当該訂正請求書の写しを訂正請求者に交付

し、当該訂正請求書を当該出先機関に送付する。 

イ 本庁の課室 
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本庁の課室においては、原則として訂正請求書の受付は行わないもの 

とするが、法務・県民情報課と連絡の上、訂正請求者の利便等を勘案し、

当該課室の保有個人情報に対する訂正請求書を受け付けることができる。 

受け付ける際は、法務・県民情報課と十分に連絡を取り、受付事務を行

うとともに、当該訂正請求書の写しを訂正請求者に交付し、法務・県民情

報課に送付する。 

ウ 出先機関 

当該出先機関の保有個人情報に対する訂正請求書を受け付ける。 

受け付ける際は、法務・県民情報課と十分に連絡を取るとともに、当該

出先機関の内部においても、請求の窓口となる庶務担当係と請求に係る

保有個人情報を保有する係等との間で十分に連絡調整しながら、受付事

務を行う。 

併せて、当該訂正請求書の写しを開示請求者に交付し、法務・県民情報

課及び本庁の関係課室に送付する。 

  エ 電子申請 

令和８年３月２４日より、本人による保有個人情報訂正請求において、

簡易申請システムによる電子申請を導入した。なお、当該システムで行う

事務は、訂正請求の受付までであり、訂正決定通知書の送付等、受付以降

の処理については、窓口で受け付ける場合と同様である。 

 訂正請求者が電子申請を行うと、法務・県民情報課に電子申請があった

旨のメールが到達するので、法務・県民情報課においてシステムにログイ

ンし、申請データを確認する。 

県民情報・法務課は、申請データを担当所属（他の実施機関を含む。）

に回付し、訂正請求者に対しては、形式審査終了の通知（受付処理が完了

して申請データを回付した旨の通知）を発行する。 

 (2) 窓口での受付に係る留意事項 

 次に掲げる事項を訂正請求者に説明の上、受け付けた訂正請求書の写し

を作成し、訂正請求者に交付する。 

ア 訂正請求があった日から３０日以内（初日不算入）に訂正決定等を行う

こと。 

また、その旨の通知に１日から２日を要すること。 

やむを得ない理由があるときは、訂正決定等を行う期限を延長する場

合があり、その場合はその旨を通知すること。 

イ 訂正請求があった場合には、事務手続において必要以上に訂正請求者の

氏名等を明らかにしないなど、訂正請求者のプライバシーに十分配慮する

こと。 
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３ 住所又は居所と異なる場所への書類の送付を希望する場合の取扱い 

 訂正請求者が、当該訂正請求に係る書類について、住所又は居所と異なる場

所への送付を希望する場合は、請求者に「保有個人情報訂正請求書の『書類の

送付先』欄の各項目への記載及び『当該理由を証明する書類の提示又は提出』」

を求めること。 
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６-２-２-２ 本人確認（法第９１条第２項） 

法第９１条（第２項） 

２ 前項の場合において、訂正請求をする者は、政令で定めるところにより、

訂正請求に係る保有個人情報の本人であること（前条第２項の規定による

訂正請求にあっては、訂正請求に係る保有個人情報の本人の代理人である

こと）を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。 

 

政令第２９条 

第２２条（第４項及び第５項を除く。）の規定は、訂正請求及び利用停止

請求における本人確認手続等について準用する。この場合において、同条

第３項中「第７６条第２項」とあるのは、訂正請求については「第９０条

第２項」と、利用停止請求については「第９８条第２項」と読み替えるも

のとする。 

 

【解説】 

開示請求及び利用停止請求の場合と同様に、訂正請求に係る保有個人情報の

本人又はその法定代理人若しくは任意代理人であること及び代理人としての資

格を有することを確認する（６-１-２-２（本人確認）を参照のこと。）。 

なお、法定代理人又は任意代理人は、開示請求の場合と異なり、訂正請求の時

点でその資格を有していれば足り、訂正請求後に資格を喪失した場合であって

も、その旨を実施機関に届け出る必要はない。 

他方で、訂正請求後、訂正することの決定の通知を受け取るまでの時点で代理

人の資格を喪失している可能性も否定できないことから、実施機関は、必要に応

じて、代理人が引き続きその資格を有しているかについて確認することが望ま

しい（６-２-４-１（訂正決定）を参照のこと。）。 

 

  



個人情報保護事務の手引（その１ 解釈・運用） 

 

176 

 

６-２-２-３ 訂正請求書の補正（法第９１条第３項） 

法第９１条（第３項） 

３ 行政機関の長等は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、

訂正請求をした者（以下この節において「訂正請求者」という。）に対し、

相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。 

 

【解説】 

実施機関は、開示請求の場合と同様に、訂正請求書に形式上の不備があると認

める場合には、訂正請求書の補正を求めることができる（６-１-２-３（開示請

求書の補正）を参照のこと。）。 

なお、形式上の不備とは、法第９１条第１項の記載事項が記載されていない場

合や本人確認書類が提示又は提出されていない場合等が該当する。 

訂正請求に係る保有個人情報が法第９０条第１項各号に該当しない場合（保

有個人情報の開示を受けていない場合）及び同条第３項の期間を経過した後に

訂正請求がなされた場合（開示を受けた日から９０日を経過した場合）は、形式

上の不備には該当しない。 
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６-２-３ 訂正・不訂正の審査（法第９２条） 

法第９２条 

行政機関の長等は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理

由があると認めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の

達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正をしなければならない。 

 

【解説】 

実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報について、訂正請求に理由があるか

どうかを審査し、次のとおり、「保有個人情報の訂正をする」（法第９３条第１項）

か「保有個人情報の訂正をしない」（同条第２項）かの決定を行う。 

なお、当該決定は、福岡県個人情報保護審議会の答申や個人情報保護に関する

訴訟の判決等を参考にしつつ、個別具体的に慎重に行う。 

 

１ 訂正請求に理由があると認められない場合 

(1) 実施機関による調査の結果、保有個人情報の内容が事実であることが判

明し、訂正請求に理由があると認められない場合には、不訂正の決定を行う。 

(2) 実施機関による調査の結果、請求時に公文書に記録されていた保有個人

情報の内容が事実と異なっていたが、訂正請求の内容も事実と異なることが

判明した場合には、不訂正の決定を行い、必要に応じて職権で訂正を行う。

この場合には、一般的には、訂正請求者に対して示す不訂正理由の中で、実

際の事実関係について記載するとともに、職権で訂正する旨も併せて記載す

ることが望ましい（６－２－４－２ ２（理由の記載方法）を参照のこと。）。 

(3) 実施機関による調査の結果、保有個人情報の内容が事実であるか否か判

明せず、訂正請求に理由があるかどうか明らかでない場合には、訂正決定を

行うことができず、不訂正の決定を行う。ただし、実施機関において、当該

保有個人情報を行政処分その他行政行為のための基礎資料として利用する

ことがあり得るような場合には、当該保有個人情報の利用に当たり、その事

実関係が明らかでない旨が分かるように、その旨をメモとして残すなど記録

しておくことが適当である。 

 

２ 訂正請求に理由があると認められる場合における訂正・不訂正の判断 

実施機関による調査の結果、保有個人情報の内容が事実でないことが判明し、

訂正請求に理由があると認められる場合（訂正請求に係る請求内容の一部につ

いて理由があると認められる場合を含む。）には、当該保有個人情報の利用目

的に照らして、訂正する又は訂正しないのいずれか判断し、決定を個別に行う。 
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３ 総括 

整理すると、下記の表１のとおりである。 

 

【表１】 訂正請求に係る判断 

訂正請求に係る保有

個人情報の内容の事

実性 

利用目的の達成に

必要な範囲内の請

求内容かどうか 

決定内容 備考 

事実であることが判

明した場合 

－ 不訂正 － 

事実であるか判明し

なかった場合 

－ 不訂正 事実関係が不明確

な旨を注記 

事実でな

いことが

判明した

場合 

a 請求内

容 の 全

部 

全部範囲内 訂正 － 

一部範囲内 訂正（利用目的

の達成に必

要な範囲内） 

訂正決定通知書に

は、不訂正とした

部分とその理由を

記載する。 

全部範囲外 不訂正 － 

b 請求内

容 の 一

部 

※訂正請求に理由

があると判断した

部分について、ａ

と同様の判断を行

う。 

－ － 

(注) 請求時に公文書に記録されていた保有個人情報の内容が事実と異なって

いたが、訂正請求の内容も事実と異なることが判明した場合には、不訂正決

定をした上で、必要に応じて職権で訂正を行う。 
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６-２-４ 訂正決定等の通知 

６-２-４-１ 訂正決定（法第９３条第１項） 

法第９３条（第１項） 

１ 行政機関の長等は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするときは、

その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなけれ

ばならない。 

 

【解説】 

訂正請求に係る保有個人情報の内容を訂正することを決定したときは、速や

かに訂正請求者に対して、その旨を保有個人情報訂正決定通知書（細則様式第１

７号）により通知する。 

訂正請求者が代理人である場合であって、訂正することの決定の通知を受け

取る時点で代理人の資格を喪失している可能性も否定できないことから、実施

機関は、必要に応じて、代理人が引き続きその資格を有しているかについて確認

することが望ましい。 

訂正請求に基づき、当該請求内容の一部について訂正を実施することを決定

した場合（例えば、訂正請求書には１０か所の訂正が記載されているが、訂正の

決定はこのうちの５か所だけとした場合等）には、訂正決定を行った上、訂正決

定通知書に不訂正とした部分及びその理由を記載する。 

 

【運用】 

１ 訂正請求書を受領した後の事務の概要 

(1) 文書管理規程に基づき、訂正請求書への収受印の押印等、文書の収受に係

る事務を行う。 

(2) 訂正請求に係る保有個人情報を検索し、特定する。 

(3) 特定した保有個人情報について、その内容が事実に合致するか調査する。 

(4) 調査結果を踏まえ、訂正請求に対する訂正決定等を行い、訂正請求者に通

知する。 

(5) 訂正決定の内容に沿って、当該保有個人情報の訂正を行う。 

 

２ 協議等 

(1) 訂正決定等を行う各所属において、庶務担当係と当該保有個人情報が記

録された公文書を作成・取得した係等との間で十分に連絡を行い、適切な事

務処理を行うこと。 

(2) 訂正決定等に当たり、実施機関内部の調整を図り、適切かつ統一的な運用

を行うため、あらかじめ法務・県民情報課に協議すること。 
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３ 訂正決定等の決裁区分 

訂正決定等の決裁区分は、事務決裁規程に定められており、本庁の各課室に

おいては課室長の、出先機関においては出先機関の長の専決事項とされている。 

ただし、この決裁区分は原則であり、同規程第４条（重要事項等の専決留保）

において、専決事項であっても知事又は上司の決裁を受けて処理しなければな

らないものが定められていることに留意すること。 

 

４ 訂正決定等の通知 

(1) 通知書を郵送する場合は、原則として、特定記録郵便扱いとすること。 

(2) 訂正決定等の通知（訂正を拒否する決定をした旨の通知を含む。）を行っ

た場合、通知書の写しを法務・県民情報課（出先機関については法務・県民

情報課及び本庁の関係課室）に送付すること。 

 

５ 訂正の実施 

(1) 訂正時期 

保有個人情報の訂正は、訂正決定後、速やかに実施すること。 

(2) 訂正方法 

当該訂正は、訂正する保有個人情報の内容や記録されている媒体に応じ、

適切な方法により行うこと。 

具体的には、次のような方法が考えられる。 

ア 文書又は図画の場合 

原本の該当部分に二重線を引き、余白部分に正確な情報を記載する。 

原本の訂正が困難な場合は、当該保有個人情報が誤っていた旨の記載

及び事実に合致する内容を記した資料の添付その他適切な方法により訂

正すること。 

イ 電磁的記録の場合 

電磁的記録の該当部分の消去及び新規入力その他適切な方法により訂

正すること。 
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６-２-４-２ 不訂正決定（法第９３条第２項） 

法第９３条（第２項） 

２ 行政機関の長等は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないとき

は、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しな

ければならない。 

 

【解説】 

訂正請求に理由があるとは認められない又は訂正が利用目的の達成に必要な

範囲を超えるとして、訂正しないことを決定したときは、速やかに訂正請求者に

対して、その旨を保有個人情報不訂正決定通知書（細則様式第１８号）により通

知する。 

 

１ 不訂正理由の記載 

訂正請求に係る保有個人情報について訂正しないこととした場合の理由の

提示は、実施機関における当該処分の公正・公平の確保という観点に加え、当

該決定を受けた訂正請求者が、当該決定を不服として審査請求又は訴訟の提起

により救済を求めたり、あるいは訂正請求の内容を変更して再度訂正請求を行

うなどの対応を採る場合にその便宜を図るものでもあることから、該当する不

訂正理由は全て提示する。 

 

２ 理由の記載方法 

不訂正理由は、訂正請求者が明確に認識することができるよう、可能な限り

具体的に記載する必要がある。 

(1) 訂正請求に理由があると認められない場合 

実施機関として事実を確認するためにどのような調査を行ったのか、調

査の結果、どのような事実が判明したのかなどについて記載する。なお、保

有個人情報の内容及び訂正請求の内容のいずれも事実と異なることが判明

し、職権で訂正を行う場合は、その旨を記載する。 

(2) 訂正が利用目的の達成に必要な範囲を超える場合 

訂正請求に理由があると認められるにもかかわらず、当該保有個人情報

の利用目的の達成という観点からみて、当該保有個人情報を訂正する必要

がないと判断する具体的な理由について記載する。 

(3) 訂正請求書に形式上の不備がある場合 

形式的要件（必要的記載事項の記載、保有個人情報の特定等）として求め

られる要件のうち、どの要件を満たしていないかを明確に記載する。 
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(4) 訂正請求に係る保有個人情報が法第９０条第１項各号に該当しない場合

又は同条第３項の期間を徒過した後に訂正請求がなされた場合 

法に基づく保有個人情報の開示を受けていない旨又は開示を受けた日か

ら９０日を過ぎている旨をそれぞれ記載する。 
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６-２-５ 訂正決定等の期限 

６-２-５-１ 訂正決定等を行う期限（法第９４条第１項） 

法第９４条（第１項） 

１ 前条各項の決定（以下この節において「訂正決定等」という。）は、訂正

請求があった日から３０日以内にしなければならない。ただし、第９１条

第３項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数

は、当該期間に算入しない。 

 

【解説】 

訂正請求を受けた実施機関は、法第９４条第１項の規定に基づき、原則として、

訂正請求があった日から３０日以内に、「保有個人情報の訂正をする」か「保有

個人情報の訂正をしない」かの決定を行わなければならない。 
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６-２-５-２ 期限の延長（法第９４条第２項） 

法第９４条（第２項） 

２ 前項の規定にかかわらず、行政機関の長等は、事務処理上の困難その他

正当な理由があるときは、同項に規定する期間を３０日以内に限り延長す

ることができる。この場合において、行政機関の長等は、訂正請求者に対

し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければ

ならない。 

 

【解説】 

訂正請求に係る保有個人情報について、事務処理上の困難その他正当な理由

により、３０日以内に訂正決定等を行うことができない場合には、３０日以内に

限りその期限を延長することができる。期限を延長する場合には、訂正請求者に

対して、遅滞なく、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書（細則様式第１９号）

により延長後の期間及び延長の理由を通知しなければならない。 

「事務処理上の困難その他正当な理由」としては、訂正請求に理由があるかど

うかを確認するために行う調査に時間を要する場合、調査の結果に基づき訂正

するか否かあるいはどの範囲で訂正するかの判断に時間を要する場合等が想定

される（６-１-５-２（期限の延長）を参照のこと。）。 

 

【運用】 

１ 延長後の決定期限は、事務処理上必要な限度で適正なものを設定し、延長の

理由は、期限の延長が必要となった事情等をできるだけ具体的に記載するこ

と。 

 

２ 期限延長の通知を行ったときは、通知書の写しを法務・県民情報課（出先機

関については法務・県民情報課及び本庁の関係課室）に送付すること。 
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６-２-５-３ 期限の特例（法第９５条） 

法第９５条 

行政機関の長等は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、

前条の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。こ

の場合において、行政機関の長等は、同条第 1項に規定する期間内に、訂

正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由 

(2) 訂正決定等をする期限 

 

【解説】 

訂正請求に係る保有個人情報についての事実関係を確認するための調査や、

調査結果に基づき訂正を行うか否かの判断等を行うに当たって、特に時間を要

するため、訂正請求があった日から３０日以内はもとより、法第９４条第２項の

規定に基づく期限の延長（３０日以内）を行ったとしても当該期限内（６０日以

内）に訂正決定等を行うことが困難な場合には、法第９５条に規定する期限の特

例規定を適用することとなる。 

特例規定を適用する場合には、訂正請求者に対して、保有個人情報訂正決定等

期限特例延長通知書（細則様式第２０号）により、特例規定を適用する旨、その

理由及び訂正決定等をする期限を通知しなければならない。 

当該通知は、訂正請求があった日から３０日以内に訂正請求者になされなけ

ればならない。 

 

【運用】 

１ 「開示決定等の期限の特例」との相違等 

条例第７条に規定された開示決定等の期限の特例との相違は、本条の場

合、訂正決定等に特に長期間を要する主たる理由が、保有個人情報が大量で

あることではなく、事実認定に時間を要することにあるため、開示決定等の

期限の特例のように、６０日以内に相当の部分について開示決定等を行い、

残りの保有個人情報について相当の期間内に決定をする仕組みではなく、単

に「相当の期間内」に訂正決定等をすれば足りるとしている。 

 

２ 本条の適用は、慎重かつ適切に行うとともに、事前に法務・県民情報課に協

議すること。 

 

３ 期限の特例延長を通知した場合、当該通知書の写しを法務・県民情報課に送

付すること。 
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６-２-５-４ 期限についての留意点 

 

【解説】 

訂正請求から相当の期間が経過したにもかかわらず請求を受けた実施機関

（行政不服審査法上の行政庁）の不作為がある場合には、訂正請求者から当該不

作為についての審査請求（行政不服審査法第３条）がなされる可能性があること

に、常に留意する必要がある（詳細は事務対応ガイド６-４-２-１ ２（不作為に

ついての審査請求）を参照のこと。）。 

なお、６-２-５-１（訂正決定等を行う期限）及び６-２-５-２（期限の延長）

のとおり訂正決定等を行う期限は法定されており、当該期限が経過した後も何

らの処分をしないことは、一般的には、違法になるものと考えられる。他方、法

定の期限の到来前における不作為の審査請求は、一般的には、却下されることに

なるものと考えられる（行政不服審査法第４９条第１項）。 

また、前述の６-２-５-３（期限の特例）の期限の特例規定を適用する場合に

は、６０日以内に訂正決定等がされなかった部分について、訂正決定等がされる

べき相当な期間が経過した後に、当該部分に係る不作為に対する審査請求がな

される可能性があることに留意する必要がある。 
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６-２-６ 事案の移送（法第９６条） 

法第９６条 

１ 行政機関の長等は、訂正請求に係る保有個人情報が第８５条第３項の規

定に基づく開示に係るものであるとき、その他他の行政機関の長等におい

て訂正決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の行政機

関の長等と協議の上、当該他の行政機関の長等に対し、事案を移送するこ

とができる。この場合においては、移送をした行政機関の長等は、訂正請

求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。 

２ 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた行政機関の長

等において、当該訂正請求についての訂正決定等をしなければならない。

この場合において、移送をした行政機関の長等が移送前にした行為は、移

送を受けた行政機関の長等がしたものとみなす。 

３ 前項の場合において、移送を受けた行政機関の長等が第９３条第１項の

決定（以下この項及び次条において「訂正決定」という。）をしたときは、

移送をした行政機関の長等は、当該訂正決定に基づき訂正の実施をしなけ

ればならない。 

 

【解説】 

訂正請求に係る保有個人情報が、他の行政機関等に移送され、当該移送先にお

いて開示の実施を行ったものである場合等他の行政機関等において訂正決定等

をすることに正当な理由があるときには、法第９６条第１項の規定により、事案

を移送することができる（６-１-６（事案の移送）を参照のこと。）。 

ただし、開示請求に係る保有個人情報が番号利用法第２３条第１項及び第２

項に規定する記録に記録された特定個人情報である場合には、事案の移送がで

きない（番号利用法第３１条）。 

なお、開示請求の場合と異なり、移送先において訂正決定を行った場合には、

移送した行政機関等において訂正の実施を行う。 

 

【運用】 

１ 事案を移送する場合の事務手続 

 (1) 移送先の行政機関の長等との協議が整った後、事案の移送を決定の上、移 

送先の行政機関の長等に、事案を移送する旨の保有個人情報訂正請求事案

移送書（細則様式第２１号）及び当該事案に係る訂正請求書を送付する。 

(2) 訂正請求者に対し、事案を移送した旨の保有個人情報訂正請求事案移送

通知書（細則様式第２２号）を送付するとともに、当該通知書の写しを法務・

県民情報課へ送付する。 
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 (3) 事案を移送した実施機関は、当該移送を受けた行政機関の長等との連絡 

を密にするとともに、移送を受けた行政機関の長等が訂正決定をした場合、

当該決定に基づき訂正を実施する。 
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６-２-７ 保有個人情報の提供先への通知（法第９７条） 

法第９７条 

行政機関の長等は、訂正決定に基づく保有個人情報の訂正の実施をした

場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先に

対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。 

 

【解説】 

訂正請求に基づき訂正を行う保有個人情報を第三者に提供していた場合、提

供先において当該保有個人情報を基に行政処分等が行われる等の事情があると

判断されるときには、提供先に対して、訂正を行った旨を保有個人情報訂正実施

通知書（細則様式第２３号）により通知する。 

なお、番号利用法第２３条第１項及び第２項に規定する記録に記録された特

定個人情報について訂正を実施した場合において必要があると認めるときは、

当該記録と同一の記録を保有する者である内閣総理大臣及び情報照会者若しく

は情報提供者又は条例事務関係情報照会者及び条例事務関係情報提供者に通知

する(※)ものとしている（番号利用法第３１条）。 

 

※ 情報照会者、情報提供者、条例事務関係情報照会者、条例事務関係情報提

供者のうち訂正を実施した自己（行政機関の長等）については、通知の対象

外。 

 

【運用】 

１ 訂正請求に係る保有個人情報を実施機関内で利用している場合も、必要が

あると認めるときは、その旨を当該所属に連絡するものとする。 

 

２ 本条に関する通知を発出した場合、当該通知書の写しを法務・県民情報課へ

送付すること。 
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６-３ 利用停止 

６-３-１ 利用停止請求（法第９８条第１項及び第２項） 

法第９８条（第１項及び第２項） 

１ 何人も、自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当す

ると思料するときは、この法律の定めるところにより、当該保有個人情報

を保有する行政機関の長等に対し、当該各号に定める措置を請求すること

ができる。ただし、当該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止

（以下この節において「利用停止」という。）に関して他の法令の規定によ

り特別の手続が定められているときは、この限りでない。 

(1) 第６１条第２項の規定に違反して保有されているとき、第６３条の規

定に違反して取り扱われているとき、第６４条の規定に違反して取得さ

れたものであるとき、又は第６９条第１項及び第２項の規定に違反して

利用されているとき 当該保有個人情報の利用の停止又は消去 

(2) 第６９条第１項及び第２項又は第７１条第１項の規定に違反して提

供されているとき 当該保有個人情報の提供の停止 

２ 代理人は、本人に代わって前項の規定による利用停止の請求（以下この

節及び第１２７条において「利用停止請求」という。）をすることができ

る。 

 

【解説】 

何人も、自己を本人とする一定の保有個人情報が、利用目的の達成に必要な範

囲を超えて保有されているとき、違法若しくは不当な行為を助長し、若しくは 

誘発するおそれがある方法により利用されているとき、偽りその他不正の手段

により取得されているとき又は所定の事由に該当しないにもかかわらず利用目

的以外の目的のために利用され、若しくは提供されていると思料するときは、当

該保有個人情報の①利用の停止、②消去又は③提供の停止（以下①から③までを

合わせて「利用停止」という。）の請求を行うことができる。 

また、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は任意代理人による請

求が認められている。 

ただし、番号利用法第２３条第１項及び第２項に規定する記録に記録された

特定個人情報については利用停止請求ができない（番号利用法第３１条）。 

 

１ 「各号のいずれかに該当すると思料するとき」 

本項は、実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保する趣旨で置か

れているものであることから、利用停止を請求することができるのは、下記

のとおり、開示を受けた保有個人情報が、①利用目的の達成に必要な範囲を
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超えて保有されている、②違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそ

れがある方法により利用されている、③偽りその他不正の手段により取得さ

れた、又は④所定の事由に該当しないにもかかわらず利用目的以外の目的で

利用又は提供されている、のいずれかに該当すると思料するときに限られる。 

 

２ 「第６１条第２項の規定に違反して保有されているとき」 

いったん特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を保有

している場合をいう。 

なお、第６１条第３項に違反して、当初の利用目的と相当の関連性を有する

と合理的に認められる範囲を超えて利用目的の変更を行っている場合も、法

第９８条第１項第１号により利用停止請求の対象となる。 

 

３ 「第６３条の規定に違反して取り扱われているとき」 

違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人

情報を利用している場合をいう。 

 

４ 「第６４条の規定に違反して取得されたものであるとき」 

偽りその他不正の手段により個人情報が取得された場合をいう。 

 

５ 「第６９条第１項及び第２項の規定に違反して利用されているとき」 

法が許容する限度を超えて利用目的以外の目的で保有個人情報を利用して

いる場合をいう。 

 

６ 「利用の停止又は消去」 

「利用の停止」とは、利用の全面的な停止だけではなく、一部停止を含む。 

また、「消去」とは、当該保有個人情報の全部又は一部を記録媒体から消し

去ることをいう。 

保有個人情報を匿名化することもこれに含まれる。 

 

７ 「第６９条第１項及び第２項又は第７１条第１項の規定に違反して提供さ

れているとき」 

法が許容する限度を超えて利用目的以外の目的で保有個人情報を提供して

いる場合をいう。 

 

８ 「提供の停止」 

その後の提供行為を停止することをいう。 
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なお、本号は、既に提供した保有個人情報の回収についてまで求めるもので

はない。  

しかし、違法な提供があったことに鑑み、提供先と連携をとりつつ、個人の

権利利益侵害の拡大防止のため、適切な措置を講じる必要がある。 

 

９ 「利用停止に関して他の法令の規定により特別の手続が定められていると

きは、この限りでない」 

保有個人情報の利用停止について、他の法令の規定により特別の手続が定

められているときは、当該手続により同様の目的を達成することができるの

で、その法令の定めるところによる。 
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６-３-２ 利用停止請求の手続 

６-３-２-１ 利用停止請求書の内容の確認（法第９８条第３項及び第９９条第

１項） 

法第９８条（第３項） 

３ 利用停止請求は、保有個人情報の開示を受けた日から９０日以内にしな

ければならない。 

 

法第９９条（第１項） 

１ 利用停止請求は、次に掲げる事項を記載した書面（第３項において「利

用停止請求書」という。）を行政機関の長等に提出してしなければならな

い。 

(1) 利用停止請求をする者の氏名及び住所又は居所 

(2) 利用停止請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有

個人情報を特定するに足りる事項 

(3) 利用停止請求の趣旨及び理由 

 

【解説】 

１ 書面主義 

  利用停止請求は、利用停止請求権の行使という重要な法律関係の内容を明

確にするため、書面を提出して行わなければならず、口頭による利用停止請求

は認められない。 

郵送による請求については、適切な方法による本人確認の下、対応すること 

が必要である。 

 

２ 受付の際の確認事項 

 実施機関において、保有個人情報利用停止請求書（細則様式第２４号）を受

け付ける際の主な確認事項は、次のとおりである。 

 これらの事項の確認に当たっては、開示請求書の内容の確認と同様の点に留

意して行う必要がある。 

 なお、以下の(1)から(4)までの要件（法第９８条）を満たしていない利用停

止請求が行われた場合又は行われようとした場合であっても、法第６１条（個

人情報の保有の制限等）、第６９条（利用及び提供の制限）等の趣旨を踏まえ、

適切に対応する必要がある。 
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(1) 法の規定による開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報又は法の規 

定による開示決定に係る保有個人情報であって他の法令の規定により開示 

を受けたものの利用停止請求であるかどうか 

６-２-２-１ ２(1)（法の規定による開示決定に基づき開示を受けた保 

有個人情報又は法の規定による開示決定に係る保有個人情報であって他の 

法令の規定により開示を受けたものの訂正請求であるかどうか）を参照の 

こと。 

(2) 保有個人情報の取扱いが法の規定に違反していることを理由とする利用 

停止請求であるかどうか 

利用停止請求者が利用停止を求める保有個人情報が次のいずれかに該当 

することを理由として利用停止請求が行われているか否かについて、利用 

停止請求書に記載されている内容を基に確認する。 

 

  【個人情報の場合】 

 
請求の対象となる不適正な取扱い 

請求できる 

措置の内容 

・ 利用目的の達成に必要な範囲を超えて保有されている 

利用の停止 

又は消去 

・ 違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあ

る方法により利用されている 

・ 偽りその他不正の手段により取得されている 

・ 所定の事由に該当しないにもかかわらず、利用目的以外

の目的に利用されている 

・ 所定の事由に該当しないにもかかわらず、利用目的以外

の目的に提供されている 
提供の停止 

・ 所定の事由に該当しないにもかかわらず本人の同意な

く外国にある第三者に対して提供されている 
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 【特定個人情報の場合】 

 
請求の対象となる不適正な取扱い 

請求できる 

措置の内容 

・ 利用目的の達成に必要な範囲を超えて保有されている 

利用の停止 

又は消去 

・ 違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあ

る方法により利用されている 

・ 偽りその他不正の手段により取得されている 

・ 所定の事由に該当しないにもかかわらず、利用目的以外

の目的に利用されている 

・ 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合

であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ること

が困難であるときに該当しないにもかかわらず、利用目

的の達成に必要な範囲を超えて利用されている 

・ 番号利用法第２０条の規定に違反して収集され、若しく

は保管されている、又は第２９条の規定に違反して作成

された特定個人情報ファイルに記録されている 

・ 所定の事由に該当しないにもかかわらず、利用目的以外

の目的に提供されている 

提供の停止 ・ 所定の事由に該当しないにもかかわらず本人の同意な

く外国にある第三者に対して提供されている 

 ・ 番号利用法第１９条の規定に違反して提供されている 

(※) 番号利用法第２３条第１項及び第２項に規定する記録に記録された特

定個人情報については、利用停止請求の対象外とされている（番号利用

法第３１条）。 

 

(3) 保有個人情報の開示を受けた日から９０日以内の利用停止請求であるか 

どうか。 

６-２-２-１ ２(2)（保有個人情報の開示を受けた日から９０日以内の 

訂正請求であるかどうか）を参照のこと。 

(4) 保有個人情報の利用停止に関して他の法令の規定に基づく特別の手続が 

ないかどうか。 
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６-２-２-１ ２(3)（保有個人情報の訂正に関して他の法令の規定に基

づく特別の手続がないかどうか）を参照のこと。 

(5) 利用停止請求の宛先が正しいかどうか。 

６-２-２-１ ２(4)（訂正請求の宛先が正しいかどうか）を参照のこと。 

(6) 利用停止請求を求める保有個人情報の特定が十分であるかどうか。 

６-２-２-１ ２(5)（訂正請求を求める保有個人情報の特定が十分であ

るかどうか）を参照のこと。 

(7) 利用停止請求の趣旨及び理由が明確であるかどうか。 

利用停止請求の趣旨の記載については、「○○の利用を停止せよ。」、「○○

を消去せよ。」等のように、開示を受けた保有個人情報のうち、どの部分に

ついて、どのような内容の措置（利用の停止、消去又は提供の停止）を求め

るのかが明確となっているか確認する。 

特に、開示を受けた保有個人情報の一部について利用停止を求める場合

や部分ごとに異なる措置を求める場合には、注意する必要がある。 

当該保有個人情報が、実施機関により適法に取得されたものでなく、かつ、

法が定める例外事由に該当する場合以外に利用目的以外の提供が行われて

いることを理由として保有個人情報の消去（法第９８条第１項第１号）及び

提供の停止（同項第２号）を同時に求めることも可能である。 

なお、例えば、法が定める例外事由に該当する場合以外に利用目的以外の  

提供が行われていることのみを理由とする場合には、保有個人情報の提供

の停止を求めることができる（法第９８条第１項第２号）が、保有個人情報

の消去を求めることはできない。そのような請求があった場合には、利用停

止請求者に対して補正を求める。 

また、当該提供を受けた提供先に対して保有個人情報又は保有個人デー

タが適法に取得されたものではないことを理由として当該保有個人情報又

は保有個人データの消去及び利用の停止を求めることが可能であると考え

られる場合には、その旨を教示する。   

利用停止請求の理由の記載については、当該請求を受けた実施機関が事

実関係を確認するために必要な調査を行うことができる程度の事実が明確

かつ具体的に記載されていることが必要である。 

(8) その他利用停止請求書の記載に不備がないかどうか。 

６-１-２-１ ２(4)（その他開示請求書の記載に不備がないかどうか）を 

参照のこと。 

(9) その他確認に当たって留意すべき事項 

６-１-２-１ ２(5)（その他確認に当たって留意すべき事項）を参照のこ 

と。 
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【運用】 

１ 事前相談 

請求に係る保有個人情報を保有している所属において、不当な提供とならな

いよう注意しながら請求をしようとする者から、請求する保有個人情報の内容

について聴き取り、当該保有個人情報が開示決定を受けて開示が行われたもの

であることを確認すること。 

また、電話等で問合せがあった際は、県 HP の「福岡県の個人情報保護制度

トップページ」から利用停止請求書の様式を入手できる旨を案内すること。 

（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/kojinjouhouhogo-top.html） 

 

２ 利用停止請求書の受付 

(1) 県民情報センター（法務・県民情報課）又は各所属における受付 

ア 県民情報センター（法務・県民情報課） 

県民情報センター（法務・県民情報課）においては、本庁の課室、出先

機関及び他の実施機関の保有個人情報に対する全ての利用停止請求書を

受け付ける。 

受け付ける利用停止請求書が、本庁の課室の保有個人情報に係るもの

である場合は、当該課室の職員と法務・県民情報課の職員がともに、受付

事務を行い、利用停止請求書の写しを利用停止請求者に交付する（受付事

務の詳細は、６-３-２-１（利用停止請求書の内容の確認）及び６-３-２

-２（本人確認）を参照のこと。以下同じ。）。 

また、出先機関の保有個人情報に係るものである場合は、法務・県民情

報課の職員が電話等で当該出先機関に保有する保有個人情報の内容等を

確認し、法務・県民情報課の職員と当該出先機関を所管する本庁の課室の

職員がともに、受付事務を行う。 

なお、法務・県民情報課は、当該利用停止請求書の写しを利用停止請求

者に交付し、当該利用停止請求書を当該出先機関に送付する。 

イ 本庁の課室 

本庁の課室においては、原則として利用停止請求書の受付は行わない

ものとするが、法務・県民情報課と連絡の上、利用停止請求者の利便等を

勘案し、当該課室の保有個人情報に対する利用停止請求書を受け付ける

ことができる。 

受け付ける際は、法務・県民情報課と十分に連絡を取り、受付事務を行

うとともに、当該利用停止請求書の写しを利用停止請求者に交付し、法

務・県民情報課に送付する。 
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ウ 出先機関 

当該出先機関の保有個人情報に対する利用停止請求書を受け付ける。 

    受け付ける際は、法務・県民情報課と十分に連絡を取るとともに、当該

出先機関の内部においても、請求の窓口となる庶務担当係と請求に係る

保有個人情報を保有する係等との間で十分に連絡調整しながら、受付事

務を行う。 

併せて、当該利用停止請求書の写しを利用停止請求者に交付し、法務・

県民情報課及び本庁の関係課室に送付する。 

  エ 電子申請 

令和８年３月２４日より、本人による保有個人情報利用停止請求にお

いて、簡易申請システムによる電子申請を導入した。なお、当該システム

で行う事務は、利用停止請求の受付までであり、利用停止決定通知書の送

付等、受付以降の処理については、窓口で受け付ける場合と同様である。 

 利用停止請求者が電子申請を行うと、法務・県民情報課に電子申請があ

った旨のメールが到達するので、法務・県民情報課においてシステムにロ

グインし、申請データを確認する。 

県民情報・法務課は、申請データを担当所属（他の実施機関を含む。）

に回付し、利用停止請求者に対しては、形式審査終了の通知（受付処理が

完了して申請データを回付した旨の通知）を発行する。 

(2) 窓口での受付に係る留意事項 

  次に掲げる事項を利用停止請求者に説明の上、受け付けた利用停止請求書

の写しを作成し、利用停止請求者に交付する。 

ア 利用停止請求があった日から３０日以内（初日不算入）に利用停止決定

等を行うこと。 

また、その旨の通知に１日から２日を要すること。 

やむを得ない理由があるときは、利用停止決定等を行う期限を延長す

る場合があり、その場合はその旨を通知すること。 

イ 利用停止請求があった場合には、事務手続において必要以上に利用停止

請求者の氏名等を明らかにしないなど、利用停止請求者のプライバシーに

十分配慮すること。 

 

３ 住所と異なる場所への書類の送付を希望する場合の取扱い 

利用停止請求者が、当該利用停止請求に係る書類について、住所と異なる場 

所への送付を希望する場合は、請求者に「利用停止請求書の『書類の送付先』 

欄の各項目への記載及び『当該理由を証明する書類の提示又は提出』」を求め 

ること。 
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６-３-２-２ 本人確認（法第９９条第２項） 

法第９９条（第２項） 

２ 前項の場合において、利用停止請求をする者は、政令で定めるところに

より、利用停止請求に係る保有個人情報の本人であること（前条第２項の

規定による利用停止請求にあっては、利用停止請求に係る保有個人情報の

本人の代理人であること）を示す書類を提示し、又は提出しなければなら

ない。 

 

政令第２９条 

第２２条（第４項及び第５項を除く。）の規定は、訂正請求及び利用停

止請求における本人確認手続等について準用する。この場合において、同

条第３項中「第７６条第２項」とあるのは、訂正請求については「第９０

条第２項」と、利用停止請求については「第９８条第２項」と読み替える

ものとする。 

 

【解説】 

開示請求及び訂正請求の場合と同様に、利用停止請求に係る保有個人情報の

本人又はその法定代理人若しくは任意代理人であること及び代理人としての資

格を有することを確認する（６-１-２-２（本人確認）を参照のこと。）。 

なお、法定代理人又は任意代理人は、訂正請求の場合と同様に、利用停止請求

の時点でその資格を有していれば足り、利用停止請求後に資格を喪失した場合

であっても、その旨を実施機関に届け出る必要はない。 

他方で、利用停止請求後、利用停止することの決定の通知を受け取るまでの時

点で代理人の資格を喪失している可能性も否定できないことから、実施機関は、

必要に応じて、代理人が引き続きその資格を有しているかについて確認するこ

とが望ましい（６-３-４-１（利用停止決定）を参照のこと。）。 
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６-３-２-３ 利用停止請求書の補正（法第９９条第３項） 

法第９９条（第３項） 

３ 行政機関の長等は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるとき

は、利用停止請求をした者（以下この節において「利用停止請求者」とい

う。）に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。 

 

【解説】 

実施機関は、開示請求の場合と同様に、利用停止請求書に形式上の不備がある

と認める場合には、利用停止請求書の補正を求めることができる（６-１-２-３

（開示請求書の補正）を参照のこと。）。 

なお、形式上の不備とは、法第９９条第１項の記載事項が記載されていない場

合や本人確認書類が提示又は提出されていない場合等が該当する。 

利用停止請求に係る保有個人情報が法第９８条第３項に該当しない場合（保

有個人情報の開示を受けていない場合）及び同項の期間を経過した後に利用停

止請求がなされた場合（開示を受けた日から９０日を経過した場合）は、形式上

の不備には該当しない。 
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６-３-３ 利用停止・不利用停止の審査（法第１００条） 

法第１００条 

行政機関の長等は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止

請求に理由があると認めるときは、当該行政機関の長等の属する行政機関

等における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該

利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただ

し、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報の

利用目的に係る事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に

著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。 

 

【解説】 

利用停止請求に係る保有個人情報について、利用停止請求に理由があるかど

うかを審査し、次のとおり、「保有個人情報の利用停止をする」（法第１０１条第

１項）か「保有個人情報の利用停止をしない」（同条第２項）かの判断を行う。 

なお、当該判断は、福岡県個人情報保護審議会の答申や個人情報保護に関する

訴訟の判決等を参考にしつつ、個別具体的に慎重に行う。 

 

１ 利用停止請求に理由があると認められない場合 

(1) 実施機関による調査の結果、法第９８条第１項各号に規定する事由に該

当しないことが判明し、利用停止請求に理由があると認められない場合には、

保有個人情報の利用停止をしない決定（以下「不利用停止決定」という。）

を行う。 

(2) 実施機関による調査の結果、当該保有個人情報が、法第９８条第１項各号

に規定する事由に該当するかどうか判明せず、利用停止請求に理由があるか

どうか明らかでない場合には、利用停止決定を行うことはできず、不利用停

止決定を行うこととなる。 

 

２ 利用停止請求に理由があると認められる場合 

実施機関による調査の結果、法第９８条第１項各号に規定する事由に該当 

 することが判明し、利用停止請求に理由があると認められる場合（利用停止請 

求に係る請求内容の一部について理由があると認める場合を含む。）には、当 

該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要か否かの 

判断を行った上で、利用停止する又は利用停止しないのいずれかの決定を行 

う。 

(1) 利用停止請求に理由があると認めるとき 

「利用停止請求に理由がある」とは、法第９８条第１項第１号又は第２号 



個人情報保護事務の手引（その１ 解釈・運用） 

 

202 

 

に該当する違反の事実があると実施機関が認めるときである。その判断は、 

実施機関の所掌事務、保有個人情報の利用目的及び法の趣旨を勘案して、事 

実を基に客観的に行われる必要がある。 

(2) 当該行政機関の長等の属する行政機関等における個人情報の適正な取扱 

いを確保するために必要な限度で 

      「個人情報の適正な取扱いを確保する」とは、法第９８条第１項第１号又

は第２号に該当する違反状態を是正する意味である。 

「必要な限度」とは、例えば、利用停止請求に係る保有個人情報について、

その全ての利用が違反していれば全ての利用停止を、一部の利用が違反し

ていれば一部の利用停止を行う必要があるということである。 

また、例えば、利用目的外の利用を理由として、本人から保有個人情報の

消去を求められた場合には、個人情報の適正な取扱いを確保する観点から、

当該利用目的外の利用を停止すれば足りる。この場合、当該保有個人情報

を消去するまでの必要はなく、仮に消去してしまうと利用目的内での利用

も不可能となり、適当でない。 

(3) 当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報の利 

用目的に係る事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著 

しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。 

   利用停止請求に理由があることが判明した場合であっても、利用停止を

行うことにより保護される本人の権利利益と損なわれる公共の利益との比

較衡量を行った結果、後者が優るような場合にまで利用停止を行う義務を

課すことは、公共の利益の観点からみて適当でない。 

このため、「当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個 

人情報の利用目的に係る事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正 

な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるとき」は、利用停止 

をする義務を負わない。 

 

※ 保有個人情報を基になされた行政処分との関係 

利用停止請求は、請求に係る保有個人情報の適正な取扱いを確保する観 

点から行われるものであり、その効果の及ぶ範囲は、当該請求を受けた保有 

個人情報それ自体であり、当該情報に基づいて既になされた行政処分の効 

力に直接に影響を及ぼすものではない。行政処分の効力自体の争いは、別途、 

当該行政処分を対象とする争訟手続により解決されるべき問題である。 
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６-３-４ 利用停止決定等の通知 

６-３-４-１ 利用停止決定（法第１０１条第１項） 

法第１０１条（第１項） 

１ 行政機関の長等は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をする

ときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により

通知しなければならない。 

 

【解説】 

利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をすることを決定したときは、

速やかに利用停止請求者に対して、その旨を保有個人情報利用停止決定通知書

（細則様式第２５号）により通知する。 

利用停止請求者が代理人である場合であって、利用停止することの決定の通

知を受け取る時点で代理人の資格を喪失している可能性も否定できないことか

ら、実施機関は、必要に応じて、代理人が引き続きその資格を有しているかにつ

いて確認することが望ましい。 

利用停止請求に基づき、当該請求内容の一部について利用停止を実施するこ

とを決定した場合（例えば、利用停止請求書には１０か所の利用停止が記載され

ているが、利用停止の決定はこのうちの５か所だけとした場合等）には、利用停

止決定を行う。 

また、保有個人情報の消去を求めているが利用の停止を決定する場合等のよ

うに、当該利用停止請求を受けて必ずしも請求の趣旨どおりの利用停止決定を

行わなくても請求に理由があると認めて何らかの利用停止を行う場合にも、利

用停止決定を行うこととなる。これらの場合、利用停止決定通知書に、不利用停

止とした部分及びその理由、利用停止請求の趣旨と異なる利用停止を行うこと

を決定した理由等について記載する。 

 

【運用】 

１ 利用停止請求書を受領した後の事務の概要 

(1) 文書管理規程に基づき、利用停止請求書への収受印の押印等、文書の収

受に係る事務を行う。 

(2) 利用停止請求に係る保有個人情報を検索し、特定する。 

(3) 特定した保有個人情報について、法第９８条第１項各号に該当するか調

査する。 

(4) 調査結果を踏まえ、利用停止請求に対する利用停止決定等を行い、利用

停止請求者に通知する。 

(5) 利用停止決定の内容に沿って、当該保有個人情報の利用停止を行う。 
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２ 協議等 

(1) 利用停止決定等を行う各所属において、庶務担当係と当該保有個人情報

が記録された公文書を作成・取得した係等との間で十分に連絡を行い、適

切な事務処理を行うこと。 

(2) 利用停止決定等に当たり、実施機関内部の調整を図り、適切かつ統一的

な運用を行うため、あらかじめ法務・県民情報課に協議すること。 

 

３ 利用停止決定等の決裁区分 

利用停止決定等の決裁区分は、事務決裁規程に定められており、本庁の各課

室においては課室長の、出先機関においては出先機関の長の専決事項とされ

ている。 

ただし、この決裁区分は原則であり、同規程第４条（重要事項等の専決留保）

において、専決事項であっても知事又は上司の決裁を受けて処理しなければ

ならないものが定められていることに留意すること。 

 

４ 利用停止決定等の通知 

(1) 通知書を郵送する場合は、原則として、特定記録郵便扱いとすること。 

(2) 利用停止決定等の通知（利用停止を拒否する決定をした旨の通知を含む。）

を行った場合、当該通知書の写しを法務・県民情報課（出先機関については

法務・県民情報課及び本庁の関係課室）に送付すること。 

 

５ 利用停止の実施 

(1) 利用停止時期 

保有個人情報の利用停止は、利用停止決定後、速やかに実施すること。 

(2) 利用停止方法 

当該利用停止は、利用停止する保有個人情報の内容や記録されて   

いる媒体に応じ、適切な方法により行うこと。具体的には、次のような方法

が考えられる。 

ア 利用又は提供の停止 

(ｱ) 定期的な文書の送付を中止する方法 

(ｲ) 保有個人情報が記録されたデータベースへのアクセスを禁止する方             

 法 

イ 消去 

(ｱ) 文書の該当する部分を黒塗りする方法 

(ｲ) 電磁的記録の該当部分を消去する方法 
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 (3) 他の保有個人情報の利用停止 

当該利用停止請求を端緒として、他の保有個人情報が法第９８条第１項

各号に該当することが判明した場合には、必要に応じ、当該保有個人情報の

利用停止を行うこと。 
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６-３-４-２ 不利用停止決定（法第１０１条第２項） 

法第１０１条（第２項） 

２ 行政機関の長等は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしな

いときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面によ

り通知しなければならない。 

 

【解説】 

利用停止請求に係る保有個人情報について、利用停止請求に理由があるとは

認められない又は法第１００条ただし書に該当するとして利用停止をしないこ

とを決定したときは、速やかに利用停止請求者に対して、その旨を保有個人情報

利用不停止決定通知書（細則様式第２６号）により通知する。 

 

１ 不利用停止理由の記載 

利用停止請求に係る保有個人情報について利用停止しないこととした場合

の理由の提示は、実施機関における当該処分の公正・公平の確保という観点に

加え、当該決定を受けた利用停止請求者が、当該決定を不服として審査請求又

は訴訟の提起により救済を求めたり、あるいは利用停止請求の内容を変更して

再度利用停止請求を行うなどの対応を採る場合にその便宜を図るものでもあ

ることから、該当する不利用停止理由は全て提示する。 

 

２ 理由の記載方法 

不利用停止理由は、利用停止請求者が明確に認識することができるよう、可

能な限り具体的に記載する必要がある（６-２-４-２（不訂正決定）を参照の

こと。）。 
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６-３-５ 利用停止決定等の期限 

６-３-５-１ 利用停止決定等を行う期限（法第１０２条第１項） 

法第１０２条（第１項） 

１ 前条各項の決定（以下この節において「利用停止決定等」という。）は、

利用停止請求があった日から３０日以内にしなければならない。ただし、

第９９条第３項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要

した日数は、当該期間に算入しない。 

 

【解説】 

利用停止請求を受けた実施機関は、法第１０２条第１項の規定に基づき、原則

として、利用停止請求があった日から３０日以内に、「保有個人情報の利用停止

をする」か「保有個人情報の利用停止をしない」かの決定を行わなければならな

い。 
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６-３-５-２ 期限の延長（法第１０２条第２項） 

法第１０２条（第２項） 

２ 前項の規定にかかわらず、行政機関の長等は、事務処理上の困難その他

正当な理由があるときは、同項に規定する期間を３０日以内に限り延長す

ることができる。この場合において、行政機関の長等は、利用停止請求者

に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなけ

ればならない。 

 

【解説】 

利用停止請求に係る保有個人情報について、事務処理上の困難その他正当な

理由により、３０日以内に利用停止決定等を行うことができない場合には、３０

日以内に限りその期限を延長することができる。期限を延長する場合には、利用

停止請求者に対して、遅滞なく、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書

（細則様式第２７号）により延長後の期間及び延長の理由を通知しなければな

らない。 

「事務処理上の困難その他正当な理由」としては、利用停止請求に理由がある

かどうかを確認するために行う調査に時間を要する場合、調査の結果に基づき

利用停止するか否かあるいはどの範囲で利用停止するかの判断に時間を要する

場合等が想定される（６-１-５-２（期限の延長）を参照のこと。）。 

 

【運用】 

１ 延長後の決定期限は、事務処理上必要な限度で適正なものを設定し、延長の

理由は、期限の延長が必要となった事情等をできるだけ具体的に記載するこ

と。 

 

２ 期限の延長を通知した場合、当該通知書の写しを法務・県民情報課に送付す

ること。 
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６-３-５-３ 期限の特例（法第１０３条） 

法第１０３条 

行政機関の長等は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるとき

は、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足

りる。この場合において、行政機関の長等は、同条第 1項に規定する期間

内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなけれ

ばならない。 

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由 

(2) 利用停止決定等をする期限 

 

【解説】 

利用停止請求に係る保有個人情報についての事実関係を確認するための調査

や、調査結果に基づき利用停止を行うか否かの判断等を行うに当たって、特に時

間を要するため、利用停止請求があった日から３０日以内はもとより、法第１０

２条第２項の規定に基づく期限の延長（３０日以内）を行ったとしても当該期限

内（６０日以内）に利用停止決定等を行うことが困難な場合には、法第１０３条

に規定する期限の特例規定を適用することとなる。 

特例規定を適用する場合には、利用停止請求者に対して、保有個人情報利用停

止決定等期限特例延長通知書（細則様式第２８号）により、特例規定を適用する

旨、その理由及び利用停止決定等をする期限を通知しなければならない。 

当該通知は、利用停止請求があった日から３０日以内に利用停止請求者にな

されなければならない。 

 

【運用】 

１ 利用停止決定等までの事務 

(1) 利用停止請求があった日から３０日以内に、本条を適用する旨の決定を

し、利用停止請求者に対して通知すること。 

  「利用停止決定等をする期限」は、相当の期間を設定すること。また、本

条を適用する理由は、期限を特例的に延長することが必要となった事情等

をできるだけ具体的に記載すること。 

(2) 相当の期間内に、利用停止決定等を行うこと。 

 

２ 本条の適用は、慎重かつ適切に行うとともに、事前に法務・県民情報課に協

議すること。 
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３ 期限の特例延長を通知した場合、当該通知書の写しを法務・県民情報課に送

付すること。  
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６-３-５-４ 期限についての留意点 

 

【解説】 

利用停止請求から相当の期間が経過したにもかかわらず請求を受けた実施機

関（行政不服審査法上の行政庁）の不作為がある場合には、利用停止請求者から

当該不作為についての審査請求（行政不服審査法第３条）がなされる可能性があ

ることに、常に留意する必要がある（詳細は事務対応ガイド６-４-２-１ ２（不

作為についての審査請求）を参照のこと。）。 

なお、６-３-５-１（利用停止決定等を行う期限）及び６-３-５-２（期限の延

長）のとおり利用停止決定等を行う期限は法定されており、当該期限が経過した

後も何らの処分をしないことは、一般的には、違法になるものと考えられる。他

方、法定の期限の到来前における不作為の審査請求は、一般的には、却下される

ことになるものと考えられる（行政不服審査法第４９条第１項）。 

また、６-３-５-３（期限の特例）の期限の特例規定を適用する場合には、６

０日以内に利用停止決定等がされなかった部分について、利用停止決定等がさ

れるべき相当な期間が経過した後に、当該部分に係る不作為に対する審査請求

がなされる可能性があることに留意する必要がある。 
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６-４ 審査請求対応 

６-４-２ 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人に対する審査請求 

６-４-２-１ 審査請求手続（法第１０６条及び第１０７条第２項） 

行政不服審査法第４条 

審査請求は、法律（条例に基づく処分については、条例）に特別の定め

がある場合を除くほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に

定める行政庁に対してするものとする。 

(1) 処分庁等（処分をした行政庁（以下「処分庁」という。）又は不作為に

係る行政庁（以下「不作為庁」という。）をいう。以下同じ。）に上級行

政庁がない場合又は処分庁等が主任の大臣若しくは宮内庁長官若しく

は内閣府設置法（平成１１年法律第８９号）第４９条第１項若しくは第

２項若しくは国家行政組織法（昭和２３年法律第１２０号）第３条第２

項に規定する庁の長である場合 当該処分庁等 

(2)～(4) （略） 

 

法第１０６条 

１ 地方公共団体の機関又は地方独立行政法人に対する開示決定等、訂正決

定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係

る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法第９条第１項から第

３項まで、第１７条、第４０条、第４２条、第２章第４節及び第５０条第

２項の規定は、適用しない。 

２ 地方公共団体の機関又は地方独立行政法人に対する開示決定等、訂正決

定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係

る不作為に係る審査請求についての次の表の上欄に掲げる行政不服審査

法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、

それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政

令で定める。 表 （略） 

 

政令第３０条 

  法第１０６条の規定により同条第一項の審査請求について行政不服審

査法（平成２６年法律第６８号）の規定が適用される場合における行政不

服審査法施行令（平成２７年政令第３９１号）の規定の適用については、

次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下

欄に掲げる字句とする。 表 （略） 
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【解説】 

地方公共団体の機関又は地方独立行政法人に対する開示決定等、訂正決定等、

利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に

係る審査請求については、審理員指名及び審理員審理の規定を適用しないこと

とした上で、審査庁における審理手続を行うこととしている。 

 

１ 審査請求先 

開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等について不服がある者は、処分

行政庁に対して、審査請求をすることができる（行政不服審査法第２条）。 

なお、行政不服審査法第４条に規定する「上級行政庁」とは、当該行政事務

に関し、処分庁等を直接指揮監督する権限を有し、処分庁が違法又は不当な処

分をしたときは、これを是正すべき職責を負い、職権をもって当該処分の取消

し、停止を行い得るものをいうと解されており、個別の処分についての審査請

求先については、組織法令等にしたがって判断することとなる。 

 

２ 不作為についての審査請求 

開示請求、訂正請求又は利用停止請求をした者は、当該請求から相当の期間

が経過したにもかかわらず、実施機関の不作為がある場合には、行政不服審査

法第４条各号に定める審査請求をすべき実施機関に対して、当該不作為につい

ての審査請求をすることができる（行政不服審査法第３条）。ここで「相当の

期間」とは、行政不服審査法においては、社会通念上処理するのに必要とされ

る期間を意味するとされており、法においても、処理するに当たって必要とさ

れる合理的な期間をいうとされていることに留意する必要がある。 

なお、決定を行う期限は法定されており、当該期限が経過した後も何らの処

分をしないことは、一般的には、違法になる。他方、法定の期限の到来前にお

ける不作為の審査請求は、一般的には、却下される（行政不服審査法第４９条

第１項）。 

 また、期限の特例規定を適用する場合には、３０日以内に決定がされなかっ  

た部分について、決定がされるべき相当な期間が経過した後に、当該部分に係

る不作為に対する審査請求がなされる可能性があることに留意する必要があ

る。 

 

３ 審査請求を受けた場合の対応 

審査請求を受けたときは、審査請求書の記載事項について確認を行い、補

正を要する場合（行政不服審査法第１９条の規定に違反する場合）には、相

当の期間を定めて補正を命じなければならない（行政不服審査法第２３条）。
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補正命令に従って指定の期間内に補正された場合、当初から適法な審査請求

があったものとして取り扱う。 

 なお、補正ができるにもかかわらず、補正を命じないで審査請求を却下し  

た場合、当該裁決は違法なものとなる。 

 

４ 審査請求が不適法であり却下する場合の対応 

審査請求が不適法であり却下する場合（法第１０５条第１項第１号）とは、

次のようなものが該当する。 

① 開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等についての審査請求が 

審査請求期間（処分があったことを知った日から３か月以内（行政不服審査

法第１８条第１項）又は処分があった日から１年以内（同条第２項））の経

過後にされた場合又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作

為についての審査請求が当該不作為に係る開示請求、訂正請求若しくは利用

停止請求から相当の期間（行政不服審査法第３条）が経過しないでされたも

のである場合 

② 審査請求をすべき行政庁を誤った場合(※) 

③ 審査請求人適格のない者からの審査請求である場合 

④ 存在しない開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等についての審査請

求である場合 

⑤ 審査請求書の記載の不備について補正を命じたにもかかわらず、審査請求

人が補正を行わないため形式的不備がある審査請求となっている場合 

 

※ 処分庁が請求者に審査請求をすべき行政庁を誤って教示した場合、  

行政不服審査法第２２条第１項の規定により、誤った教示により審査請

求された行政庁は、当該審査請求書を処分庁又は審査庁となるべき行政

庁に送付しなければならないとされているため、却下とならない。 

また、請求者が処分庁名を誤って審査請求書に記載した場合、一般的

に補正を求めることができるため、直ちに却下する場合には該当しない。 

 

５ 開示決定に反対する第三者から審査請求があった場合の対応 

開示決定に反対する第三者（法第８６条第３項）から審査請求があった場

合、一般的には、実施機関は、当該第三者の申立てにより又は職権で、開示の

実施を停止（執行停止）することが必要になる（行政不服審査法第２５条第２

項及び第３項）。 

なお、執行停止した場合には、当該第三者及び開示請求者に対してその旨を  

通知することが適当である。  
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６-４-２-２ 審査庁の留意点 

法第１０６条 

１ 地方公共団体の機関又は地方独立行政法人に対する開示決定等、訂正決

定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係

る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法第９条第１項から第

３項まで、第１７条、第４０条、第４２条、第２章第４節及び第５０条第

２項の規定は、適用しない。 

２ 地方公共団体の機関又は地方独立行政法人に対する開示決定等、訂正決

定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係

る不作為に係る審査請求についての次の表の上欄に掲げる行政不服審査

法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、

それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政

令で定める。 

 表 （略） 

 

政令第３０条 

  法第１０６条の規定により同条第一項の審査請求について行政不服審

査法（平成２６年法律第６８号）の規定が適用される場合における行政不

服審査法施行令（平成２７年政令第３９１号）の規定の適用については、

次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下

欄に掲げる字句とする。 

 表 （略） 

 

【解説】 

１ 行政不服審査法の適用除外 

開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等についての審査請求又は

開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為についての審査請求

については、審理員の指名（行政不服審査法第９条第１項から第３項）、審理

員となるべき者の名簿（同法第１７条）、審理員による執行停止の意見書の提

出（同法第４０条）、審理員意見書（同法第４２条）、行政不服審査会等への諮

問（同法第２章第４節）及び裁決書への審理員意見書の添付（同法第５０条第

２項）の適用を除外し、審理員による審議手続を設けないこととするととも

に、審理手続に関連する条項の読み替え規定を設けている。 
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【運用】 

 法第１０６条第２項の読替え規定により、弁明書の作成や送付（行政不服審

査法第２９条第２項及び第５項）、反論書や意見書の提出期間の設定（同法第

３０条第１項及び第２項）、審理手続の終結（同法第４１条各項）等、本来、

審理員が実施する事務を審査庁において実施することになるため、留意する必

要がある。 

実施機関にあっては、審査庁において審理手続を終結した際は、法第１０５条

第１項各号のいずれかに該当する場合を除き、福岡県個人情報保護審議会への

諮問を行う（６-４-４（行政不服審査法第８１条第１項又は第２項の機関への諮

問）を参照のこと。）。 
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６-４-４ 行政不服審査法第８１条第１項又は第２項の機関への諮問（法第 

１０５条第３項） 

法第１０５条 

１ 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若し

くは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審

査請求に対する裁決をすべき行政機関の長等は、次の各号のいずれかに該

当する場合を除き、情報公開・個人情報保護審査会（審査請求に対する裁

決をすべき行政機関の長等が会計検査院長である場合にあっては、別に法

律で定める審査会）に諮問しなければならない。 

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合 

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報

の全部を開示することとする場合（当該保有個人情報の開示について反

対意見書が提出されている場合を除く。） 

(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報

の訂正をすることとする場合 

(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報

の利用停止をすることとする場合 

２ 前項の規定により諮問をした行政機関の長等は、次に掲げる者に対し、

諮問をした旨を通知しなければならない。 

(1) 審査請求人及び参加人（行政不服審査法第１３条第４項に規定する参

加人をいう。以下この項及び法第１０７条第１項第２号において同じ。） 

(2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者（これらの者が審査請求

人又は参加人である場合を除く。） 

(3) 当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出

した第三者（当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。） 

３ 前二項の規定は、地方公共団体の機関又は地方独立行政法人について準

用する。この場合において、第１項中「情報公開・個人情報保護審査会（審

査請求に対する裁決をすべき行政機関の長等が会計検査院長である場合

にあっては、別に法律で定める審査会）」とあるのは、「行政不服審査法第

８１条第１項又は第２項の機関」と読み替えるものとする。 
 

条例第１０条第１号 

次に掲げる事務を行うため、県に、福岡県個人情報保護審議会（以下「審

議会」という。）を置く。 

１ 行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第８１条第１項の機関とし

て、法第１０５条第３項において準用する同条第１項の規定による諮問に

応じ審査請求について調査審議すること。 
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【解説】 

実施機関は、開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請

求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求について、法第１０５条

第１項各号のいずれかに該当する場合を除き、福岡県個人情報保護審議会に対

して諮問する。 

行政不服審査法第５章第１節第２款（審査会の調査審議の手続）の規定は、行

政不服審査法第８１条第１項又は第２項の機関について準用されている（行政

不服審査法第８１条第３項）。 

 

【運用】 

１ 審議会への諮問（法第１０５条第１項及び第３項並びに条例第１０条第 1

号）  

(1) 審査請求書の受付  

審査請求書の受付は、各実施機関において行う。  

各実施機関は当該審査請求書の写しを法務・県民情報課に送付すること。  

 (2) 審査請求要件審査等 

ア 各実施機関は、審査請求がなされた場合、当該審査請求について行政不 

服審査法第１９条の規定に違反していないかの要件審査を行うこと。 

イ 当該審査請求が不適法であっても、補正することができるものである 

ときは、相当の期間を定めて、その補正を命ずること（行政不服審査法第 

２３条）。  

ウ イにより補正を命じたときは、各実施機関は、補正命令書の写しを県民 

情報広報課に送付すること。 

(3) 審査請求の却下 

ア 各実施機関は、審査請求が不適法であることが明らかなときには、行政

不服審査法第４５条第１項又は同法第４９条第１項の規定により却下裁

決を行う。 

なお、当該却下裁決が開示決定（部分開示決定を含む。）の取消しを求

める第三者からの審査請求に対するものである場合には、各実施機関は

法第１０７条に定める措置をとること。 

イ 各実施機関が審査請求の却下裁決を行い、その旨審査請求人に通知し

たときには、当該裁決書の写しを法務・県民情報課に送付すること。 

(4) 開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等又は開示請求、訂正請求 

若しくは利用停止請求に係る不作為の再検討 

審査請求があった場合に、当該開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止 
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請求等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為につい 

て再検討を行った結果、当初の開示決定等を取り消し、又は変更して、当該 

審査請求に係る個人情報の全部を開示する旨、訂正する旨若しくは利用停 

止する旨の裁決を行ったとき又は不作為に係る開示請求、訂正請求若しく 

は利用停止請求に対して一定の処分をする旨の裁決を行ったときは、各実 

施機関は、当該裁決書を審査請求人に送付するとともに、法務・県民情報課

に 

その写しを送付すること。  

 (5) 弁明書の送付等 

ア 各実施機関は、前述の(3)又は(4)に該当する場合を除き、行政不服審査 

法第２９条第２項の弁明書を作成すること。 

また、同条第５項の規定により、弁明書の作成後速やかに、当該弁明書 

を審査請求人及び参加人に送付すること。  

なお、送付の際には、審査請求人に対しては行政不服審査法第３０条第 

１項の反論書を提出できる旨を、参加人に対しては同条第２項の意見書 

を提出できる旨を教示すること。 

イ 各実施機関は、行政不服審査法第３０条第３項の規定により、審査請求 

人から反論書の提出があったときは当該反論書を参加人に、参加人から 

意見書の提出があったときは当該意見書を審査請求人にそれぞれ送付す 

ること。 

(6) 審議会への諮問 

ア 各実施機関は、前述の(3)又は(4)に該当する場合を除き、当該審査請求

について法務・県民情報課を経由して、審議会に諮問すること。 

イ 各実施機関は、諮問書に次の(ｱ)～(ｶ)に掲げる書類の写しを添付する

こと。（ただし、開示請求、訂正請求又は利用停止請求に係る不作為に係

る審査請求の場合は、次の(ｲ)、(ｴ)及び(ｷ)を除く。） 

(ｱ) 保有個人情報開示請求書、保有個人情報訂正請求書又は保有個人情 

報利用停止請求書 

(ｲ) 開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る通知書 

(ｳ) 審査請求書 

(ｴ) 開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報 

(ｵ) 前述の 1(5)アの弁明書 

(ｶ) 前述の 1(5)イの反論書又は意見書 

(ｷ) 法第８６条第３項の反対意見書が提出されている場合にあっては、 

当該反対意見書  

ウ 裁決をすべき実施機関は、審査請求が適法になされた場合には、審査請 
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求人の権利利益の救済を図るため、審査請求から４５日（特段の事情があ 

る場合は１００日）以内に審議会に諮問すること。 

(7) 福岡県個人情報保護審議会への資料の提出等 

福岡県個人情報保護審議会から、条例第１９条の規定及び行政不服審査 

法第７４条に基づき、保有個人情報の提示、指定された方法により分類又は 

整理した資料の作成・提出、意見書又は資料の提出を求められた場合には、 

事案に応じて的確な検討を行い、指定された期限までに適切に対応するこ 

とが必要である。 

なお、審査請求に係る保有個人情報の取扱いについて特別の配慮を必要 

とする場合、提出した資料に不開示情報が含まれている場合等には、あらか 

じめその旨を申し出るなど慎重な取扱いを要請することが必要である。 

 (8) 審査請求に対する裁決 

ア 各実施機関は、審議会の答申を尊重して答申から３０日（特段の事情が

ある場合は６０日）以内に審査請求に対する裁決を行うこと。なお、当該

審査請求に係る保有個人情報の開示に反対の意思を表示している第三者

である参加人がいる場合には、当該参加人に対し、法第１０７条に定める

手続をとること。  

イ 各諮問実施機関は、審査請求に対する裁決を行ったときは、当該裁決書

を審査請求人に送付するとともに、法務・県民情報課にその写しを送付す

ること。 

 

２ 諮問した旨の通知（法第１０５条第２項） 

諮問をした旨の通知を行わなければならない相手方は、次に掲げる者であ 

る。 

諮問実施機関が、審査請求人等に対して行う審議会に諮問した旨の通知は、 

保有個人情報に係る審議会諮問通知書（細則様式第３２号）によるものとし、 

審議会への諮問後速やかに行うものとする。 

 (1) 審査請求人 

通常は、不開示若しくは部分開示とした決定、全部又は一部を訂正しない 

旨の決定若しくは全部又は一部を利用停止しない旨の決定又は開示請求、 

訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求を行う開示 

請求者、訂正請求者又は利用停止請求者が想定されるが、第三者が開示に反 

対の意見書を提出している場合は、開示又は部分開示とした決定に対して 

当該第三者が審査請求を行う場合等も考えられる。 

(2) 参加人 

行政不服審査法第１３条の規定により、審査庁の許可を得て、又は審査庁 
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の求めに応じ、当該審査請求手続に参加する者をいう。  

(3) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者（これらの者が審査請求人又 

は参加人である場合を除く。） 

開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に対し第三者から審査請求 

があった場合を想定したもので、開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求 

者が既に参加人として参加している場合は、法第１０５条第２項第１号に 

より通知されることになるが、まだ参加していない場合に、参加の機会を与 

えることを目的とするものである。  

(4) 反対意見書を提出した第三者（当該第三者が審査請求人又は参加人であ 

る場合を除く。）  

開示請求者が不開示決定を不服として、その取消しを求めた場合に、当該 

取消しに関し利害関係を有することが明らかである第三者に参加人として 

参加する機会を与えることを目的とするものである。  
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６-４-５ 審査請求事案の事務処理の迅速化 

 

【解説】 

審査請求を受けた事案については、簡易迅速な手続により、権利利益の救済を

図ることが重要であることから、審査請求事案の迅速な事務処理について、「不

服申立て事案の事務処理の迅速化について」（平成１７年８月３日情報公開に関

する連絡会議申合せ）に準じて、十分留意する必要がある。 
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Ⅳ その他編 
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８ 雑則 

８-１ 適用除外等 

法第１２４条 

１ 第４節の規定は、刑事事件若しくは少年の保護事件に係る裁判、検察官、

検察事務官若しくは司法警察職員が行う処分、刑若しくは保護処分の執行、

更生緊急保護又は恩赦に係る保有個人情報（当該裁判、処分若しくは執行を

受けた者、更生緊急保護の申出をした者又は恩赦の上申があった者に係る

ものに限る。）については、適用しない。 

２ 保有個人情報（行政機関情報公開法第５条、独立行政法人等情報公開法第

５条又は情報公開条例に規定する不開示情報を専ら記録する行政文書等に

記録されているものに限る。）のうち、まだ分類その他の整理が行われてい

ないもので、同一の利用目的に係るものが著しく大量にあるためその中か

ら特定の保有個人情報を検索することが著しく困難であるものは、第４節

（第４款を除く。）の規定の適用については、行政機関等に保有されていな

いものとみなす。 

 

【解説】 

１ 刑の執行等に係る保有個人情報の適用除外 

刑事事件若しくは少年の保護事件に係る裁判、検察官、検察事務官若しくは

司法警察職員が行う処分、刑若しくは保護処分の執行、更生緊急保護又は恩赦

に係る保有個人情報（当該裁判、処分若しくは執行を受けた者、更生緊急保護

の申出をした者又は恩赦の上申があった者に係るものに限る。）については、

法第５章第４節の規定は適用しない（法第１２４条第１項。）。 

刑事事件に係る裁判や刑の執行等に係る保有個人情報を法第５章第４節の

適用除外としたのは、これらの保有個人情報は、個人の前科、逮捕歴、勾留歴

等を示す情報を含んでおり、開示請求等の対象とすると、前科等が明らかにな

る危険性があるなど、逮捕留置者、被疑者、被告人、受刑者等の立場で留置場

や監獄に収容されたことのある者等の社会復帰や更生保護上問題となり、その

者の不利益になるおそれがあるためである。 

 

【法第５章第４節の規定の適用が除外される場合の例】 

・ 雇用主が、採用予定者の前科の有無やその内容を確認する目的で、採用

予定者本人に開示請求させる場合 
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【法第５章第４節の規定の適用が除外されない場合の例】 

・ 拘置所に収容されている者について、その健康等を保持するために、社

会一般の保健衛生及び医療の水準に照らし適切な医療上の措置として診

療を受けた場合において、当該診療に関する情報を開示請求する場合 

 

（参考） 刑事訴訟法第５３条の２第２項において「訴訟に関する書類及び押収

物に記録されている個人情報」を適用除外としていることとの関係 

刑事訴訟法第５３条の２第２項は、「訴訟に関する書類及び押収物」に

ついて、法の適用除外としている。「訴訟に関する書類」とは、被疑事件

又は被告事件に関して作成し、又は取得された書類をいい、訴訟記録、

不起訴記録、公判不提出記録等を含む。例えば、裁判所が作成する判決

書や公判調書、検察官が作成する起訴状や不起訴裁定書、冒頭陳述書、

供述調書や捜査報告書等の証拠書類のほか、告訴状、不起訴処分通知書、

弁護人選任届等の手続関係書類が含まれる。 

刑の執行等に係る保有個人情報については、訴訟に関する書類に記録

されているものも一部あるが、それ以外の行政文書等にも記載されてい

るため、本項において適用除外とする旨を明記している。 

 

２ 検索することが著しく困難である保有個人情報の取扱い 

実施機関において、分類・整理が未了であり、同一の利用目的に係るものが

著しく大量にあるために検索することが著しく困難である保有個人情報（福岡

県情報公開条例第７条第１項に規定する非開示情報を専ら記録する行政文書

等に記録されているものに限る。）については、法第５章第４節第４款（審査

請求）を除く同章第４節（開示、訂正及び利用停止）の規定は適用されない（法

第１２４条第２項。）。 

これらの保有個人情報はいずれ分類・整理されることが予定されているもの

であり、分類・整理された段階で法第５章第４節の規定が適用される。 

また、本項の規定により保有していないものとみなして不開示決定を行った

場合であっても、当該不開示決定に対する審査請求があった場合は、法第５章

第４節第４款（審査請求）の規定が適用され、福岡県個人情報保護審議会に諮

問する（審査請求について、６-４（審査請求対応）を参照のこと。）。 
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８-５ 苦情処理 

法第１２８条 

行政機関の長等は、行政機関等における個人情報、仮名加工情報又は匿名

加工情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければなら

ない。 

 

【解説】 

１ 実施機関における苦情の処理 

実施機関に対しては、個人情報等の利用・提供等に関する様々な苦情があり

得る。これらについては、訴訟等によるよりも、むしろ苦情処理によって、簡

易迅速な解決を図ることが適当なものが少なくないと考えられる。  

また、実施機関にとっても、国民等から寄せられる様々な苦情について誠実

かつ迅速に対応することが、実施機関における個人情報の取扱いに関する国民

等からの信頼を確保するために重要である。  

このような苦情の多くは、各実施機関における個人情報の日常的な処理・利

用との関連において発生するものであることから、まず、当該実施機関の責任

において、適切かつ迅速な処理に努めることが適切かつ必要である。 


